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者 

間

^

於
け
る
激
烈
な
る
競
爭

k

ょ
る
難
局

^

直
面
し
て
、敵
味
方
双
方

?:
そ

れ
ぞ
れ
國
結
せ
し 

む
る

こ

ど
^

成
功
し
を
れ
ど
同
時

^

言
語
の
異
る
多
數

の

勞
働
者
を
し
て
ょ
く
訓

練
の
亍

嗌
 

い
た
從
順
な
る
部
隊
に

®
1

せ
し
む
る
勞
働
組
合
の
內
部
の
大
問
題
を
進
步
的

^

解
決
し
た
。

『

鑛n..

勞
働
者
組
合

』

は

一
八
九
〇
年
に
組
織
せ
ら
れ
，た
の
で
あ

.る
が
、其

.以
前

^
於
て
も
、ー
 

八
七
九
年
以
後
の
ニ
三
年
間
に
相
當
の
成
功
を
收
め
た
る
も
の
ど
し
て

『

ナ
ィ
ッ

♦ォ
ブ
，レ
ー 

パ
，

』

を
擧
げ
る

t

ど
が
出
來
る
。，

.『
坑
夫
鑛
山
勞
働
者
全
國
聯
合

』

.

(
N
a
f
a
l

 

E
c
d
e
r
a
t

o'n

 

o
f 

M
f
n
o

 

a
n
d

 

M
i
n
e

 

w
o
k
e
r
s
)

.は
一
八
八
五
伞
組
織
せ
ら

れ
、»

州
の
事
業
主
の
間

.^
聯
合
協
議
會 

を
設
立
し
た
。
而
し
て
其
後
に
組
織
せ
ら
れ
た
る
組
合
は

『

全
國
進
步
組
合

』

^

P
3
gres- 

I
k u

n
i
o
n
)

で
あ
々
ピ
れ

V」
『

ナ
ィ
ッ

•
ォ
ブ

•
レ
ー
バ
ー

』

の『

第
ニ
：ー「

五
全

[1
!
諸
業
協
_
#

』

 

(National 

Trades 

A
s
s
e
m
b

ダ

N
o
,

 

135) 

？
の
合
併
が

『

鑛
山
勞
働
者
組
合

』

を
生
む
だ
の

Iで
あ
つ 

f

负
し
乍
ら
此
贫
し

$
圓
體
は
數
年
間
不
確
實
の
存
在
を
續
け

'

八
九
三
年
以
後
の
不

J2

に
ょ
つ
て
打
擊
を
受
け
た
が
、一
八
九
七
年
に
至
つ
て
企
て
た
る
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
成
功
を
一
轉 

期

ビ

し
ゼ
年
の
間

U

ア
メ
リ
カ

^

於
け
る
最
大
の
：組
合

ビ

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

『

鑛

山
勞
働
者
組
合

』

の
最
初
の
成
功
は
所
謂

中

央
無
煙
坑
競
带
區
域

^
於
て
達
成
せ
ら
れ

た。
此
地
域

^

は
西
部
ぺ
ン
シ

\

ベ
ニ
ア
、西

\

 

I %

 

ニア、オ

V

ィ
オ
ー

、
ィ

シ
'
、
デ

ィ
ア

ナ
ノ
；
シ
 

ガ

♦ン、ィ

ソ

ノ
ィ
の
諸
州
が
含
ま
れ
る

o

成
功
の
端
緖
は
一
八
八
六
年
團
體
協
約

が

作
成
せ
ら 

れ
た
る
織

R

あ
る
が
、其
範
圆
は
殆
ん
ざ
オ

，ノ

ィ
オ
ー
一
州

^

限
ら
れ
、そ
れ
す
ら

一

八
九
〇
年 

に
は
衰
微
に
赴
会
、それヾ

」

共
に
組
合
の
加
入
者
も
漸
減
し
こ

.
八
九
四
年
の

•セ
ネ
ラ
ぐ
ス
ト
ラ

. 

ィ
キ
の
當
時

^

於
て
は

#

費
を
拂
込
め
る
加
入
者
は
總
數
僅
^
一

 

0

三
千
に

'過
ぎ
な
か
っ
た

〈 

尙
ほ
右
の

'
ス
ト
ラ
ィ

.キ
は
一
八
九
三
年
の

.賃
銀
率
を
維
持
ず
.
：.
る
爲
め
に
企
て
ら
れ
た
の
で
あ 

っ
た
が
、不
況
時
代

^

於
て
、賃
鈒
は
ー
層
低
下
し
た
の
で
あ
る
。

:

然
る

R

『

合
同
鑛
山
勞
働
者
組
合

』

は
加
入
者
が
一
八
九
七
年

.
R
は
ー
萬

^
減
少
し
、其
中
七 

千
は
オ
ぐ
ィ
オ
ー
州
の
者
で
あ
っ
た
が
、四
年

^

亘
る
失
業
ミ
窮
追
に
ょ

' 
っ
て
非
組
合

M

の■大
 

多
數
の
中

U

覺
醍
せ
る
相
互
連
帶
の
精
神

€

市
場
の
上
騰
を
信
賴
し

s

f

u

て
ゼ
ネ
ラ 

r

ス
ト

ラ
ィ
キ
を
宣
言
し
た
。
實
質
上
指
導
者
等
に
は
誤
算
が
無
っ
た
ノ
十

M

以
上
.の
炭
坑

第

二

十

艽

卷(

一
七
，バ£

ョ
ー
ロ
‘
ツ
パ_
爭
以
前
._の
ア
メ
リ
カ
勞
働
組
合
蓮
働 

第
十 
ー

-m
四ui



f
.十
s
 

(
I
S
O

 

i

:ク
ぺ
戰
I

前
の
：ア
.メ
リ
I

働
紐
I

動

' 

f
i
:號

I

夫
が
其
命
令

.

£
從
し
，殆
ん

I

全

束

が

出

來

、僅

k

西

..パ！
ジ
ニ
ァ
州
の
み
が

S

組 

合
の
勢
力
最
名
微
弱
で
あ

0
.

.て
其
例
外
を
な
し
て
ゐ
た

^

過

i

 

s
o

『

ァ
メ
ジ
力
勞
働
節
合

』 

ね
其

®

織
者
の
殆
：ん

V」

全
精
親

?:
擧
げ
て
此
限
ら
れ
た
る
地
域

k

集
注
し
た

-る

k

も
拘
ら
ず
、
 

声
々
三

.分
の

一
の
坑
夫

i

ト
ラ
ィ
キ

S

導

i

た

H

か
つ
た
。
斯
か
る
‘結果
こ 

^

至

S

の
は
、他

の

州

に

於
け

5

よ
‘

名

S

所

0

干
渉

S

大
で

f

、裁
判

S

禁
令
を 

以
て
大

S

示
威
行
列

V」
ス
ト
ラ
ィ
キ
勞
働
者
の
大
衆
の
會
合
を

I

切
禁

U

S

M

し
 

て
ゐ
る
或
拔
合
ド
は
二
十
名
の
者
が
聯
邦

判
事

ゴ
ッ
フ

(F
e
d
e
ra
l 

Ju
d
g
e

 

G
O
A
)

に
よ
つ

て
皆 

5

辱
罪

k

問
は
れ
て

投
獄
せ
ら
れ
た
。

西

X
,

ジ
一
一
ア

州
の

パ
シ
デ

ィ
キ
ャ
ッ
ブ
よ

他
の

财 

方
力
ら
の
同
情

ビ

2

k
よ

つ

i

は
れ
、

全

國

S

1
る
多
數
の

f

'
幷

k

1

般
公
衆
か
ら
名 

ス
ト
ラ
ィ
キ
坑
夫

^

對
し
て
財
政
上
の
援
助
が
與
へ
ら
れ
た
。

\

一
 

八
九
七
年
の
ゼ

ネ
ラ

ぐ
ス
ト
ラ

ィ
キ
は
十
二
週
を
經
て
終
熄
し
た
。
其
結
末
は
勞
働
組 

念
無
條
利
の
勝
利
で
ぁ
つ
た
。

坑
夫

の
賃
銀
は
二
十
パ
，
セ
ン
ト

.增
加
せ
ら
れ
、八時
間
勞 

働
®
度
か

樹
立
せ
ら
れ
、會
社
の
版
賣
部
ど
賃
銀
の
半
月
拂
制
度
ど
が
廢
止
せ
ら
れ

.事
業

f

 

甸
年
合
同

I

を
開
催
し
て
州
際
の
賃
鈒
率
を
決
定
す
る

制
度
を

復
活
し
た
。

最
後
の
合
同

會
議
は

『

合
同
鑛
山
勞
働
者
組
合

』

を
正
式

^

承

0 

併
し
乍
ら
西
バ
ー
ジ
ニ
ァ
州
の
事
業
主
は
乙

n

R
 

州
際
會
議
の
最
初
の
も
の
は

一
八
九
八

年

i

月
 

功
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、ニ
年
間
有
效
で
あ
つ
た
協 

せ
る
粉
座
及
び
不
純
物
を
も
含
む
石
炭
の

21
量

k 

(run-〇
f-mine 

s
y
s
t
e
m
)

が
行
は
れ
、西部
べ
ン
シ
ル
ベ 

制
度

(

さeck*off 

s
y
s
t
e
m
)

が
許
^
れ
る
こ
ビ
ビ
な
つ 

V
J經
營
者
が
支
拂
賃
鈒
ょ
ト
天
引
し
、をれ
を
組
合 

て
の
勞
働
者
を
組
合

^

加
入
せ
し
め
る
こ

V」
V

な
 

利
益
が
あ
る
ど

共

に
#

働

者
が
契
約
に
忠

*

ビ

な 

る
利
益
を
^
業
主
は
受
け
る
ど
主
酿
せ
ら
れ
て
ゐ 

論
炭
價
の
上
騰
す
る
傾
向
な

.く
し
て

.は
成
就
し
，難 

-

勞
働
組
合
の
新
^
發
見
し
た
る
權
カ
は
偉
大
で 

極
め
て
不
平
均

^

掀
が
つ
て
居
う
、其最
も
堅
华
で

せ
る
こ

V」

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
つ
た
.。
 

參
如
す
る
乙
ど
を
拒
絕
し
た
。
 

k

開
催
せ
ら
れ

•坑
夫
は
賃
銀
の
値
上
^
成 

約
に
ょ
つ
て
、ィ

乂

ノ

ィ
州
^
於
て
は
搬
出 

ょつ.て
賃
銀
を
計
算
す
る
出
來
高
拂
制
度 

ニ
ァ
州
以
外
の
各
地
に
於
て
組
合
費
天
引 

た
。

此
.制
度
は
總
て
組
合
费
其
他
の
褂
金 

ド

交
付
す
る
制
度
で
あ
つ
て
、疑も
無
く
總 

る
か
ら
、組合
の
地
位
を
强
固
な
ら
し
め
る 

る
か
ら
我
儘
な
る
ス
ト
ラ
ィ
キ

?:
防
止
す 

る。

.何
れ
に
し
て
.も
斯
の
如
き
勝
利
は
勿 

S

乙

^

で
あ
る
。

あ
つ
た
が
、そ
れ
は
中
央
競
爭
炭
坑 

あ
つ
た
の
は
イ
リ
ノ
イ
州
で
、醵金

部ニ

.十五卷

.

C
1

七六九

)

-3
丨
ロ
ッ
パ
卿
爭
以
前
の
ァ
メ
リ
カ
勞
働
組
合
運
動

. 
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れ 

S

 し 
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 ̂
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1ジ 

ニ 

ァ
州

1

3

?

は
：
r
八
九
七
年
の

v

 

i

ぐ
ス

-

ラ

i

の

奢

：

S

:
々
四

S

組
合

f

有
す 

.

る
，ド

f

な

.か
り
た
。
加
之
、組
合
組
織
を

」

層
擄
張
す
る
爲
め

k

は
非
常
な
る
闽
雛
が
あ
つ 

r

そ
れ
は
西
；
丨
ジ

:-
ァ
州

0

坑
夫
の
大
部
分
が
黑
人
又
は

5
:地
白
人
で
、南部
及
び
東

^

ョ

;!
ロ
ッ

.5

民
よ
ち

も

I

す
る

ミ

系

因

雛

で

あ
つ
た
か

4

然

か
も

西

r

'J 

'ジ

r

ァ
办
は

其
賃
銀
の

低
廉
な
る

乏

炭

質

：
の
良
好
な
る

I

、ス

ト
.
ラ
ィ
キ
の
比
較
々

.
t-
よ
 

れ
さ
る

J

雜
よ
つ
て
、

他
の
地
方

S

し
て
恐
る

.ベ

S

敵

I

つ
た
。
而
し

5

厂
 

一
 

グ

ニ

ァ
外
の

事
業
主

は
一
年
內
の
勞
働
日
數

I

の
何

れ
の

地
方

J

け
る

よ

、
I

多

^

ら

拘 
I 

,

ァ
州

S

て
は
ス
ト
ラ
ィ
キ
及
び
組
合
組
職
の
闘

f

對
す
る
裁 

は
は
泛
よ
つ
て
他
の
何
れ
の
地
方
ミ

#

る
が
如
气
ノ
こ
ァ
ィ
キ

j

l

s

 

f

s

2

合

』

が
受
け
て
ゐ
た
。

一
九
〇
七
年
ド
は
西
て

r

ァ
州
の

 

一
I

なる

ヒ

.
チ

t

ン
.
石
2

炭

#

社
の
命
令
？

つ
て

」

時
的
禁
示
命
令
が
下

さ

れ、會

at
k

歷

f

 

:

ら
れ
て
ゐ
る
德
業
員
の
中

i
合
同
鞭
山

勞
.：

'働
者
組
合

』

R

加
入
せ
ざ
る
こ
ビ
を
誓
約
せ
る
营
に 

P

し
て
組
合
の
組
織

^

員
が
組
合

^

加
入
の
勸
誘

?:
な
す

乙

ど

?:
抑
制
し
た
。
此
禁
止
命
令 

は

1"

九

r
ニ
年
永
久
的
の
も
の
ど
せ
ら
れ
た
。
此
區
裁
判
所
の
決
定

^

對
し
て
は
巡
囘
控
訴 

院
が
一
九
一
四
年
反
對
し
た
が
、一
九
一
七
苹
三
月
聯
邦
高
等
法
院
が
之
を
支
持
し
た
。

『

合
同
鑛

.山
勞
働
者

餌

合

』

は
協
約
を

ur
>贩

守
す

る
の
で

好
評
を
博
し
た
。
此

事

は
利
己
的
動 

機
か
ら
ど
ま
た

一

般
公
衆
の
同
情
を
獲
る
爲
め

R

も
屉

0

せ
ら
れ
、會
長
ジ
ョ

V
.

ミ
ッ
チ

'

, 

(
J
o
h
n

 

M
i
t
c
h
e
l
l
)

は
.；あ
ら
ゆ
る

*

會

k

こ
れ
を
勸
め
た
。
而
し
て
第
一
の
試
練
は

|

八
九
九
年 

炭
價
の
暴
騰
せ
る
時

^

行
は
れ
た

0

勞
働
者
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
敢
行
す
れ
ば
賃
銀
の
値
上
を

. 

爲
す

m

ヒ
が
出
來
た
で
あ
ら
ぅ

に
、
彼
等
は
協
約
を
遵
摩
し
た

0

z

Jn
ょ
り
も

j

層
巖
し
い
.試
 

練
が
一
九
〇
ニ
年
の
無

.經
炭
坑
の
大
ス
ト
ラ
イ
キ
の
時
に
行
は
れ
た
‘。
此
時
に
は
瀝
赍
炭
坑 

夫
は
臨
時
大
會
を
開
催
し
て
、無
煙
炭
坑
區
域
の
ス
ト
ラ

イ
キ

坑
夫

^

對
し
同
，情

ス
ト

ラ

イ
キ 

を
爲
す
べ
さ
や
否
や
を
議
し
た
。
然
る

^

大
多
數
は
事
業
主
ど
の
間
^
締
結
せ
る
協
約
を
破 

棄
し
て
ス
ト

ラ
イ

キ

5:
爲

3

ざ
る

z 

w

を
決
議
し
た
。
組
合
が
自
制
力
を
有
す
る
證
據
が
他 

k
T
P
あ
る
。：乃
ち

一

九
〇
四
年
^
は
事
業
の
不

況

k

鑑
み

中
央

競
爭
炭
坑
區
域

^

於
け

る
賃

第
二
十
五
卷

2

七
七1

〕

ヨ
ー
n
ツ
バ
戰
爭
以

'前
の
ア
メ
リ
カ
勞
.働
組
合
運
動 

第
十
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四
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運
動

 

第
十
二
.號

ョ

八

t f
の
孩
下
を

..スト
ラ

イ
キ

を
行
ふ
乙

ビ

な
く

し

て
承

®

し
た

。

1
九
〇
六
年
に
は
勞
働
協
約
伽
度
は
新
し
い
各
地
の
事
業
主
間

R

si
は
れ
た
る
意
見
の
確 

執
に
ょ
る
困
難

^

遭
遇
し
た
。
表
面
上
衝
突
の
原
因
は
、オ
广
イ
オ
ー
州
及
び
イ
ソ

/

イ

W

?) 

事
業
主
が
數
個
の
自
治
的
地
方
國
體

^

代
る
べ
さ
全
國
的
石
炭
業
者
の
組
合
を
組
織
し
ょ
ぅ 

^

す
る
計
書
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
ビ

ッ

ツ

バ

ー
グ
の
事
業
主
は
反
對

し

、各
地
の

圓

體
 

が
決
定
權
を
握
る
現
行
の
協
約
制
度
を
支
持
し
た
。
蓋
し
こ
れ
に
ょ
つ
て

一

八

九

八

年

の

最
 

初
の
協
約
に
ょ
つ
て
獲
得
せ
る
ォ

.
、ノ

J
才
丨
州
及
び
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
の
競
爭
事
業
？

對 

し
て
有
す
る
有
利
な

.る
條
件
を
保
持
し
得
る
か
ら
で
ぁ

.つ
た
。
此
事
件
に
於
て
坑
夫
は
全
國 

事
業
主

組
合

^

反
對
し
、ス
ト
ラ
イ
キ
が
多
く
の
地
方

^

行
は
れ

、結
周
、

賃
銀
の
値
上
を
爲
し
得 

た
が
、州

際

協
5

中
止
？

れ
、各
地
方
を
れ

s

 Q

協
定
が
行
は
れ
る

m

 

f -
y
i
つ
た
。

1

九
〇
八
年

2

 !

九

2

ハ
年

S

情
：A
繰
返
さ
れ
た
。
此
時
は
イ
ジ
ノ
イ
州

S

業
主 

が
州
際
會
議

k
出
席
す

る
事
を
拒
絕
し
た
。
州
際
像
定
は
彼
等

^
嚴
し
い

ノ

ン
デ
ィキャッブ 

を
附

I

 

5

 

i

-

H

f
で
ぁ
る

。
"
前

S

如
く
 

I

八
九
七
年
以
來
：

ノ
イ
州

S

て
 

社
相
來
高
射
屈

&

が
行
は
れ
允
が
、他の
州
欠
於
て
植
有
取
も
姐
目
炭
の
み
ド
賃
齦
を
支
拂
つ

た
。
合
同
會
議
に
於
て
は
各
州
の
事
業
主
が

. 一

票

?:
有
す
る
か
ら
イ
ジ
ノ
イ
州
^
不
利
な
る 

、ノ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
ブ
が
持
續
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る

o
:
勿
論
理
論
上
.から
言
へ
ば
他
の
州
に
利
益 

を
與
へ
る
協
定
を
承

fi
s
す
る

乙

 ̂

k反
對
の
控
票
を
爲
す

こ

^
が
出
來

る

が
、

『
八ロ

同
鳞

II
I
勞 

働
者
組
合

.

』

の
勢
力
が
イ
リ
ノ
イ
州

^
'於
て
最
も
强
大

.で
あ
つ
た
が
ら
，彼
等
は
寧
ろ
勞
働
組 

合

^
m-
獨
に
處
置
を
講
ず
る
こ

^
を
好
み
、從
つ
て
州
際
協
定
は

.單

^
インディアナ、オハイ
 

オ

I
、。
へン

.、ゾ
,

ベニアの

.諸
州
ド
行
は
れ
る
だ
け
で

.あ

0
た
。

.
1

九
一
〇
年
イ
リ
ノ
イ
州
の
事
業
主
は
州
際
協
定

k

入
る

z

1

S

拒
絕
し
た
が
、今度 

は『

合
同
鑛

_山
勞
傭
者

a

合

』

が
一

.
八
九
八
年
の
州
際
協
定
の
舊
制
度
に
復
す
る

Z
ビ

t

主

I1
M 

し，四月

 

'一日
以
來
中
夹
競

#

炭
坑
區
域
全
體

k

於
て
事
業
が
，：体
止

<せ
ら
れ
た
が
、イ
ソ
ノ
イ
州 

以
外
は
七
月

•イ
ツ
ノ
イ
州
は
九
月

R

至
つ
て
協
定
が
成
立
し

•イ
ソ
ノ
イ

㈣

の
事
_
主
も
屈
服 

し
た
の
で
あ
っ
：た。
次
に
一
九

 

一：ニ
年
の
會
議
に
於
て
は
一
九
◦
六
年
の
州
際
協
定
を
復
活 

し、イ
ソ
ノ
イ
州
の
事
業
主
に
對
す
る
特
別
の
負
擔
は
減
ぜ
ら
れ
ざ
る

;
の
み
な
ら
ず
、依
然

V
J

し
 

て
州
際
協
定
の
赏
事
者
ど
し
て
业
る
こ
ど
を
餘

.儀
な
く
せ
ら
れ
た
。
，

^f
し
乍
ら
勞
働
^
合
は 

イ
ソ

ノ

イ

州

の

事

業

，主

k

對
し
て
特
別
の
待
過
を
な
し
、粗
.
目
炭
の
賃
銀
率
ょ
ぅ
出
來
高
拂
の

笫
ニ
十
五
卷

(

一
七
七
三

〕

ヨ
ー
0
ツ
パ
戰
淨
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
俲
妞
合
述
動

 

笫
十
ニ
號
 

四九



■ 

: 

i 

• 

•.

第
二
十
五
卷

n

七七四

> 

ョ
ー
ロ
ッ
。ハ
戰
哦
以
前
の
ァ
メ
リ
ヵ
.勞
働
粗
合
運
動
.
：

 

第
十
ニ
號
：

五
〇

賃

銀

.率

を

四

0

パ

I

セ
シ

ト
低
廉

R

し
、之

t
以

て
粉

炭
.

.

^
對

し

て

も

賃
銀
を
支
拂
は
.ね
ば
な 

ら
ぬ
：

0.,
を
十
分
に
偾
は
し
め
て
ゐ

る
9

.九

Q

四

年

の
，
生
產
制
限

k:
關
す
る
聯
邦
政
府

.の

報 

*

は
勞
働
組
合
の
議
，論

k

根
據
を
與
へ
て
居
ぅ

’
、終
局

k -

於
て
は
中
央
競

#

炭
-
坑
區
域
入
土
體

R
 

出
來
高
拂
制
度
を
行
ふ
こ
ど
を

『

合
同
鑛

1 1
1

勞

働

者

.：組

合

：』

は

希

望

し

：
た
。

：

::

勞
働
組
合

.は
坑
夫
を
保
護
す
る
其
政

..策の
た
め
に
事
業
の

.組
織
竝

R

市
揚
に
影
響
を
與
へ 

た
。

.組
合

’の
政
策
は
市
場

•の
全
範
圍
に
亘

.々

て
競

#

的
生
產
：费
を
平
均
す
る
作
用
を

.な
し
た
。
 

而
し
て
之
は
競
：爭
の
程
度
を

.減
じ
產
業
を
安
宛
せ
し
む
る
傾
向
が
あ
つ

.た
。
其
反
面

^

於
て 

之
は
ネ
益
を
生
ぜ
ざ
る
鑛
山
を
廢
北
す
る
過
程
を
阻
止
し

K

在
の
如
き
無
煙
炭
坑
の
過
度
の 

發
展
を
生
ぜ
し
め
た
る
責
任
が
あ
つ

_
た
。
-

'
束
部

•へ
.X

シ
ダ

ベ
ニ
ァ

州
の

' 無
煙
炭
坑
區
域

k

於
て

『

合
同

'鑛
，山
勞
働
者
組

合

』

が
迹
遇
せ 

る
囷
雛
は
、瀝
靑
炭
部
門
に
於
け
る
ょ
り
名
甚
し
か

o.
た。.第

 

一
k

此
產
業
に
於
て
は

.殆

L V」 

總
て
の
勞
働
者
が
英
語
を
語
ら
ざ
る
者
で
あ
々
勞
働
組
合
組
織
が
闽
難
で
あ
つ
た
。
第
二

こ 

傭
主
は
少
數
で
あ
々
販
賣
政
策
の
み
な
ら
ず
勞
働
政
策
に
就
て
も
艇
：る，緊
密
な
る
關
係
^
あ 

.つ
た

'
そ
れ

故

に

組
合
は

强

0

な
る

反
對

k

遭
遇
せ
ざ

る
を

#

な
か
つ
た
。

而
し
て

 

一
\

i

七
年
の
ゼ

ネ
ラ

ダ
•
そ
ト
ラ
ィ
キ
當
時

『

合
同
费
山
勞
働
者

« -
合

：
：

』

は

無

填

炭

坑

の

勞

働

者

?:
-

紙
 

.織
す
る
事

^

着
手
し
二
九

0

0
年
九
月
ス
ト
ラ
ィ
キ
を
寘
货
し
た

.。
此
當
時
組
合
員
は
僅

 ̂

八
千
ド
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、ス
ト
ラ
ィ
キ
の
命
令

^

服
從
し
た
る
者
は
十
萬
を
越
え
、數週
間
を 

出
で
ざ
る

R

ス
ト
ラ
ィ
キ
は
事
實

 

一■
的

ビ

在

つ
た
の
で
あ
る
。
此
ス
ト
ラ
ィ
キ
は
若
し
も

組
合
が
純
然
た
る
經
濟
的
憨
力
の

み
；#

依
賴
し
た
な
ら
ば
、恐
ら
く
失
敗
に
歸
し
た
で
あ
ら
ぅ
。

» 

-.........

• 

' 

-
• 
.fy
 

J

併
し
乍
ら
大
統
領
マ
ッ
キ

ン

レ

ー

の
、
選
擧
事
務
長
な
る
上
院
議
員
マ

I

ク
‘
、ノ

ン
チ

(
M
a
r
k

 

H
a
n
n
a
)

 

が
千
渉
し
、事
業
主

.が
非
雛
あ
る
滑
準
賃
銀
支
拂
制
度

?:
廢

，
业

，
し

、
賃

鈒

率

，
を

十

\

丨
セ

ブ

ト

增 

额
し
、傭
主
の
委
員
爭
議
解
決
の
た
め

k

會
見
す
：る

乙

V」
、

し

^
。

勿
論
之
は
勞
.働
駔
合
の 

公
認
に
も
非
ず
勞
働
協
約
に
も
非
ず
し
て
單
な
る
不
文
の

'諒
解
に
過
ぎ
な
い
。

1
九
〇
ニ
年

^

於

：
て

は

，
協
.調
の
不
確
定
な

P

し

乙
ビ

が

不
和
を
生
ぜ
し

め
、
坑
夫
は
多
數
の 

事
業
主
が
不
文
の
協
定
を
犯
し
：たる
ミ
ど
を
主
張
し
、事：業主
は
誠
解
を
與
へ
ざ
る
ク
口

 

I
ズ
 

ド
•
シ
ョ
ッ
ブ
制
度
即
ち
組
合
員
の
'み
を
彼
用
す

る

制
度
を
强
制
す
る
爲
め

k

あ
ら
ゆ
る

手
段
を 

勞
働
組
合
が
利
用
す
る

ビ

非
難
し
た
。

而
し
て
一
九
〇
一
一
年
の
始

R

坑
夫
は
.勞
働
時
間
を
十 

時
間
ょ
，
,

九
時

M

k
減
少
し
、賃

.銀
を
堦
額

|心
、組
合
：を
承

.認
：す
る
の

.要
求
條
項

?:
示
し
、事業
主

第
一T

十
一
五.卷

C1-

七
七
S
 

.
ョ
I 
ロ
：ツX

#
®

前
一
の.ア
.メ
タ
力
勞
働
組
合
運
動
.

.
,第
十
二
；號

：

五I



笫」

.
1十
五
，卷
.
.cl.

七
七
六)

，
ョ.

丨

ロ

.，

ツ
.バ
，戰
#
以
補
の
ア
メ
j

勞̂
働
組
合
運
動
.
. 

第
十
二
®
. 

5ニ

が
之
を

.拒
，絕七
た
の
で
同
年
玉
月
九

'日

有
名

^

る
無
煙
炭
；坑
ス
ト
ラ
イ
キ

^

なつ：

2
。
此ス 

>

一フイ，
そ
の
も
の

k

就
て
多
く

 

.語
る
必
要
は
な
い
が
、十
五
萬
の
坑
夫
が
殆
ん
ざ
五
ケ
月
こ 

亘
ぅ
て
勞
働
を
停
北
し
、全：國
の
總
て
の
坑
夫
が

1
.

週

一

ド

ル

，宛

を

醵

出

し

、總
-計

ニ

亩

蹿

ド

ル 

k

達
す
る
資
金
を
費

■し
.た
。

..

.尙
ほ
資
金
は
此
外
他
の
勞
働
組
合
及
；び.

一

般
公
舉
か
ら
も
儒
出 

せ
ら
れ
介
。

.而
し
て
十
月
非
常
な
る
石
舞
饑

«

を
出
現
し
た
の
で
大
統
領
ル
！
、ズベ
レ
ト
が 

乘
出
し
、無
煙
炭
鐡
道
の
社
長
及
へ
び
有
力
な

る

勞
働
組
入
ロ
役
員
を
召
集
し
て
ホ
ワ
イ
ト
•へ
ウ
ス 

R

食

®

を
開
き

#

裁
を
勸
め
た
。
初
め
事
業
主
は
好
意
を
示

5

な
か
つ
た
が
〒
ユ
ー
.ヨ
ー
々
 

の
金
融
業
者
の
友
：誼
的
應
迫

R

ょ

々

て
委
員
會
の
決
定

R
.服
從
す
る
事
ヾ

」

な

々

ス
ト
ラ
イ
キ 

が

^

^
す
る

^

至
つ
た
其
結
果
賃
銀
率
十

ハ
f

セ
ン
ト
値

上

、八

•九
時
間
勞
働
の
要

求

、組
合 

が

景
目
檢
査
麗
を
任
命
す
る
特
權
を
認
め
ら
れ
た
が
、組合
の
公
認
は
次
の
場
合

.以
外
^
は
得 

ら
れ
な
か
つ
た

o

即
ち
委
員

-#
の
設
置
せ

.
る
合
同
伸
裁
局
を
維
持
す
る
费
用
の
半
额

5:
負
擔 

す
る
場
合
が
之
で
あ

#

允
。
此
決
定
に
對
し
て
は
坑
夫
侧

k

先
づ
多
大
の
不
滿
が
見
ら
れ
み 

が、
#

長
ジ

ョ

ン
：、、
ッ
チ
，
ル
の
努
カ
に
ょ

4

て
一
般
投
罌
の
結
果

»

く
之
を
承
鰓
し
た

0 

.

.
此

1

九

.
P
 一•1耷
の
無
邂
炭
坑
ス
ト
ラ

.ィ

.，キ
は
ァ
：メ
ジ
カ
勞
働

.運
動
史
妃
於
け
る
，最
も

:1
:
要

な
る
事
件
で
あ
つ
た
。
勿
論
一
，八七
七
年
の
鐡
道
大
ス
ト
ラ
ィ
キ
や
一
八
八
六
伞
ょ

r

一
 

八
 

八
七
年

^

百
一
る
シ
力
ゴ
無
政
府
主
義
者
の
騷

.擾
か
如
，

_

は

11
:
會

.の
視
聽
を

^
^̂
^̂

は
相
違
な

S

が
、無
禪
炭
坑
：ス
ト

'ラ
.ィ
キ
の

#

色
は
、
ft
ヶ
月
ド
ー
日
ー
つ
て
勞
鋤
組
合
が
^

め
て
結 

朿
し
た

M

ど、政
府
の
鎭
盤
を
必
要
ビ
す
る
現
存
社

#

秧
序

R

對
す
る

^

命
的
變
苹
で
あ
る

VJ 

の
非

®

?:
蒙
ら
ず
し
て
公
衆

^

不
便
を
與
へ
た
る

乙

ビ

k

&-
る。

'
然
か
.も
之
は
秩
序
あ
る
社 

會

5:
.
維
持
す
る
範
圃

k

あ
る
勢

.力
で
あ
々
公
衆
の
同
情

?:
得
べ
き
も
の
で
あ
る

5

認
め
ら
れ 

た
。
公
衆
は
無

^

炭
坑
業
者
ど
ト
ラ
ス
ト
運

.動
ど

?:
同

一

«

じ
傳
統
的
自
*
ア
メ
リ
カ
の
社 

會
秧
序
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る

vj 

„認め
、你
ほ
事
業
主
の
单
屈
衣
る
手
段
は

一

般
公
聚
の
同 

情
を
失
は
し
む
る

一
原
因

v
j

な
つ
だ
。
そ
れ

^

も
拘
ら
ず
委
員

.會

0

決
定
は
勞
働
組
合
及
び 

外
部
の
同
情
者
の

.欲
す
る

ビ

乙

/?
ビ

は
可
成
の

距

離
が
あ

つ
た
。

組
八
ロ
を

IE
式

k

承
認
す
る 

こ

v
j
>

拒
絕
し
て

荽
員
會

.
は
势
働
組
ー
合
蓮
動
を
產
業
經

'營
ホ
認
あ
ら
.れ
た
る
機
關
ど
し
な

か
 

つ
た
。
彼
等
は
取
^
不
平
不
満
を
表
示
す
る

こ
ど

?:
唯

|

の
勞

#

紙
合
蓮
動
：の
目
的
な

6

ど 

見
た
の
で
あ

C
V

た
。 

.

1

九
◦
ニ
年
の
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
後
十
ヶ
年
間
無
煙

.炭
坑
區
域

U

於
て
勞
働
組
合

?:
發
展
ぜ

谘
ニ
十
五
卷

C
1

七七七

.

)

ョ
1

0ツ
バ
檝
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
紐
合
運
動

 

第
卜
二
號
-

五
三



第
二
十

:/
,
：後

(
1

七
七
八

V

ョ
丨
ロ
ク
パ
戰
歌
以
前

.のァ

.メ
9:
ヵ
.
.勞働
組
合

_
11
.

'

敗十一一贼

 

五四

し
む
る

M

 

?

R成
功
し
な
か
つ
た

0

,此
事
實
は
感
活
：鸷
用

#
.職
貴
驚
る
^
レ
拘
ら
ず
此
方
面 

R

於
け
る
賃
銀
標
準
が

一

九

一

ー
ー
年
に
茧
る
ま
で
靜

Ih
せ
る

,

j 

W

R見
出

3

れ
る
。

一九一 

ニ
年
に
於
け
る
齡
煙
炭
坑
勞
働
，者
の
賃
銀
は

「

九
〇

f
『

年
よ
、

«;
に
.增
瑚
せ
：

.る̂

過
な
か
つ 

た
0

何：故な
れ

.ば
石
炭

.の
儇
格
は
祿
貴

-じ
、委
員
會
ゅ
噸
當
の
、

M

M
率
の
滑
準
制
度
を

W

建
し 

た

か

ら

で

あ
.つ
た
。
組
合
の
最
大
の
弱

®

は
會
費
を

：

賃
銀
よ
シ
：蓮引
く

.制

度

の

.缺

如

せ

ら

れ 

る
こ

4

あ

0

た
。

.協
定

’が
滿
期
ど
な
る
直

'前

^

龠
員
が
俄
は
增
加
し
、間
題
が
無
く
な
る

ビ 

急
激

k

減
少
し

.た
。

ス
ラ
グ
及

.び
ィ
タ
リ
ー
系
の
坑
夫
は

'勞
.働
組

.合

®

の
支
拂
を

E

絕
し
た
。
 

而
し
て

一

九

Q

六
‘

四
月
一
日
原
協
定
は
滿

0

€

な
つ
：た
の

.

.で
あ
，る
が
、前
年
六
月
^
於
け
る 

.組
合
員
は
僅

^

三

M

九
千
に
過
ぎ

.
な
か
つ
た
も
の
が
，翌
一
九
〇
六
年
四
月

ド

は
坑
夫
總
數
の 

半
分
が
組
合
員

v
j

な
つ
て
居
た
。
然
か
も
五
月

^

は
委
員
會
の
決
定
を
三

.年
開

—

す
'協
定
.が 

成
立
し
た
。，

1

九

〇

六
年
以
後
の

三
'年
間
は
要
す
る

^

一
 

九

〇
三

年

よ
り

六
年

^

至
る
迄
の
變
化
を
繰 

*̂
返
し
た
る

^

過
ぎ

§ 

I

九
〇
九
年
卷

k

至
る

ま
で
會

員
は
，減
少
し
、

勞
働
組

合
の

承
認

は
 

祖
絕
せ
も
れ

W-
び

原

案

^
三

年
間
延
期
す
る

乙

ビ

ど
な
つ
た
。

.一九
 

一
ニ

年
冬
、協
定
を

改

正

す
る
時
期
が

.近
づ
き
つ
つ
あ
る
時
、三
個
の
無
煙
炭
坑
地
方

R

於
：け
る
組
合
員
は
僅
に
一
一
萬
九

千
を
越
ゆ
る

^

過
ぎ
な
か
つ
た
が
、組合
ば
賃
•銀二
十
パ

I

セ
ン
ト

.の
增
加
、組合
の
完
全
な
る

承
認
、組
合
费
の
天
引
協
定
の
每
年
の

51
改
を
要
求
し
た
。
而
し
て

1

九 

一；
ニ
，
年

四

月

一

日

十

八
捣
の

無
煙
炭
坑
夫

の
ス
ト
ラ

ィ
キ
が
行

は
れ
、

之

R

»
し
て
事
業
主
は
何
等
積
極
的
手
段
を

講
ぜ
ず

'

,ヶ
乃
を
出
ず
し
て
滑
準
賃
鈒
制
度
を
廢
止
し
賃
鈒
十
パ
ー
セ
ン
ト

?:
增
加
し
地
方

の
勞
働
郇
議

k

於
け
る
伸
裁
機
關
を
改
正
す
る
條
件
を
以
て
解

^

し
た
。
之
は
勞
働
餌
合
を

從
來
ょ
み
も
廣
く
承
認
す
る
こ
ど

ビ

關
聯
し
て
居
た

•か
何
等
完
全

k

承
認
す
る
靡
を
意
味
す

/

る
も
の
で
は
な

s
o

又

組
合
費
，

天

引
制
度
は
許

'
3
れ，ず

'組
.合

侧

の

要

求

せ

る

協

定

?:
每

年

M 

改
す
る
こ

w

は
四
年
每

k

ai
改
す
る
事

^

改
正
せ
ら
れ
た
。

.

而
し
て
是
等
の
■
條
件
は
地
方 

の
指
導
者
の
反
對
あ

$

し
に
も
拘
ら
ず
組
合
が
之
を
承

」

認
し
た

0

1

九

一

ニ
年
以
後

^

於
て
は
勞
働
組
合
は
團
體
組
織
の
事
業
に

'最
も
熱
心

^

從
事
し
た

。
.

,
ニ
卑
以
內
に
加
入
者
は
四
倍

^

增
加
し
、ョ
ー
ロ
，

ッ

パ

戰

當

：依
つ
て
移
民
が
中
止
せ
ら
れ
た 

る
が
爲
め
に

#

働
組
合
の
勢
カ
は
非
常
に
增
加
し

^

0

次
で

」

九
一
六
年
協
定
が

1

新
せ
ら 

れ
た
る
時
、坑
夫
は
賃
銀
の

.
實
質
上
の
値
上

ビ

八
時
間
勞

*

? :

許
.
さ
れ
、又
完
全

R

ff
l

合
が
承
認

笫
ニ
十
艽
卷(

I

七
七
九
y
,

ョ
ー
ロ
ッ
パ
戰
歌
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
組
合
運
動 

笫
十
ー一

號

2L
21
:



r
二

十

五

卷(
一

七
八C

O

ヨ
ー
口
ツ
パ
職
^
以
前
の
，ア
メ
リ
カ
勞
働
.'妞
合
靡
動 

第

卜

二

虎

5:
:

せ
ら
れ
る

.

こ

ビ

ど
な
つ
た
。
斯
の

.
如
く
し
て

『

合
同
，鑛
山
赞
働
者
組
合

』

は
事
業
統
制
^
參
加 

し

农
る

^

至

つ

た

最
後
に
此
間

F
於

け
る
組
合
員
の

增
加
は
數
字

5:
以

て

示
せ
ば
次
の
如 

く
で
あ
る
。

一
八
九
八
年
三
萬
三
千

'

九

0

〇
年
十
一
翦
六
千

、一

九
〇
三
年

二
十
四
遛
七

千
. 

1

九
〇
八
年
ニ
十

2:
翦

ニ

千

、
1
九

r

三
年
三
十
七
翦
八
千

。(
p
e
H
m
l

 

pp. 

167
-180

; 

S
a
v
a
g
e
,

 

Industrial 

u
n
i
o
n
i
s
m

 

in 
A
m
e
r
i
c
a
,

 

P
P
.

002 -S6
; 

B
i
m
b
a
,

 

H
i
s
t
o
r
y

 

of 

A
m
e
r
i
s
n

 

w
o
r
k
i
n
g

Q

l
 
で，

I
,

拙
私

「『

ナ
ィ
ッ

•
オ
フ
•レ
ー

V

丨

』

.
の
■構成
ど
其

'勢
力
の
消
長

J
(

三
田
學
會
雑
誌
、第

二十五

卷
辦 

三
號
所
載
三
四
一
一
八
頁
、拙
稿

r

第
十
九
世
紀
末
葉

k
於

け
る
ア
メ

V

力
勞
動
運
動
の
槪
«

」 

( .
三
田
學
會
_

誌
、第
ニ
十
五

.

第
八
號
所
載

)

ー
六
_
_
ー
八

11
參
照

)

r

三

『

鐵
道
從
業

.員
組
舍

』

と『

機
械
金
屬

*

組
合

』

.

.

.
 

.
 

.

;

鐡
道
從
業
員
の
組
合
は
三
の
圈
體

k

分
た
れ
る
。
第
一
は

『

機
關
取
技
師
組
合

』

？

。
！

。
a
 

of L
o
c
o
m
o
f

 

E
n
g
i
n
e
e
r
s
)
『

鐵
道

il
l

孽

«iA
2
』
(〇

r
d
e
r
o
f
E
.
a
i
I
r
o
a
d
c
o
r
l
d
u
c
t
o
r
s
)
f
*
^

 

夫
«
關
師
組
合

 

jj 

(
s
r
o
t
h
e
r
t
h
o
o
d

 

of F
i
r
e
m
e
n

 

a
n
d

 

E
n
g
i
n
e

 m
e
n
)
『

鐡
道
乘
務
員
組
合

』
(
B
r
o
t
h
e
r
h
o
o
d

 

of 

T

l

i)

ょ
り 

成
る
。

是
等
.の組
合

は

最
も
古
く
且
つ
最
も
勢
力
あ

る

鐡
道
從
業
員
の

m

合
で
あ
つ

て、

『

ア

メ

ソ

ヵ
#-
働
聯
合

』

に
屬
せ
ざ
る
も

0-
で

fc
-
る。

M.
ニ
に
鎩
道
工
場
勢

儺

者
の

W

體
が
あ
る
。
 

之
は

.

『

國
際
機
械
工
組
合

』
(International 

Association of M
a
c
h
i
n
i
s
t
s
^

國
際
锻

 H

 
組
合

』
(Internatic— 

n
'p
l Brotlierh.ood 

of 

R-acksmiths, 

D
r
o
p

 

F
o
r
g
e
r
s

 

a
n
d

 

H
e
l
p
e
r
s
)

『

ァ 

メ 

リ
カ
鐵
道
軍
輔
エ
組
合

』 

(
B
r
o
t
h
e
r
h
o
o
d

 

of 

R
a
i
l
w
a
y

 

C
a
r
m
e
n

 

of 

A
m
e
r
i
c
a
)
『

合
同
板
金
勞
働
者
國
際
同

w

』
(
A
m
a
l
g
a
m
a
t
e
d

 
S
h
e
e
t

 

M
e
t
a
l

 

W
o
r
k
e
r
s
*

 

InternatiGsi 

Alli
a
n
c
e)

『

アメ
 

リ
カ
汽

«
;エ
，鐵

船

エ

組

合

』

^
3
&
€1:}1
0
0
<
:
1

 

of 

tdoiiermalcers 

a
n
d

 

Iron 

S
h
i
p

 

Builders 

a
n
d

 

H
e
l
p
e
r
s

 

of 

A
m
e
r
i
c
a
)
『

國
際

1電 

X 
組
合

』

广l~^ernati§
al 

B
r
o
t
h
e
r
h
o
o
d

 

of 

Electrical 

W
o
r
k
e
r
s

 )f 
國
際
据
付
火
夫
、給
油
夫
組
合

^
I
n
t
ernational 

B
r
o
t
h
e
r
h
o
c
d

 

of 

stationary 

F
i
r
e
m
e
n

 

a
n
d

 

o
i
l
e
r
s
)

第
三
は
最
も
雜
多
な
る
種
類
を
含

び

も

の
で
あ
る
。

『

鐵
道
書 

記
組
合

』
(
B
r
o
t
h
e
r
h
o
o
d

 

of 

R
a
i
l
w
a
y

 

c
l
e
r
k
s
)
『

鐵
道
.電

信

X

組
合
 J (

o
r
d
e
r

 

of 

R
a
i
l
w
a
y

 

T
e
l
e
^
a
p
h
e
r
s
)

 

『

北
ァ
メ
リ
ヵ
轉
輸
手
組
合

』
(
s
w
i
t
c
h
m
e
n
^
U
n
i
o
n

 

of N
o
r
t
h

 

A
m
e
l
i
c
a
)
『

保
線
エ
夫
、鐵道
工
場
勞 

働
激
國
際
組
合

(International

bdr
o

rt-Ilerhood 

o 叫 M
a
i
n
t
e
n
a
n
a
n
c
e

 

o
f Wa

y

 

E
m
p
l
o
y
e
s

 

a
n
d

 

Railroad 

-
S
h
o
p

 

L
a
b
o
r
e
r
s
)
『

鐵
道

信

號
手
組
合

』
(
B
r
o
t
h
e
r
h
o
o
d

 of R
a
i
l
w
a
y

 

s
i
g
n
a
l
m
e
n
)

が
之

^
屬
す
る
。
而
 

し
て
笫
ニ

及
び

第
三
の
團
體
を

- «
成
す
る
組
合
は

『

ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
獄
合

』

^

加
盟
し
て
ゐ
る
。
 

1

八
九
八

年
ょ
り
ョ
ー
ロ
ッ
パ
夫
戰

k

至
る
迄
备
通
に

「

In
i

胞
組
參

(
b
r
o
t
h
e
r
h
o
o
d
s
)

ど
し
て
知

笫

ニ

十

五

卷(

ー
七
八
ー
0

ョ
1
°
ク
バ
戰
银
以
前
の
ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
飢
合
運
動 

第
十
ニ
鞞 

艽
七



II
A

||
g / .

第
ニ
十
_
 

C
l

七
八
二〕

ョ
ー
ロ V

ハ
戰
爭
以
前
め
ア
メ
リ
ヵ
勞
働
組
合
運
動 

ノ

第

十

二

號

3E
L

ら
れ
る
鐡
道
從
業
員
の

.組
合
は
技
師

if
f

掌
、火
'夫
及
び
乗
務
員
の
諸

.組
合
を

*

味
し
最
も
®
要
 

.な
る
も

.の
で

.あ
る
.。

.
同

|1
*
組
合

」

は
ィ
ギ
リ
ス

^

於
て

一

八
五

‘六
〇
年
代

『

合
'同
組
合

』
(

>
旨

^

日
^

& u
n
i
o
n
)

ビ

し
 

て
知
ら
れ
る
組
合

ビ

同
様

_の
種
類
及
び
特
徵

?:
有
し

®

る
保
守
的
で
主
ど
し
て
相
互
保
險

t 

行
ひ
、ス
ト
ラ
ィ
キ
の
禁
止
せ
ら
れ
ざ
る
を
見
て
大

R

失
望
し
た

i

一
日
は
れ
て
ぬ
る
0
彼
等
が 

保
險
を

f
f
i要
視
し
た
の
は
彼
等
の
職
業
上
の
危
：險性
が
頗
る
大
で
あ
つ
て
營

.利
的
保
險
會

11
: 

力
ら
侣
亂
を
受
け
る

.
Z
ビ

が
出
來
な
か
つ
た
か
ら
で
あ

.る
。
彼
等
の
危
險

tt
は
一
日
九
人
又 

は

!

年
三
千
人
の
死
亡
苕
を
出
し
，十
七
年
間

^

1
切
の
從
業

.者
が

.死

亡

す

る

：
か

又

は

.全

部

不
 

能

^

陷
る
割
合
で
あ
つ
た
か
ら

•營
利
的
倮
險
會
社

k

ビ

夕

て
は
已
む

.を
得

g

乙

v
j

で
あ
つ
た 

か
も
知
ら
ぬ
。
然
も

.組
合
の
保
險
經
替
は
頗
る
好
：成
績
で
保

'險
料
：の

'如

S

は
會
社
の

0
險
身 

k

此
し
て
三
十
パ
!
セ
ン
ト
以
上
割
安

で

あ
つ
た

o
:
諸
鐵
道
勞
働
組
合

.が
加
入
者
を
多
く

獲 

/ィ
せ
る
は
全
く
其
沿
險

W

特
徵

k

ょ
る
も
の
で
あ
つ
て
、團
體
交
渉
等
^
ょ
る
も
の
で
は
な
か 

つ
た
。

1

八
.八
〇
年
代
の
終

k

sf
鐵
道
勞
働
組
合
は
熱
心
^
歷
傭
條
件
の
改
善

5:
要
求
し
始

め
、
^

ら
ず
し
も
其
不
可
能
な
ら
ざ

s 

Z

ど
.を
見
出
し
た
。

：

そ
れ
は
彼
等
の
職

'業
上
の
地
位
か
ら
、ス
 

ト
ラ
ィ
キ

.
が
行
は
れ
る
場

合

に

運
送
業
者
に

莫
：.

大
の
损
失
を
蒙
ら
し
め
て

'產
.業
を
.梗塞
す

る 

權
カ
を
握
つ
て
ゐ

る
:

乙

ど
に

ょ
る
の

で
あ
る
。
從
つ
て
彼
等
は
社
會

k

於
て
ナ
分
下
級
の

自 

®

職
業
者
の
部
類

^

位
す
る
だ
け
の
賃
鈒
ど
其
他
年
功
昇
進

#

:

の
' 
特
典
ど
を
興
へ
ら
れ
て

，
Q

 

た。
年
功

*

進
ど
は
勤
務
年
限

R
S

&

職
員
の
自
由
選
#
に
某
か
ざ
る
昇
進
で
あ
っ

て
、
鐵
道 

の
人
的
勤
務
は
何
れ
の
從
業
員
も
下
級

ょ

i

級

£

る
階
梯
を
其

I

生
の
順
路

k

於
て
數 

囘
通
過
す
る
ょ
ぅ

^

組
織
せ
ら
れ
て

.
ゐ
る
か

.ら
、古
參

^
.
$
,ふ：乙

.ゅ
が
非
常

^

重
.要
で
あ
る
。

例
へ
ば
旅
客
平
の

.

.機
關
技
師
は
貨
物
取
の
火
夫
ょ

>

旅
：客；苹

抜
邮
を
經
る
が
如
く
で
あ
る
。

乙
れ

ビ

同一
じ

經
路

は

制
動
手
ょ
々
琪
掌

k

進

む

場.合
に

も
'
見
 

出
'
さ

れ
る
。

そ
れ
ヾ
し

共

^

鐵
道
勞
働
組
：合ば
解

«

せ

ら

れ

た
る
場
合
の

.訴
權
を
.有し
て
ゐ

る( 

乙

れ
は
楚
別
待
翅
を
夫
^
減
ず
る
效
果
を
有
す

る
。

彼
等
は
斯

^

る
例
外

^

好
條
件
を
賃
鈒
、
 

地
位
の

/確
實

«

合
の
安
定
：

?:
得
て

b

る
か
ら

1
一
般
の
ァ

メ

リ
カ
：勞
猶
階
級
；中
に
於

け
る

制
.：限 

せ

ら
.れ

た

る
階
級

®

帶
を
；考へ
る
ど
、是
事

.の
幾
働
者
の
部
類

.は
賃
銀
交
渉
に
於
て
.孤
立
す
る 

X

至
々
た
る
こ
ど
：は

.不
思
議
で
な
く
、また

.他
の
好
條
件

5:
'
有
せ
ざ
る
邵
：類

〜
「

混
入
つ
た
同
興

第
二
十
五
卷

(
1

七八

5

.
ョ

ー
ロ
タ
パ
域
取
以
前
の
ァ
又
.リ
カ
.努
働
，組
合
運
瑯
：
 

笫
十1

1

被
.：

?»
.
九

、



がニ.
十.
s
 

aH-
A .
s
 

m
.
r. b

ク
バ
聚
以
前
の

..ァ.
乂
，
リ
ヵ
：
勞
働
迪

.
合.
趣,
 

笫

十§
 

c
a

I

ぶ
こ
ど
を
拒
絕
し
ゼ
方
針
は
、彼
等
を

『

ァ
メ
；リ
：

I

働
聯
合

』

の
加
盟

外
k

居
ら
し
む
る 

^

至
つ
た

^

ど
も
敢

.て

..奇
ど
す

.る
^
足
ら

1:
ぃ
：0

;
..
 

?

熱
心

I

交
渉
の
‘行
は
れ
た
る

k 

I

ら
ず
、事
業
主

ゴ
勞
働
者
ヒ
の
間
に
於
け
る
比

較
的 

.

〖

調
の
狀
態
は
、大
凡
十
五
個
年
間
持
續
し

h

i

s

制
す
る

こ

ど
の
出
來
な

y

M

因

^

ょ
つ
て
混

f

せ
ら
れ
だ
。
：生
活
费

i

次
騰
貴
せ
る

爲 

や
に
、鐵
道

.勞
働
組
合
は
賃
鈒
値
.上の
要
求
を
强
調
し
た

:0
そ
れ

V」

同
時
に
一
九

.〇」

、年

^

I

聯
2

府

I

道
賃

1

5

 

.1

.制
し
、增
加
し

2

费
|

霉

S

ん

V」

防
止
し
た
の
で
，获

k

鐵

道

に

於

け
る
階
級
鬪
華
が
熱
心

k

始
：ま
：つ
た
。

新

し

s

狀

態

は

、
 

數
個
の
賃
飯
刊
裁
事
件
化
於
て

鐡
道

勞
働
組

合
を
首
肯
せ
し
め

た
。

一
般
公
衆
は
彼
#
が
他 

の
階
級
の
勞
働
者

k

此
較
し
で
舊
來
の

高
ぃ

i

賃
銀

率
I

持
す
る
努

力

S

し
て

¥

k 

制
限
せ

ら
れ
た
る

支
持
を
與

V
へ

る

k
過

ぎ

な

い

こ

ビ

を
彼
等
は
知

り
た
。

..

要
ォ
る
事
ゃ
は

1

九

一

ニ
年
に
於
け
る
五
ナ
ー

P

の
束
部
鐡
道
の
機
關
邮

及

び
火
夫 

J

の
®

®
力
ら
生
じ
た
。

.ニ
個
の
獨
立
せ
る

#

裁
委
員
會

•か
任
命
せ
ら
れ
、幾
關
师 

は
.當

事

者
侧
各
一
，名
，公
聚
の
代
表
五

名

の

計

七

名

ょ

ぅ

成
立

し

.
て

居た
。

其

決

定

の の

委 貨 最  

員 銀 % 

# 値 重

は
機
關
肺
の
滿
足

V
J受
く
る

Z
ビ

が
出
來
な

か

つ
た
が
、を
れ
は
第
一
に
値
上
が
少
か
？
？
 

ビ、第
ニ

^

1

切
の
鐡
道
從
業
員
の
賃
銀
を
政
府
の
®
員
會
が
決
定
す
る
强
大

なるロ

實
を
議 

會

y
j

國
家

R

與
へ
る

Z
ど

^

原
因
す
る
。
後
の
事
は
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
權
利
を
制
限
す
る

乙
ビ 

を
意
哝
し
て
ゐ
る
。
火
夫
の
事
件
の
決
定
は
機
關
師
め
事
件
ど
殆
ん
ざ
同
時

^

行
は
れ
、何れ 

の
.侧
を
も
滿
足
せ
し
め
る

M

 

V
J

が
出
來
な
か
つ
た
。

朿
部
鐵
遒
の
取
掌
衣
び
乗
務
員
は
次

k

賃
銀
値
上
の
爲
め

k

共
同
動
作
を
な

し

、鐡
道
會
社 

が
之
を
拒
絕
し
た
の
で
、鐵
道
勞
働
組
合
は
ス
ト
ラ
ィ
キ
を
斷
行
す
る
決
議
を
な
し
た
。
此
脅 

威
の
ス
ト
ラ
ィ
キ
は
工
ル
ド
マ
ン
法
令

^

對
す
る
修

'1
£

€
し
て
，一
一
ュ
ー
ラ
ン
ズ
+法
案
が
通
過 

し
た
。
こ
れ
は
政
府
の
伸
裁
す
る
權

■

を
堦
加
し
、伸
寧
委
員
會
の
活
動
に

_

聯
せ
る
條
件
を

. 

特
定
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
兩
考
が
伸
裁
に
附
す
る

Z
ミ
^
ー
 

致
し
、決定
の
結
果
は 

七
パ

I

セ
ン
ト
の
賃
銀
の

«

上
を
許
す
こ
ど
に
な
つ
た
が
、束
部

V
J

西
部

V
J

の
賃
銀
率
を
同
額 

な
ら
し
む
る
訴

®

は
許
さ
れ
ず

3£
時
間
外
勞
働

^

對
す
る
一
倍
半
の

*

銀
の
要
求
，も否
定
せ 

ら
れ
た
。
此
决
定
を
勞
働
者
は
承
認
し
た
が

#

裁
制
度
に
對
す
る

.彼：等
の
反
感
は
增
々
高
ま 

っ
た
。
 

：

•一

笫
ニ
十
.五

卷

(

一
七
八
.五>

-3
丨
ロ
、ソ
バ
'職
爭
以
前
の
ァ
メ
>
ヵ
努
働
紐
合
運
動
. 

笫
十
.ニ
號
.

六一



(

j；
.t !
I T

I

~]

:

¥

1
十
、五

卷

(

I

k
六)

.ョ
ノ
ロ
ッX

戰
f

前
：のX

メ： 

I
勞

激

合

蕾 

：

f

號

•

六
ニ

'
V

今

一

つ：の

#

裁
事
件
は
一
九

1
四
年
ド
起
々
西

.部
諸
鐵
道
の

1機
關
师
及
び
火

2

關
す
る 

.も

の

^
k
, 

^
M
.
0
^
0 
?

S

0
€
仲
裁
に
反
對
す
る

S

つ
た
。
而
し
て

？

こ

^

0

 

 ̂ft 
«
 

此
事
件

s

 

I

 

£

 
は
f

 
會
の 

1

中
立
委

M

に
對
し
て
勞
働
組
合
が
攻
擊

?:
加

へ
た
る
之
ど
で
あ
つ
た
。
彼
の
中
立
不
偏
的

0

度
は
多
額
の
鐵
道
證
券
を
所
有
す
る
數
個
の
會
祉
ド
彼
が
關
.係を
有
ず
る
が
故
に
頗
る
疑 

P

ド
せ
ら
れ
六

^

n

&

k
 I

九

一
.

六
年
四
つ

S

道

S

組
合
：

&

S

し
て
八
時
間
勞
働 

を
要
求
せ
る
時
彼
等
は
伸
裁
を
考
慮
す
る

乙

ビ

を
絕
對
に
拒
絕
し
た
。
斯
の
如
く
し
て
戥

_ 

的
勞
働
組
合
運
動

^

進

^

し
て
終
つ

2
0

斯
の
如
く
鐵
道
乘
務
員
の

S

組
合
は
.彼
等
の
戰
術
を

5

し

た

が
、彼
等
は
鐵

道

業

k
 々

け
る
他

S

合

S

I

S

S

5

近
し
て
行

S

。

彼

s

i

t

s

せ
ら
る

ベ

こV」

は
2

 
5

で
あ

I

分
か
，
幽

出
？

鐵
道
、は
s

 

H

な
し
、又

他
の
エ
場
勞

f

が
A 

S協
定
を

な
し
す
ぉ
し

乍
ら
槪

し

て
言
へ
ば
斯
の
如

さ

勞
働
組
合
の
也

立
は
不
资 

定
の
も
の
で
あ

つ
/

而
し

て

彼
等
は
强

力
な

る

反
對

k

對
應
す

る
た
め

^

.一
 

九
〇
四
年
頃 

「

系
統
聯
盟

」
(sy

ste
m

ホ
d

e

l

g

)

の
運
動
を

開
始
し
た

'.
0

之
は
例
へ
ぼ

ペ
ン
シ
ル

ベ
ニ
ア
鐡
道
又

ば
ィ
リ
ノ
.ィ咿
央
鳞
道
の
如

§

#

定
_
道
系
統
泖
以
繳
て
の
猶
業
別
勢
働
組
合
の
驂
盟
で
あ 

る
。
斯
の
如
き
系
統
聯
盟
の
出
現
は
傭
主
の
反
感
を
增
々
高
め
，ィ
リ
ノ
ィ
中
央
鐵
道
の
如
き 

若
干
の
鐡
道
系
統
！

1
、

個
々

.の
職
業
別
組
合
ミ
は
協
定
す
る
事

?:
辭
し
な

S
が

..

其
'聯
盟
，

v
j

交
渉 

す

る

事

は

堅

く

之

?:
拒

絕

し

た

ァ

1

九

一

ニ
.年

ィ
リ
ノ

ィ
中
央
鐡
道
及
び

ハ
リ
マ
ン
線

R
於
け

る

勞
働

#
議

k

刺
戟
せ
ら
れ 

て『

系

統
聯

W

の
聯
盟

』
(pedel-ation 

of S
y
s
t
e
m

 

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n
s
)
.

が

組
織
せ
ら
れ
た
。
之
は

四
十

系 

統
が
攻
擊
的
計
鼙
を
有
す

る

i>
の
で
あ
つ
た
。
之
よ

A
.前
、一
九
〇

|八
年
鐡
道
從
業
員
部
が

『

ア
 

メ
リ
カ
勞
働
聯
合

』

杈
よ
：つ
：て
組

'織
せ

.ら
：れ

.た
が

『

聯
观
の
聯

.盟：』

:
は
競

#
的
團
體
で
あ
&

『

ア
 

メ

リ

力
勞
働
聯

.合

』

よ
々

見

れ
ば
不
法
な
る

組
織
で
あ

0

た

> 

而
し
て
此
間
の
調
節
は
前
者 

が
後
者
；

ヒ
合
併
す

る
事
に
よ
り
て

成
就
-せ

ら

れ
た
。一

Z
れ

が

『

ア
.
メ

ジ

カ
勞
働
聯
合

』

の'『

鐡 

道
從
業
員
部

』

で
あ

る
が

『

聯
盟
の
聯

W

』

は
其
會
則
、役
員
®
鬪
的
目
的
を
捡
て
ず
其
名
稱
を 

捨
•て
た
の
み
で
あ
つ
た
。

新
な
る

『

_

道
從

_

員
，
部

』

は

㈣

つ

の
鐵
遒
從
業
員
：組
合
を
除
く
鐡 

道
勞
働
者
の
重
要
な

る

全
國
組
合
を
總
て
包
括
し
た
。

(
P
e
r
l
m
a
n
,

 

pp. 

ISO. 

100
6
; Ma

r
o
t
,

 

A
m
e
r
i
c
a
n

 

.Labor 

u
nlohs'f>p. 

2
9
4
7
)

第

二

十

五

卷C
l

七
A
七〕

3
丨
'ロ
ツ
。ハ
戰
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
紐
合
運
動 

第
十
二
號 

六
三



第
：ニ
十
i
 

a

七
八
.八
.

)

、

ョ— d 

vy 

0 

.

.
T 

^
.
y 

第

十

二

號

六

四

以

上
述

ベ
た
る

鐡
道
勞
働
組
合
及
び
前

節

R

述
べ
た
る
鑛
山
勞
働
組
合

ど
興
な

A

m

槭
及 

び
金
屬
業

S

-H
-
る
.勞
働
組
合
は
、組
合
の
承

0
及
び

勞

働
協
約
ほ
於
て
共
努
力
の
酬
ら
れ
る 

事
が

多

.く
な
が
つ

'.
た

.0
此
產
業

^

於
け
ー
る
傑
出
せ
る
組
合
は

『

國
際
機
械
ェ
組
合

』

f

 
I

,
 

S
I A

s
l
a
t
i
o
n

 
of 

M

&

I

S

)

ど：『

國
際
鑄

 H

 

組
合
 i

 (International 

I

d

l
 

u
n
i
o
n
)

で 

b 
る
。
後 

者

は

一
八
九
.一

年
承
認
せ
ら

れ
，た
.る

ス
ト

丨
グ
鑄

造

エ

の

組

合

<£

機
械
及
び

其

他
の
鑄
物
の 

部
分
品
め
製
避
職
エ
を
同
ー
の
組
合

^

結
合
し
た
。：

：

.
!

八
九
八
年
以
來
の
事
業
の
好
況
は
、勞働
組
；合
運
動
の
發

達

及
び
石
炭
着
於
け
る
州
際 

協
定
の
成
功

V」

相
俟
ち

て
、
勞
働
協

.約

k

有
利
な
，
空
氣
を
造

4

出
し
た
。

暫
時
、勞
働
組
合
の 

承
認

ビ

之
.

關

.係

.せ
る
：事
項
等
は
總
て
の
關
係
者
即
ち
事
業
主
勞
働
組
合
及
び
公
激

R

對
し 

て
努
働

I

.
の
萬
能
の
效
果
あ
る
も
の

I

ら
れ
た
。

而
し
て
一
八
九
九
年
三
月

『

全
國
鑄 

物
業
主
組
合

』
(

f

 

I
一
 

?

g

l
 

A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)

ど『

北
ァ
メ
リ
ヵ

®

際
鑄
エ
組
合

』

f

 

I

I

 

M
o
i
d
l

 

u
l

 

0

-

1
 

A
l
c
a
)

ど
が
一
種
の
協
定
を
な
し
た
。
之
は

『

二 

, 

！
ョ

r

夕
協
定

』 

(N
ew

 Y
o

rk

 

A
g

re
e
m

e
n
t)

ど
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
鉍
«
爭
議
が
夫
々
の
組
合
員
の
間 

仪

,«
ぅ
た
る
塒
馗
、滿
足
な
る
解
決
を
得
る
事
^
直
接
の
利
害
漏
係
を
有
す
る
當
事
者
が
相
當

の
努
力
を
な

'L
，然

.か
も
滿
足
在
る
解
決

'を

#
.ざ

，
々

し

場

合

に

は£

を
仲
裁
委
員
貪
^
討
議
す 

る
權
能
を
何
れ

.の
當
，事者
も
有
す
る
の
で
あ
る

-0
而

し

：て

此

：委

員

，

は

『

全

國

.鑄

物

業

主

組 

合

』

の
會
長

.ノ
レ『

鐵
_

H

.
組
合

』

の
會
長
：若
し
く
は
其

代

表
者
及
び
各
組
合
の
任
命
せ
る
ニ
名 

の

代

表
'者

ょ

成
立
す

る
。

此

©

員.會
の
決
定
は

多

數
決

k
i.

々

J i
つ
*

後

の
決
定
ど
考

へ
 

ら

れ、委員

.會
の
解
決

.未
定
：の

.間
に

.

^
て
.：

d
、

何
れ

.の
當

.事
者
も
：作
業
の
中

f

な
.す
可

か
ら

ざ 

る

も

.の
で

あ
つ
：
た

'0
尙
歧
又
委
員
旁
は

#

痛

..が
#
_
せ

ら

れ

た

る

後

ニ
，週間
以
內

k

開
催
せ 

'ら

る

ベ

.

1
の

V
J

せ
ら
れ
た
。

此

.協

定

は

餚
主
者
^
ょ
る
伸
裁
ど
異
る
純
粹
の
和

解

主

義

の
 

勝
利
で
あ
つ
た

;0

仲

.裁
委
員

#

の
最
初
の
會
合
は

I

八
九
九
年
五

月
' 
ク

ソ
1

ブ
ラ
ン
ド

R

開
催
せ
ら
れ
た
。

之

S

マ
サ
チ
二

 

? 

.
，
 ̂

^

ッ
#
:の
ゥ

1

ス
タ
ー
及
び

11
,
I

ド•ア
ィ
ラ
ン
ド
州
の
•フロ
ビ
デ
ン
ス

に
於

.：て

傭

主

；が

拒

絕

し

^

る
組
合
の
最
低
：賃
銀
の

.要
求
を
考
慮
す
る
爲
め
で

.あ
つ
た
。
此
會 

合
は
滿
足
な

5-
結
巣
を
德

*
 

.
か
づ
だ

o

鑄

.物

.業
主
及
び
鑄

X

の:

兩
當

.事
者
が
、

.何
れ
も
，自己
の 

主「

張
を

_

執

.し

#

識
委
貫
會
は

」

行
諸
ヒ
な
ヴ
汔
。、

.
最
彼

.賃
鈒
：の問

®

は
極
め
'..て

意

要

な

る

も 

の
で
あ
办
、共
後
數
同

i

の
：.

爲
あ

^

合
同
會
：
.議
が
開
催
せ
&
れ
た
.の
で
あ
る
が
、

I

時
解
決
し
忆

第

ニ

十

五

卷(
：1

七
八
九)

.ョ
ー
ロ
-ソ
バ
.戰
爭
以
前
のK:

メ
リ
ヵ
勞
働
.組
合
.述
動 

第
十
ニ
號：

六
五



第
1
|十
_
 

(

！
七
.九
〇
> 

ョ
.

iッ
•ハ
戰
：s
:前
の
ァ
メ
リ
■力
勞
働
：組
.合
.運
：動 

第

十

二

號

六

六

の
み

.で

|
.九
.，0.
泽

#:
再

び
紛
知
釔
來
レ
た
。

,-
:次
に

#
:弟
：の

.：間
題

^

就
さ
鑄

X

の
數
は
現
.在
の 

要
.
.求
.
'を滿

■す
k

足
令
夺

5
,

か「

ら
‘努
：
«.
組
合

.が
徒
弟
.就
葬
制
限
ど
は
廢
此
せ
ら
る
ベ 

♦

夺

の：で：あ

.る

I

業
：
*

は
去
張
；

し
：'
 
た
，
，

I

:
對

：
し

％

勞

：
働

組

：
合

；
は

.徒

弟

：
の

制.限
，
が

鋳

工

間
 

の
無

i

限
.の
.
競
爭

5:
-惹
起

し
*

銀
も
.
切

T
.̂

# .
:
k
至
：.
る

一

事

^ :
主
；張
し
た
；

0 
.
彼
'等

は

又
職
エ
の 

等
.級

，
別

の

問

題k

就
て
も
章
見
の

J

致
を
得
る

“
#
.が
出
來
な
か
つ
た
。

伸
裁

«

_
が
：迅
速
ド
活
動
し
得
ざ
る

.爲
怂

^

多
く
の

.ス
ト
：ラ

ィ

キ
が
發
法
し
た

o
. ニ
九
〇
 

J
:

年
：七

-月
' L

日
賃
銀
增

S

.
爲
め
に
夕
？

ブ
ラ
ン
ド
ド
於
て
：鑄エ

-か
ス
ト
ラ
ィ
キ
を
な
し
、
 

伸
裁
委
員

#

’が
任
命
せ
ふ
れ
：た
が
解
決
を
不
す
だ

$

ら
ず
、次

.で
へ
シ
力
ゴ
及
一
？

ン
••フ
ラ
ン
シ 

ス
.
.
n
,
k
.

於
.て
；
名

同

：
じ

原

：
因

：
か
；
务
ス
ノ
ト
：

」
フ
；
ィ
.キ(

：
が

行
_

れ

わ

。
，パ
斯
の
如
へ

く

し
：

「

て
；.結

為『

ニ 

f

ョ 

協

定

：.

』

，
は

満

足

，
な

：
る

活

動

を

な
：：

し

得

ざ

：
る*

が

_
;か

セ

な

0
扣

。
-

「

繁

榮'.の
；：：

頂
.上
：̂

達
し
、次

で

深

刻

^
な

る

：：
不

：
況

.が

#
K

 
一
 

.
對̂
.す

：
る.需

：
要.を

減

じ

^

,

§

愔

を

利 

用
し
て
一
ブ
〇
四
年

」

の
.始
k

方；
4『

■全
國
鑄
物

.業
主
組
：合

j
:
は
：：

早

速

賃

：
銀

；
の

値

下

を
.行
ひ
、

『

二
ュ 

J

ョ
丨〕

ク

協

嫌』

;:
の
；
廢
_

を

在

し

な

。

其

處

セ

1

九
6
 

■

四
：■月
4

業

主

V
.

勞

學

考

は

.如

。何 

P

し

て

：德

定

，が.有

效

士

芩

る

；か
：に
.就

：て
,決

寒

?:
.試

み

^

中
止
せ
ら
れ
た
。
事
槳
主
は

«
!
4
'

が
此

^

定
，を
多
く

0-
場..
合
に
破
藥
し
た
み
こ
ビ
を
主

_

し
，
 

中
立
の
外
部
の
：人
士
の

#

裁
に
服
從
す
る

z 

v
j

を
勞
働
組
合
が
，頑
強
に
拒
絕
し
た

V
J

の
理
由

^

ょ
つ
て
自
分
等

.の
行
動
を
是
鼯
し
：た。
，

、：

.
ぐ

.

f 

「

■*
>

•

$..
.
/

,
『

1
1

i
丨
‘
ョ
.丨
ク

協
定

』

ど
同
樣
の

--
^

の
.，ば

『

全
國

.諸
金
屬
業
組
合

』
(.Naf§

lal 

M
&
l

A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)

ど『

國
：際

機

械

工

組

：合
，

』
(
I
p
t
e
r
n
a
$
^

 

of M
a
c
h
i
n
i
s
t
s)

の

間

ド

一

九

〇 

0

年
行
は
れ
た

「
『

全

國

諸

金
屬
業
組
合

』

は

|

八
九
九

 

'年
組
織
せ
ら
れ
た
も

■の
で
ぁ
つ
た
。

シ
 

力
ゴ
及
び
他
の
峰
市

^
於
け
る
機
械
ェ
の
九
時
問
勞
働
に

對.
す
る
-
ス
ト
ラ
ィ
か

K

ょ
つ
て
活 

.動
の
刺
戟
が
與
へ

ら
れ

、八

®
間
の

熱
心

な
る
鬪
爭
の

後
、
時
，間

短

.縮

の

約

束

を

#

て
事
件
は
解 

決
し
た

0

之
は
ァ
メ

ソ
.
力
勞
働
史

k

於
け
る
尨
大
な
る
.協®
の
一
つ
で
ぁ
る
が

.僅
か
一
年
繼 

續
せ
る
の

み
で
、

組
合
ェ

揚

^
於
て
九
時
間
勞
働
を
一
般

.的
な
ら
し
め
ん

V」

す
る
間
題

R
就

て 

'破
壊
せ
ら
れ
た
。
機
械
工
は
其
後
、主
ど
し
て
個
人
ェ
場
ど
多
數
の
協
定
を
持
續
し
た
が
、一般 

的
協
定
は
終

^

復
活
す
る
事
が
出
來
な
か
つ
た
。
而
し
て

『

全
國
諸
金
屬
業
組
合

』

は
組
合
勞 

働
者
の
妥
協
し

#

ざ
る
强
敵

k

な

：つ
た
。
.へ

其
後

.，十

年

間

鑄

ェ

ど

：機
*

H
.
W

は
事
寒
管
理
み
要
求
の
爲
め
に

.鬪
：ひ
、ス
ト
ラ
ィ
：キ

R

從
事

.
第

二

十

五

卷(
一

七
九
一

〕

ョ
丨
ロ
ッ
。バ戰

.带
以
.前
の
ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
紐
合
連
動 

笫

t
ニ
.披

大

七



笫
ニ
十
五
卷(

一
七
九

一一)

ョ
-
ロ
タ
。八
戰
♦
政
前
の
ア
メ
>;
.
'
.
ヵ
勞
働
級
合
運
.動 

第十二號

 

六
又

し
た
が
、事
.業
は
全
：管

し

で

此

產
業

R
.於
て

.は

.一，九

6
.o,
年
忆
見
.る
が
如
き
勞
資
間
の
協
同

管
现
の
姐
想
を
具
體
化
す
る
程
揆
近
し
な
が
つ
た
の
で
あ
る
。

(
p
l
a
n
'
p
p
.

 

1

006
-190

)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

' 

.

. 

, 

-

.

四
傭
主
組
合
の
反
動

. 

. 

.

. 

.

.

機
械
製
造
業
及
び

鑄

物

業

k
於
て

協

.約
制
度

が

破

壞
せ

ら

れ

た

の
で
、脚
體
交
渉
及

び

組

合 

承

S

の
觀
分
は
一
頓
挫
を
來
し
た

r

し
て
旣
，

^

勞
働
組
合
の
膨
迫

^

ょ
つ
て
募
.る
事
業
主 

の
不
安
は
：

實

質
上
大

R
,增
加
し
た
。
併
し
乍
ら
事
業
の

繁
榮
が
繼
續

し
勞
働

の

要
求
が
增
加 

.L
之
が
勞
働
組
合
を
利
す
る
限
り
多
く
の
協
定
は
其
儘
承
認

.せ
ら
れ
た
。
そ
れ
次

^

I

九
〇
 

七
年

——
一

九

0

八
年
.の產
業
不
況
が
起
る
ま
で
、協
約
が

f

般
的

k

破
棄
せ
ら
る
、

乙

ヾ

」

は
 

な
か
り
た
。

.一

九

◦

五

.年

.

『

建
築
業
者
組
合

』
(structural 

E
r
e
c
t
o
r
s
’ A

s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)

は
£

築

鐵
材
勞 

働
者
組
合

』
(structural 

Iron 

w
o
r
k
e
r
s
、
u
n
i
o
n
)

ビ

の
協
定
を
破
棄
し
、長
年
の
間
勞
働
#
議
が
惹 

さ
起

3

れ

た

r

し
て
之
が
爲
め

^

暴
動
を
も
惹
起
し
、一
九

|

1
年

^

は

『

&
ス
ァ
ン
ゼ
レ 

ス
•タ
ィ
ム
ス

』

前
の
爆
破
が
行
は
れ
た
。次
で
一
九
〇
六
年
に
は
石
版
業
者
は
勞
働
組
合
ど
の 

協
宠
を
破
棄
し

 

一

'*
Q

七
.年『

合
同
活
版
樂
組
合

』

は
印
刷
ェ
、ス

ト

丨

.グ
鑄
造
業
者
よ
ス

ト

J

•ゥ
飾
付

H

及
び
磨
エ
ビ
め
協
約
を
破
棄
し
、

「

九

0

八
年
化
は
、湖
沼
運
送
業
者
及
び
木
材
運
送 

業
者
が

'河
海
の
勞
働

.者
ビ
の

.協
約
を
廢
棄
し
た
。

是
等
の
‘不
首
尾
の
協
約
の
運
用

^

於
て
邪
魔
ど
な
つ
た
の

.は、勞働
組
合
の

「

作
用
規
則

」

で、こ
 

れ
は
傭
主
の
エ
場

^

於
け
る
管
理

«

の
行
使
に
對
し
て
課
す
る
制
限
的
規
則

.で
あ
る
。
之

R 

對
し
て
储
主
は

「

生

*

制
限

」

の
方
法
を
協
同
的

^

採
用
す

.る

策

R
出
，で
た
。

成
功
せ
る
勞
働
組 

合
述
動
は
何
時
も
傭
主

^

對
し
て

「

作
業
規
則

」

を
遵
守
せ
し
め
て
ゐ
る
。
旣

^

1

八

一

〇
年
代 

k

於
て
當
時
の
勞
働
組
合
が
賃
銀
の
値
上
、勞働
時
間
の
短
縮

.ど
併
ん
で
ク
ロ
ー
ズ
ド
。、
ゾョッブ
 

及
び
徒
弟
の
制
限
を
事
業
主

^
課
せ
ん
ど
試
み
た

る

乙

ヾ

」

が
あ

る
。

ク
ロ

.丨
ズ
ド

.シ

ョッブ

S 

は
勞
働
組
合
の

加

入
者
の
み

.を

使
用
す
る
こ
マ

J
5:
傭
主

が

承
-認
す
る
制
：度
で
、勞
働
組
合
の
公 

認
又
は
勞
働
條
件
等

^

關
し
て
、勞
働
者
個
人

ビ

交
渉
せ
ず
し
て
勞
攀
組
合
の
代
表
者
.ど
交
渉 

す
る
こ
ど
を
傭
主
が
承
認
す
る
こ
ど
で
あ
る
。

而
し
て
勞
働
組

.合
が
漸
次
堅
實
な
る
持
續
的
圃
•體

 

<
 な
る
に
伴
れ
て
、其主

.力
は
實
銀
ょ
ぅ

. 

作
業
規
則
ド
移
行
し
た
。
勞
働
運
動
者
は
賃
銀
が
上
下
す
る
不
確
定
の
要
因
で
あ
つ
て
、事業 

の
狀
況
及
び
生
活
費

.の

.變

動

ド

依

：存

す

，.る
も
，の
：で
あ
る
が
、若

し

1.

度
'作
業
親
'則を
傭
主
に
承

笫
ニ
十
五
.卷

.(一

七
九
.三) 

'ョ

ー

ロ
ッ
パ
戰
爭
以
前
の
ァ
メ
リ
ヵ
努
働
飢
合
述
動 

笫
士一

號 

力
九



第
ニ
十
五
卷
，

C
l-L
*
九
四)

.

ョ
|
“

-
ソ
。ハ
戰
耋
前
の
ァ
メ
リ
，ヵ
勞
働
祖
合
運

，#; 

第
.十
二
.號
' 

七
o

課
せ
し
：め
る
乙

^

^
ょ
つ
て

.、彼
：等

0

*
能
.を
劍
造

.す
れ
ば
，賃
銀
の

«

上
は

-
乙
.れ
^
附
隹
し
て 

生
ず
る

i

ど
を
發
，見
：し
た
。

'
.

7

是

等

の

作

業

：規
.
.則
.は
.屢
々
粗
雜

^

し
て

1

方
的

.の
も
の
で
あ
る
が
、永
い
勞
働

.の
經
驗
.の所 

產
で
、

1

定
'の
形
式
を
有
す
る
に
至
る
ま
で
に
は
永
い
歲

月

を
費
し
た
。
元
來
其
目
的
ヾ

」

す
る 

V

し
こ
ろ
は
：防
禦

^

あ
る
か
ら
、勞
働
生
活
ド
於
て
其
保
議
せ
ん
ど

'す
る
特
定

'の
..事 

標
準
、健

康

、就
：業

の

安

：®

ェ
場
內

k

於
け

'る
均
等
待
遇

*

進
の

.
_會
均
等
，國
：體
交
渉
、勞
«'紐
合 

の
地

#

の
.安
全

.に

.&
み
て

〉

分
類
す
る
を
可
ど
す
る

.0
例
へ
ば

.個

數

作

業

、賞
與
.金

制

度

の

禁

止 

の
如

s
'賃

«1
支
拂
方
法

^

關
係
せ
る

|
.切
の
規
則
は
、傭主
の
搾
取

'に

對

す

る

賃

銀

率

.の
保
護 

を
主

★

す
る
飞
の
で

.あ

〜

又
：一
部
分
は
不
當
の
勞
作
ド
對
す
る
健
康
の
保
_

を
な
す
も
の
で 

あ
る
ゴ
ノ

^

標

4^
勞

#

的
間

V」

的
間
外
勞
働

^

對
す
る
割
增
：賃
鈒
率

ざ

を
定
む
る
も
の
、特定 

ル
.作
の

8

S
作
業
の

^

1T
又
は
最
低
所
将
，の

'
保

»

^
關
す

.
る
も

.
の
、不
況
時
期
ド
總
て
の
勞
働 

者

k

■作
業
を
分
配

ド

_

す
る
も
の

"或
は
觅
ら

^

解

*

が

已
む

J:
#

ざ
る

k

至
り
た
る
時
、ェ
場 

の
.

參

w'
R

a
く
就
業
繼
續

tt
の
承

fi
g

R
關
.す
る

i

の
が
あ
る
。
是
等
は
總
て

^
|
}
2
の

.»
1| 

を
共
通
の
目
的

V

し
て

♦

る
。

.他
の
灑
類
の
邋
則
は
職
業
の
分
爾
を
那
魔
し
、徒
第
の
制
阪

;$
:

な
す

.も
の
で
、職業
圓

.體.：

の
交
渉
權
カ
を

——

熟
練
勞

.働

.ド

»

す
る

#

:要
.?:
-
<
:勢的

^
:維：持す 

る
こ
ど
を
以

\し、叉
現
在
并

R

將
來

R

於
け
る
競
爭
者
の
數

5:
減
ず
る

こ

€
5:
以
て
、保
護
す
る 

も
の
で
あ
る
。
傭
主

.の
計
略
に
對
抗
し
て
勞
働

.組
合
を
保
護

す

る

Z
ビ

社、ク口

 

?
ズ
ド
，シ

a
ッ
 

•フ
の
主
張
に
ょ

^

て
行
は
れ
、又
反
勞
働
組
合
の
差

.別
待
遇
を
防
业
せ
る
爲
め

^

解
.辰
せ
ら
れ 

た
る
播
入
ロ
 

R 

t
e
偾
腐

k

®K
へ
る
權

.利

?:
承
認
す
る

こ
ノ
レ
k

'l
'り
て
行
は
れ
、ま
は

51
ら

R

昇
進 

{C
關
す
る
古
參

.者
の
權
利

5:
確
立
す
る
こ

V

J

kょ

P

て
も
行
は
：れ
る

。

. 

_ 

是
等
の
規
則

*

.1.

部
分
は
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
實
行
女
は
ス
ラ

.ィ
キ

の

#
威

に

'ょ

つ

て

實

現 

し
，、.又. 1

部
分
は
未
、
た
實
現
す
る

乙
ビ
が
出
來
な
い
が
之
を
灘
心
に
推
し
進
め
て
、勞
«
組
合
運 

動
は
勞
働
協
約
の
：時代
に
入
つ
た
。：而
し
て
產
業

.管

理

，の
：問

題

が

、事

業

主

：
ど
勞
..働

組

合

ど

の 

間
の
衝
突
す
る
芦
求

?:
調
節
す
る
事
ヒ
な
つ
た
。，併
し
乍
ら
此
種
の
：妥協
は
今
尙
ほ
純
然
た 

る
試
驗
ド
過
ぎ
な
い
。
を
れ
は
は

j

層

.の
誠
實
ど
忍

»

ヒ
を
必
要

ゼ

す
る
。
夫
故
に
一
八
九 

八
年
以
後
に
於

.け
る
勞
働
協
約
の

;短
ふ
溯

.
'間

•
かォ
ー
ブ
ン

,
シ
ョ
ッ
ブ
迤

®

に
對
す
る
序

11
(
1を
な 

す

k

過
ぎ
な
：い
こ
ど
は
驚
く

^

足
-办
な
い
。

.『

全
國
鑄
物
業
主
組
合

』

€『

全
國
諸
：金
屬
業
組
合

』

は
#
働

組
合

.ど
夯
裂
し
た
る

^

組

織
的

第
.ニ

十

五

逾

ハ

ー.七
.九
3£)

ョ—

0
ッ
パ
^

以̂
前
め
ア
メ.リ
ヵ
^
俲
組
へ
ロ
.運
動
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十
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一
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1

!

!

•

 
.

.

.

.

.

.

¥
1十
苏
：卷

(
I

七
^
六)

：

3
'
I 

u

^

y

 

第
十
二
：號

七

ニ

力
法
を
以
て
勞
働

.組
合
を
破
壊
す

：

.
s
 

®
 

R 

 ̂

o
- 

b
u
r
e
s
)

を
設
立 

し
勞

#
_
者

が
#

助

を

.必
要

ビ

す

る
場
合

k

之
を
與
へ
、組
合
員
の
使
用
す
る
勞
働
者
の
完
全

d 

る
力

.！
：ド
式
記
錄
を
保
存
し
た
。
：事
業
主
組
合
は
多
數
の
非
組
合
.員
或
は
ス
ト
ラ
イ
キ
破
壊 

者
を
背
ド
侧
入
れ
た
。
此

.外、地
方
的
傭
主
組
合
名
勞
働
組
合

.

.を

攻
擊

し
た
。

オ

、ノ

イ
オ

I

州 

テ
イ
ト
ン
の
傭
主
組
合
の
如

&

は
最
も
有
力
な
組
合
で
あ
つ
た

0

此
組
合
は
，ス
ト
ラ
イ
キ
を 

5k
壊

す
る
爲
め

に
設

け
ら
れ
た

る

建

設
委
員

#

で
あ
つ
て
、作業
を
繼
續
せ
る
勞
働
者
に
賞
與 

を
提
供
す
る
權

f

有
し
、又
生
產
制
限
の
爲
め

k

傭
主

ド

0
0 
f

支
拂
ふ
權
能
を
有
し
た
。
 

又
釓
て
の
剪

#

者

^

力
丨
ド
を
發
行
し
、職
業
を
轉
換
す
る
揚
合

k

前
の
傭
主
'の
推
薦
を
記
入 

せ
る
も
の
を
新
な
る
傭
主

^

提
出
せ
し
む
る

乙

ど
ど
し
た

o
此
外
の
地
方
組
合

ビ

レ

て
は

『

市 

民

1IE

忍

』
(
c
l
t
i
s
:
r

 A
l
l
i
a
n
c
e
s
)

が
あ
る

o

之
は
事
業
主
の
み

^

限
ら

.ず
、廣
く

1

般
市
民
の
加
入 

を
許
す
も
の
で
、唯一
の
資
格
制
限
は
何
れ
の
勞
働
團
體

^

も
加
入
せ

.ざ
る

Z
ヾ

」

で
あ
つ
た
。

リ
采
の

&
^

は
屢
々
侧
主
が
鄭
立
し
、

「

般
市
民
が
之

k

參
加
す
る
の
で
あ
つ
た
が
、處

R

ょ
つ 

て
■は
事
業
主
の
組
合
ど
市
民
同
盟
ビ
が
併
存
す
る
乙

^
も
あ
つ
た

O  

以
上
述
ベ
ぢ
る
處
は
主
ど
し
て
產
業
方
面

k

於
け
る
事
業
生
の
攻
擊
で
あ
る

が
、此

ル

法
律

方
.
面
及
び

.政
治
方

•面
^
於
け
み

も

の
も

於

る
。
.|

九

0

 

ニ
'
年
'『

ァ

.
/
リ
ガ
反
ボ
ィ
コ
.?ト
傲 

會

』
(A

m
e
r
i
c
a
n

 

A
n
t
i
-
B
o
y
c
o
t
t

 

A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
)

が
組
織
せ
ら
れ
た
。
之
は
主

^

し

て
製

造
業
者

^

組 

織
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、彼
等
は
法

*

の
判
例
を
得
る
た
め
に
へ
若
〒
の
典
型
的
事
件
を
得
る 

k

努
力
し
た
。

「

ダ

ン
ブ
リ
ー
製
«
事

件」(
D
a
n
b
u
r
y

 

H
atters、

c
a
s
e
)
(

詳
細
は
後
段

^

述
ベ

.
る)
は
其 

の
所

產

で
あ

-CN、

シ
ャ

I

マ

ン•ト
ラ

ス

ト
禁

JH
法

(
S
h
e
r
m
a
n
.

 Anti-trust 

L
a
w
)
.

が
適
用
；せ
ら
れ
た
。
 

政
治
方
面
ド
於

け

る
抗
爭
は

『

全
國
製
造
業
者
組
合

』
(

ぞ

1
:
1§̂

A
s
s
o
c
iation 

of M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r
s
)

が 

關
係
し
た
。
此
組
合
は
一
八
九
五
年

•設
立
せ
ら
れ
、本來
純
然
た
る
職
業
上
の
目
的
を
有
す
る 

も

の
で
あ
つ
た
が
、

一

九
〇
三
年
デ
ィ

ト

ン
の
事
業
主
の
影
響
に
：ょ

A

て
勞
働
組
合
^
對
抗
す 

る

Z
ビ

k

な
夂
心
の
磁
主
組
合

ど
產

業
幷

R

法

- #
方
面
に
於
て
協
力
し
た
が
*
主
な
る
活
動 

は
政
治
又
は
立
法
方
面
に
存
し
た
。

才
丨
ブ
ン
：ゾ
ョ
ッ
ブ
運
動
は

I

九
〇
三
年
ょ
々

一

九
〇
九
年
ま
で
有
カ
化
繼
續
せ
ら
れ
た
。
 

併
し
乍
ら
其
熱
心

.な
る
努
力
及
び
一
九
〇
七
年
の
金

a

恐
■
以
來
の
事
業
不
振
ド
ょ
つ
て
機 

會
が
與
へ
ら
れ
た
る

^

も
拘
ら
ず
、見
る
べ
き
成
功
を
收
め
な
か
つ
た
。
勿
論
•勞働
組
合
運
動 

の
急
速

k

發
展
す
る

乙

ヾ

」

を
制
御
し
た
る
要
因
で
は
あ
つ
た
が
、其勢

.力
を
減
殺
す
る
力
を
殆

第

二

十

五

卷C

一
七
九
七〕

ョ
ー
口
ッ
パ
戰
铪
以
前
の
ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
龃
合
運
動 

第
十
二
號 

七
三



笫U

十
五
卷

C
T

七九

A〕 

r

i
タ
パ
戰
爭
以
询
の
.ア
メ

 

I

勞
働
組
合
運
動
：
 

笫

十

ニ

跋

七

”

パ
、」

ネ

[

な
力

0
た

力

.之

勞

«

組
合
は
賃
銀
の
減
少
を
防
北
せ

-/
i
'
yし試
み
た
る
ミ

V

I

Sへ
 

.あ

.る

9

尙
ほ
勞
働

' 組
合

が

一
,般

R

其
地
位
を
確
保
し
た
の
は
競

#

的
產
業

k

於
て
で
あ
々
獨 

占
的
若
し

 

< 
は
半
獨
占
的

.合
同

R

ょ
み
て
事
業
產
數
の
減
少
せ
る

*

業

F
於
て
は

.之
ビ

S 

'
が
興
つ
た
。.
，

1

鋼
業
は
顯
著
な

る

一
例
を
な
し
て
ゐ
る
。

一
八
九
一
一
年

の

ホ
ー
ム
ス

ク
ッ
ド

R
t

け

る
 

ス
卜

ラ
ィ
キ
は
ビ
-
ッ
パ
ー
グ
の
顧
鋼
エ
揚
が
ら
努
働
組
合
を
絕
滅
せ
し
め
た

':
0

之

^

續
い 

て

1

八
九
三
年
ド
は

『

合
同
鐡

「
鋼
勞
働
考
組
合

』

>

1
叫
|
^
^
^

 

Association 

o
f 

Iron 

a
n
d

 

Steel

w
o

rk
e

rs)

が
又
打
擊
を
受
け
た

o

w

の
如
く
し
て
ビ
ッ
ッ

. :
バ
ー
グ
市
外
の
ァ
レ
ガ
ユ

I

郡

 ̂

製
鋼

H

場
は
一
九

0

〇
年

k
M

ら.
ざ.
.
る
前

^
、勞：働：組

.̂

を

一

掃
•し
、ビ
ッ

■ッ

v

丨

ダ
^

-/
A
、、

C
も 

I

八
九
〇
年
ょ

-

!

九
〇
〇
年

£

る

迄

に
、勞
働
組
令
を

」
:

掃
し
た
。

而
し
：て
勞
働
組
合
の 

存

f

せ
る
は
ビ
，

r

ッ

、つ
ー
グ
西
部
の
製
鐵
：

h
揚
ビ
ィ
リ
，ィ

‘ィ
州
の
製
鋼
土
場
幷
^
全
國
の
板 

金.
錫
及
び
鐵
帶
製
造

H

場
の
み
で
あ
つ
た
。

.

一
九
〇
〇
年
製
鋼
業
ド
は
一
大
合
同
蓮
©
，が
開 

始
せ
ら
れ

.
勞

#

組
合
の
役
員
を
驚
、かし
た

'-
：
0
年
來
の
敵
で
あ
る
力

I

ネ

ギ
?

製
鋼
#
社
は
斯 

の

及

.&
合
厉
運

1/
れ
於
セ
容
易
れ
督
位
を
占

,

合
同

K '

參

Jn
せ
る

M

'て
の

X
場
か
ら
努
勸

la

合
を
追
放
す
る

乙

ど
を
主
張
す
る
：も
の

^
見
ら
れ
た
。
其
處
で
勞
働
組
：合は

.新
し
&
合
同
の 

組
織
せ
ら
れ
る
此
機
會
を
利
用
し
て
、組
合
の
承
認
を
な

^

し
め
ん
ヾ

」

し
た
。

次
で
ー
九
〇
一
年
七
月
合
同
勞
働
組
合
は
ァ
メ
リ
力
鐡
板
會
社

.

對̂
し

.て

1

切
の
そ
の

H

 

. 

場

^

對
す
る

'賃
鈒
表
を
承
認
せ
ん
乙
ど
を
求
め
た
。
之
に
對
し
て
會
社
は
ァ
メ

 

V
力
板
鋼
會 

社
が
同
意
す
れ
ば
異
議
な
さ
乙
ど
を
明
に
し
た
が
接
者
が
拒
絕
し
た
る
た
め
に
前
記
の
ニ
會 

社
及
び
ァ
メ
リ
力
鐡
帶

.會
社

R

對
'し
て
ス
ト
ラ
ィ
キ
が
開
始
せ

.ら
れ
た

0

而
し
て
七
月
十

1 

日
以
後
三
日
に
亘
つ
て
開
か
れ
た
る
會
議

k

於
て
、是
等
の
會

ft
は
非

f

な
る
讓
步
を
な
し
て 

解
決
せ
ん

v
j

し
た
。

.即
ち
一
エ
場
を
除
く
一
切
の

.錫
板

H
:

場
前
年
承
認
し
た
る

1

切
め
板
金 

H

場
及
び

.從

.來

.非
組
合
エ
場
な
ぅ
し
他
の
四
エ
場

‘前
年
承
認
せ

.る

1

切
の
鐵
帶
エ
場
^
之
を 

適
用
す
：る

乙

ど
を
申
し
出
た

0

そ
れ
ド
も
拘
は
ら
ず

_

働
組
命

?>
代
表
者
は
之
を
拒
絕
し

* 

初
の
要
求
を

0

執
し
て
、八
月
合
衆
國
製
鋼
會
社
の
エ

1場

k

勞
働
せ
る
總
て
の
勞
働
者
ド
ス
ト 

ラ
ィ
キ
を
行
は
し
め
た
：

>
:

然
る
に
，同月
中
旬
に
至
々
て
組
合
侧
の
違
算
が
發
見
せ
ら
れ

た
。
 

新
設
の

^
,鋼
會

«:
は
其

.，の

.偉
大

'な
.る
_勢
力

'?:
以
.て
■勞
'

#

«合
'?
:
.粉
，
碎
せ

.ん

V
Jff
r

し
..：
て

,ゐ：た
 

組
.

合
：：

の

和
.解
，の
：

出
は
拒
：絕
：せ
ら
：れ
、同

.月
末

.ス
ト
ラ
ィ
キ
は
終
を
街
げ
、斯く
し
て
製

.鋼

.業は

第二十艽卷

.
(

一七

.九：

.九〕

，

.
3
!ド
ッ
。ハ
職
净
以
前
.：の
ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
組
合
：遝
動
，

 

第
.十
二
罅
 

七
觅



第

二

十

五

卷C
1

八
〇
〇)

ョ

ツ

X

戰
赏
前
の

.ア
メ
リ
カ
：勞
働
粗
合
；諸
 

.

筋
十
二
號
と
ぐ

^

#
組

そ
.運

8/
^

對

し

て

門

戶$:
堅

く

閉

傲

し

た0

(
p
e
r
l
i
n
,

 

p
p
，

I90
-I9

OO; 

M
a
r
o
t
.

 

p. 

120
. 

C
o
m
m
o
n
s
,

 

pp. 524
-52

S; 

B
i
m
b
a
,

 

pp. 229230
)

五

『

ア
メ
リ
カ
勞
慟
聯
合

』

と
政
治
運
動

1

九

〇

〇

年

以

後

に

於

て
勞
働

組

合
は

漸

次
其
數

を

增

加
し
た

0

今『

ア
メ
リ
カ
勞
働
聯

合』 

ど
ニ
切
の
組
合
の
加
入
者
の
統
計
を
示
せ
ぱ
次
の
如
く
で
ぁ
る

。
'

ダ

代

 

，
勞

働

聯

合

：
 

一
切
の
組
合 

■
九
〇
〇

 

六
七
五
、〇
〇
〇 

八
六

五

、
〇

：〇
〇 

ー
プ
〇
ニ 

一

、
〇
〇
〇
、〇
〇
〇 

一

、
三
七
四
、
三
〇
〇 

一九〇
三

.

一
、

四
五

〇
、
〇

〇

〇

.
ン

一

、九

一

ニ
、
九
〇
〇 

1

ブ
〇
四
. 

一
、
六
七
五
、

〇

〇

〇

. 

ニ
、
〇
七
ニ
、
六
3

0 

一
九
2

ハ 

：
一
、
四
ニ
五
、
Q

O

O
 

I
、

九
2

ハ
、
三
〇〇 

一九〇
八

. 

1
、

六
三
〇
、
〇
〇
〇
.

.

.

ノ

ニ

、
〇
九
〇
、
四
〇
〇 

一九一〇

 

1
、
五
五
〇
、
〇
〇
〇 

l

r

g/\
、
〇
〇
o

1

九

ニ

一 

1
、

七
八
〇
、
〇

〇

〇

- 

'

-:
、
四
四
〇
、
八

〇

〇
•

1

九
一
四 

1
1、〇
〇
〇
、
〇
〇
〇 

ニ
、
六
七
四
、
〇
〇
〇 

之
に
依
れ

.

.ば『

ァ
.
メ
リ
力
勞
働
聯
合

』

.の
加
入

.，者は
十
四
年
間
に
二
倍
以
上
に
增
加
し
た
。
 

I

1

九
0

0

年
の
ふ
ハ
十
七
萬
芄
千
ょ
彡
こ
九
一
四
年
の
一
一
百
蔺

k

增
⑽
し

？̂
然
る
纪
一 

切
の
勞
働
組
合
ヒ
合
せ
れ
ば
同
年
間

^

八
十
六
萬
五
千
ょ
ぅ
一

.一：
百

六

十

七

萬

四

千

£

日
加
し 

た
。
夫
に
も
拘
ら
ず
依
然

k

し
て
多
數
の
不
熟

«

#
働
考
は
組
合

^

邶
入
せ
'ざ
る
の
者
が
多 

數
で
あ
つ

.
た。
不
熟
練
勞
働
者

を

組
織
す
る

.事
：
の
必
：：要
.は
.『

ァ:

メ
リ
力
勞
働
聯
合

』

も

每
年
の 

太
會

k

於
て
明
貢
す
る
處
で
あ
る
が
容
易
ド
普
及
じ
な

’か
：つ
た
。

ー
方

^

於
€
は
事
業
主
の 

團
結
が
增
タ
强

.固
k

な
ゑ
、狹
い
個
別
的
同
業
組
合
の
到
底
■彼
等
暴
抗
し
得
ざ
る

乙

ど
が
明 

か
ビ

な
々
、產
業
別
組
合

‘が
：カ

說

せ

ら

：れ
る
-る

R

至

つ

，
た

。
，
併

し

『

ァ

メ
1

勞
'働
聯
合

』

は
依 

然

ビ

し

て
産
業
別
組
命

^

反
對
の
態
度

^

示

し
た

。

一
 

九

0

H
年
の
大
會
に
於
て
彼
被
等
.は
產 

業
別
組
合
を

..非
雞
：し
所
謂
、產
業
別
勞
働

'組
合
の
主
張
：者は
有
效
な
る
ス
ト
ラ
ィ
キ
は
職
業
の 

如
何
を
間
は
ず
總
て
の
勞
働
考
が

..參
加

.せ
る
時
實
現
せ
ら
れ
る

€
主
張
す
る
が
、之は
從
來
の 

ス
ト
ラ
ィ
キ
の
歷
史
が

.立
證

‘し
て
ゐ
な

.
K

間
々
斯
の
如
さ
ス
ト
ラ
ィ
キ
が
成

^

す
る
事

が

第I.!

十

五

翁

a

A

o

uョ
ー
ロ
ッ
バ
戰#
以
前
の
ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
紐
：合
遝_ 

筋

十

.！

.
！
號

 

七
七



奢
ヤ
毒

 

S
A
a
s 

ー飨十
 

s

 ̂

 ̂
^
 
X 

 ̂

 ̂

^
 
^
 

 ̂
s
 
^

年

*

つ
：：

て
：居

名

-01

九

上
-U

年

の

大

會

k
於 

_
て.
坑
：夫

紐

合

0,
代.
表

^
#
 

_

f

る

決

議

を

提

出

し

允

が
.
否.
決

せ

&

れ 

一
L

一
 

四.
年.
0
大
；會

衿

於

て

:̂
同

じ

：過

：程

が

：繰
4

裾_

遮

I

働
組
合

1

1

の

如

漸

次

其

勢

力

I

加
し
た
が
、聯邦
國
及
び
州
の
立 

法
に

:斷
し
卞

.は
其

«

濟
カ

..を
皮
映
し

.な
か
ら
た

。

立
法
於
て
成
功
せ
ざ
々
し

.原
因
は

『

ァメ

I

雪

-

合
：』

：事

|

方

泛

破

：張
し
、I

I

I

力
デ
財
力

.ど
を
傾
注
'した
る
乙

あ
る
が

ft
ほ
乙
れ
，

a

り
も
大
な
，る原

.因

.は

.共和

*

內
部
ど
議
會

k

k
於
；て資
本
：家の
支 

酉
'ォ
力
堅
固

.

VJ.'

な

o

た

こ

k

あ
る
。：

.
'
'其好
：例；は
管
業
；

^
:於
け
る
八
時

.間.勞
働

法
の

計

畫
こ 

見
る

t 

,
が
出

f

。
.':

從
來

『
K

 

メ
，

)

力
.

I
 

|

』

0

指
導
者
は
立
法
た
ょ
る
勞

f

間

; 

減
少
に
多

.ぐ
の
期
待
を
掛
け

.

I

:
た
，：一
八

.
5

年

I

 

f

れ

5

書

ょ

る

婦

人 

の
勞
働
時
間
の

 

'

1
運

I

、勞
働
組
合
の
努
力

k 

i
る
錫
ず
し

V

人
道
主
義
者

ビ

社
會
事 

業
家
の
细
物
！

っ
た
：
，

『

ァ
メ
ジ
力

2

2

』

I

人
及
び
少
年
勞
：働

f

對
す
る
斯
の 

*

3
法
令
宴
持
し
た

s

s

S

働

^

關
し

5

含

勞

m
.
m
合

e

活
：
s

 i

任
す
る 

こ
ど
を
欲
し
た
。
唯
例
外
を
な

.す
も

0

は
管
業
の
勞
働
時
間
の
み
で
あ
つ
ご
。

...

‘合
：衆

國

八

時

間

勞

：働
.法
が

.

『

..ァ
，メ 

y

力
勞
働
聯
合

』

の
注
貧
を
曼
く
る
に

 

'至づ
た
の
は
一
八
ん
，
 

〇
年
代
の
終
で
，あ

6
.た
。，

此
時
：、官
業
の
八
赌
間
勞
働
を
，观
定

'せ
る

' 1?

八
六
八
年
の
法
令
が
大 

改
正
を
受
付
た
バ
此
法
令

.

.は：1

八
，八

.七

：
年

：：
の
：：：高
：
等

法

院

の

判

決

^
ょ

れ
ば
ビ
れ
妳
官
克
の
手 

引
.た

る

.^
過
ぎ
：ず
八
時
間
勞
働

.條
項
を
有
せ
ざ
る
契
約

^

は
其

〉

適
用
が
な
い
も
の
ど
な
っ
た
。
 

此
判
決

K
反.對
す

る

农
め

^

—
-A
八
：八
年
特
別
法

•か
勞
働
聯
合
の
支
持

^

ょ
々
て
通
過
し
、合 

衆
國
印
刷

' 局
及
び

.郵
便
遞
送
人

R

對

す

る

八

時

_

勞
.«
#

1£
が
_

立
せ
ら

れ
、
次
で
一
八
九
一
一 

年

I

般
.的
八
時
間
勞
：働
法
が

.通
過
し
、之

R

ょ

o
.
,
y

合
衆
國

C7
>
1
,切
め
官
業

K
:於て
は
ま
接
政 

府
の
指

0

の

T

に
あ
る

' 
€ 
■請
：負
の
下

^

あ
る
戈
を
問
は
ず
：勞

.働.诗
間
を
八
時
間
ど
規
定
し
た 

が、其
後
數
年

»

此
法

.令
は
合
衆
國
檢
事
總
長

^

ょ
っ
；て
殆
：ん

W

绛
文
飞
せ
ら
れ
た

V

 

.

1

八

九

五

年『

ァ
，
メ

リ

：
^
勞
働
聯
合
，

』

は
'掘
沁
に
滿
足
な
ス
八
時
間
勞
働
雄
の
爲
め

R

努
力 

を
搠
始
し
、翌
年
下
院
に
於

X
は
八
：時
：間
勞
働
准
案
が
滿
場
一
發
を
以
て
：可
決
せ
ら
れ
た
が
、上 

院
、
ft
'於
，て

:は
提
案
後
：讀

_會

が

：
引

：：延3

れ
、5

會

期

の

間

無

爲

ド

終

ら

た
。
:'
.次

の

ム

八

九

八

年 

I

1 

<
九
九
年

;0
@

ぃ

會

猢

^

於
屹
は
.同
法
案
は
苛
酷
な
る
邶
联
を
受
妙
採
決
が
行
は
れ
な 

か

P

た。
而

L>
,
.i
:

今

A

九
九
年
丨

*-
九

:o
,
1
:
'
'

年
_
0
.議：看
代
於
て
、八
時
間
勞
働
法

.は.砰び
下
院

▲

ニ

十

远

卷C
1

八
0
.三
.

)

ョ
！ 
ロ
.ッ
バ
檝
爭
以
前.の
：ァ
メ
リ
カ
勞
働
組
合
诞
働

 

笫
十
ニ
號
 

セ
九



第
二
十
聂

C
I
:
<
0
,

四)

ョ—

ロ、
ソ。ハ

'戰：
爭以

.前：のァメタヵ

 ̂

第
卜
ニ
號

A
)

を
通
過
し
允
が
上
院

R
於
て
は
採
決
に
至
ら
ず
し
て

oh
み、一
九

o
一
一
年
、又

®
法
案
は
下
淀
を 

通
過
し

*
が、上
院

;0
委
員
會
は
報
吿
さ
へ
も
し
な

か

っ
た
。
同
年
の
八
時
間
勞
動
法
案
の
讀 

會

W
K於
て
は

『

全
國

&
:造
業

«
組
合

』

力
初
必
て
反
對
の
意
思
を
表
明
し
た
。；

 

.

.

,f
.

九

〇.
四

年

下

院

の

勞

働

委

員

脅

は

‘
商
務
省
化
對
し
て
法
案
の
特
徵
を
調
赍
す
べ

キ

f
L 

を
勸
街
し
て
、法
案
を
脫
線
：せ
し
め
、一
九
〇
六
年
下
院
の
勞
働
委
員
會
は
會
期
の
終
の
切
迫
せ 

る
時

./
\
時
間
勞
働
法
案

^

好
意
を
有
す
る
こ

^
を
報
吿
し
，然
か
も
委
員
の
多
數
が
之
に
署
名 

す
る
機

#

を
與
へ
ず
し
て
、法
案
の
通
過
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
而
し
て
次
の
ニ
期
化
は
勞
働 

姿
員
會
か
ら

..
一.
般
的
八
時
間
勞
働
法

^
關
す
る
報
吿
を
得
る
乙

^
が
出
來
な
か
つ
た
。

一

L 

.1
1

年

I
 

I
.
九

1
U

1

年
の
議
會

.
に
於
て
は

P
.

ァ.
：メ

ソ

ヵ

勞

働

：聯

合

：

』

は

新

し

さ

計

晝

を

立
て

政 

府
め

r
負H

事
.
は

！

哲
八
時
撣
勞
働
制
度
の
下

^
於

X
之

? :.
な
す
べ

き

乙

ど
を
要
求
す
る
法 

案
を
作
成

'し
た
。
各
番
の
間
で
最
も
重
要
視
せ
ら
る
ゝ
所
は
海
軍
の
造
船
所
に
於
け
る
乍 

で
ぁ
つ
た
。
此
法
案
は

『

て
メ
ソ

'..力
勞

»

聯
合

』
の
突
持
を
受
け
、若
干
の
修
疋
を
經
て
一
九
一 

I
I

年
丄
ハ
月
民
主

•

が
多
數
を
占
む
る
下
院
及
び
共
和
黨
が
多
數
そ
占
む
る
止
-院
を
逦
過
し
犬 

■
領

'タ
フ
ト
が
之

1

，
し

r

 

.  
,

.

.

『

ァ
メ
リ
力

/勞
顧
聯
合

』

が

*

府

k

對
し
て
多
少
.の勢
力
を
有
す
る
事
は
禁
止
命
令
反
對
法 

案
の

#
沈

^

ょ
っ
て
知

.る
，
己

^
:が

^

來
る
。

『

ア
メ
リ
力
勞
働
聯
合

』

は
ユ

ー
ジ
ン
，ブ
ィ

:>
ア
ブ 

:

ス(
E
u
g
e
n
e

 

V
.

 

D
e
b
s
)

の
讓
件

k

-1
っ
て
禁
业
命

令

の
一
可
酷

.な
る

M

 

VJ:.

を
知
っ
た
。

一
八
九
六 

年
間
接
官
苋
侮
辱

_

に
陪
密
官
を

.付
す
る
法
案
が
提
出
せ
ら
れ
、上
院
を
通
過
し
た
が
、甲
院

k 

■於
，
.て不

2

決
：せ

.ら
れ
た
。
次
で

”
九
〇
〇
年
勞
働
組
合
を
シ
ャ
ー
マ

ゾ*

ト
ラ
ス

 

'ト禁
止
法
の
適 

用

i
.り
除
外
す

.る
法
案
は
、僅
か

}:
(
:八
名
へ
の
反
對
ぁ
ぅ
し
の
み
に
て
下
院
を
通
過
し
た
が
、上院 

を
通
過
す
る
こ
ど
が
出
來
な
か
っ
た
。

一

九
〇
ニ
年
に
は
禁
止
命
令
反
•對法
案
が
下
院
を
通 

過
し
た
。

‘
併
し
乍
ら
其
後

^

於
て
は
勞
働
者

.の
輕
濟
カ
の
使
用
^
對
す
る
法
律
上
の
干
涉
を 

除
去
す
る
が
如
き
法
案
に
對
し
て
、議會
の

.有
力
分

.子
は
努
力
を
拂
は
な
か
っ
た
。

_

併
し
乍
ら
此
一
方

^

於
て
，裁判
、所

k

於
け

.る
判
決
は
事
態
を
：一
層
重
大
な
ら
し
め
、一
九
.〇 

八
年
丨
ー
九
〇
九
年
に
は

‘そ
の
絕
頂
に
達
せ
し
め
た
。

一
九
〇
八
年
一
一
月

.ダ
ン
オ
リ
ー
製
帽

件

o
a
n
b
u
r
y

 H
a
t
t
e
i
V

 .
c
a
s
e
)

は
シ
ャ
ー
マ
ン

‘
ト
ラ
ス
ト
雜

Jh
法
の
下
^
於
て
州
際
ボ
ィ
コ
ッ 

ト

R

ょ
っ
て
惹
起

^

れ
た
る
事
業
上
の
損
失

^

對
し
、勞
働
組
合
員
：はそ
の
私
有
財
産
の
有
ら 

ん
限

A

金
錢
上
の

.責
任
を
有
す
べ

P

-Z
ヾ

」

が
太

#

院
の
判
決

^

ょ
っ
て
示

^

れ

.た
。
こ
れ

V」

:

第
二
十
五
卷(

一
八
'0
五)

ヨ
ー
ロ V

ハ
.贼
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
努
働
飢
合
運
：動 

笫
午
ニ
.嫌 

八
一



锘U

1
五

卷

C !

八
0
六)

ヨ
l
bツ
パ
戰
#
以
前
.の
ァ
メ
リ
カ.勞
働
紐
合
運
：動

.

;
.

' 

;
i
. 

. ニ i.

爱 

Ail
.
0
ガ

す

へ

§

事

件

は

同

」

龜

間

k

勞

働

.者

が

勞

儆

組

合

員

^

る

が

故

^

鐵

道

會

*.
が

-1
別
臂 

遇

I

す
ご
ど
を
禁
北
す
る
エ
ル
ド
マ
ン
法
令

.

(
E
r
d
_

 A
c
t
)

の
一
：
部

分

を

*

法

違

反

な

ミ
 

し

た

る

高

等

法

院

の

判

決

が

あ

る

-°
.
其

後

|
年
を
經
て
セ
ン
ト
ル
ィ
ス

^

於
け
る

,

ッ
,
ス
 

ト
ー
グ
會
社
の
ボ
ィ
コ
ッ

‘ト
事
件

k

於
て

『

ア
メ
リ
力
勞

*

■
合

』

の
最
も
卓
越
せ
る
役
員
ゴ 

r

i

ス
ミ
ッ
チ
エ
ル
、乇
マ
ス
ン
の
三
人
が
コ
ロ
ン
ビ
ヤ

.區
の
下
級
裁
判
所
に
ょ
つ
て
#
社 

力曾つてボィコト

3

れ
た
る
事
實

?:
組
合
の
機
關
雜
誌

『

ア
メ
リ
カ
ン
•フ
ユ
デ
レ
ー
シ
ョ

-

ス
ト』

に
揭
載
し
て
禁
北
命
令
に
違
反
し

.た
る
廉
を
以
て
六
ケ
年
乃
至
一
ヶ
年

R
亘
る
下 

獄
を
宣
带
せ
&.

れ
た
。

斯
の
如
き
事
件
は
ア
メ
リ
力
の
勞
働
組
合
運
動

?:
無
氣
力
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
い
が 

其
政
策
の
變
化
を

5

し
め
る

k
.至
つ
た
。
即
ち

『

ア
メ
ソ

I

働
聯
合

』

は
政

f

支
配
す 

る
た
め
に
傭
主

ビ
競
辱

せ

^

る
を

#

な
く
な
つ
た
？
此
間
の
事
情
は
每
年
の
大
會
£

て
採 

擇
せ
ら
れ
た
る
決
議
ド
よ
く
示
さ
れ
て
居
る
。
一

九
〇
ニ
年
の
大
會
は
執
行
委
員
會
が

『

ァ‘メ
 

ジ

4
勞
働
聯
合

』

の
作
成
せ
る
法
案
の
支
持

5:
充
分
妃
誓
約
す
る
人
士
を
候
補
者
に
指
名
し

に
撤
出
す
ベ

§

多
く
の
質
問
を
.
用
意
し
た
か

 

.
!

九
〇
六
年
の

.議
員
選
擧

k

於
て

『

ア
メ
リ
力
勞
働
聯
合

』

は
一
層

.活
動
的

v
j

な

-
^
同

年

初
 

め
執
行

®

貴
會
は

*
.盟
組
合
を
し
て
勞
働
階
級
の
襄
求

k

*
成
せ
ざ
る
候
補
者
の
指
名
を
防 

止

す

る

.こ

ど

を

命

じ

た

o

而
し
 

'て勞

1

_

.級
の
選
.擧運
動
は
勞
働
代
表
委
員
會
の
手
に
收
め 

ら
れ
、潜働
組
合
の
辯
士
は
勞
働
者
の
！

§
1̂

に
反
對
す
る
地
方
に
送
ら
れ
た
。
戰
端
は
メ
ィ
ン 

列
の
下
院
議

«

リ
ッ
ッ

\

フ
ィ

1
ル
ド

rJttle£ld.)

k

對
し
て
開
か
れ
、ゴ
ン
パ
ー
ス
以
卞
多
數 

の
龃
合
役
員
が

.派
遺
せ
ら
れ
た
。
：併
し
乍
ら
彼
は
前
囘
ょ

6

も
得
翦
を
減
じ
た
が
矢
張
»
選 

せ
ら
れ
た
。.積
極
的
勝
利
は
シ
力
ゴ
の
電
信
エ
組
合
の
マ
ク
ダ

I

モット

(

客
&

9

|
け)

が
選
擧 

せ
ら
れ
た

1

事
の
み
で
あ
る
。：併
し
乍
ら
ゴ
シ
パ

I

ス
は
勞
働
階
級
の
要
求
^
對
す
る
强
敵 

の
大
多
數
を
斃
し
た
る

乙

ビ

は、勞働
階
級
が
完
全
に
其
.政治
的
勢
力
を
行
使
す
る
た
至

 

>
 
た
 

る
時
以
上
の
打
擊

?:
加
へ

‘だ
も
の
で
あ
る

S
主
張
し
た
。
次
の
議
會
に
於
て
货
觅
ら
に
敵
意 

を
增
加
し

『

ア
メ
フ
カ
勞

.働
聯
合

』

の
大
會
は
新
政
策
を
承
認
し
た
が
、之
ど
同
時
^
用
意
周
到 

t

彼
等
は
何
れ
の

'm
派

^

も
屬
せ
ず
又

a

立
の
勞
働
黨

5:
組
織
す
る
意
思
を
免
有
せ
ざ
る

乙 

ど
を
附
加
へ
た
。

2

十
五
卷

(

一八〇七

〕

J
H
I
W
ツ
バ
熾
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
組
合
運
動 

第
十
！5

A三



Î.I 

T
*
K
卷

2

八
〇
八〕

-3
丨
ロ

ツ
ハ
戰
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
組
合
運
動 

第
卜
ニ
^

\

4

'
.併
し
乍

ら

一九

'〇
八
年
の
大
統
領
選
擧

R

於
て

『

アメ
 

ノ
カ

勞

働
聯
合

』

は
民
主
黨
ヾ

」

協
力 

し
.た
。
而
し
て
同
年
三
月
多
數
の
加
，盟
せ
る
全
國

.組
合
の

#

部
及
び
農
民
，組
合
の
'代
表
者
が 

出
席
せ
る
反
對
大
會

k

於
て
、組
合
勞
働
者
は
六
統
領
候

.補
者
、議
員
候
補
者

.又

.は
其
他
の
官
货 

の
候
刺
者
た
る
を
問
は
ず
、來
る
ベ
さ
選
擧

k

M

て
彼
等
の
敵

5:
擊
破
す
る
爲
め
に
斷
然
た
る 

處
嚴
を

.な

.す
、へき‘こ

VJ,

を
明

言 
'し
た
。

.第
二
の
：手
段
は

『

ア
メ
リ
カ

勞

働
聯
合

』

の
要
求

«

M 

t

兩
黨
派
の
政
綱
委
員

k
:提
出
す
る

乙

ビ

で

ぁ

る
o

禁
止
命
令
反
對
の

.政

綱

の
文
言
は
民
主 

M

め
首
領

ビ
.協
■議
し
て
形
成
せ
ら
れ
、一

:%
0

四
年
以
來

『

ア
メ
リ
カ
勞
働
聯
合

』

.が要
求
せ
る 

堪
業
の

.*
利
を
骒
，護す
る
た
：

Q

R
禁
止
命
令
の
發
布
を
禁
止
す
る

•
乙
ど
を
削
除
し
、其

'

ぅ

こ 

莫
然
ど
勞
獅
筚
議
に
對
す
る
禁
止
命
令
の
發
布

R

反
對
す
る
記
述
ど
法
廷
侮
辱
罪
^
對
す
る 

陪
雒
裁
判
^
賛
成
す
る
宣
言
を
以
て
し
た
タ

.
共
和

*

は『

ア
メ
リ
力
勞

«

聯
合

』

の
成
功

^

多
く
の
注
意
を
拂
は

~ず、而し
て

 

一
\

九
〇

g 

代
の
初
、聯
邦
判
事
ど
し
て
勞
働
部
議

R

對
す
る
最
も
有
力
な
る
禁
止
命
令
發
布
の
責
任
ぁ
る 

ゥ
ィ
リ

ア

ム
.
ぐ
ソ

I

ド•
タ
フ
ト

(W
illia

m

 

H
o
w
a
rd

 

T
a
ft〕

を
大

.统
苽
候
補
者
汔
、シ
ャ
ー

マ
ゾ

t
 

ー
卸
大
就
領
に
梢
名
し
た
。

之
に

'對
し
て
民
主
黨
は
ブ
ラ
イ
ア
ン
を
候
補
者

^

擧
げ
た
。

『

ァメ

•
リ
カ
勞
働
聯
合

』

は
民
主
黨 

勸
請
せ
ら
れ
、其
機
關
紙
^
於

ス
は
こ

れ
が
ブ
ラ
イ
ア
ン

R 

身
名

タ
フ
ト
は

禁
止
命
令
の 

大
な
る
責
務
を
果
し
て

も
、勞 

み
で
あ
る

V
J

明
言
し
た
0
斯 

部
は
ゴ

ン

パ
ー
ス
の
指
導

 ̂

四
年
ど
大
差
無
か
っ
た
。
之
 

者
の
投

M

が
、
ブ

ラ
ィ
ア
ン

 ̂

II
ニ
十
一
黑
對
百
六
十
ニ
票 

此
得
票
は
民
主
黨
の
投

M

の
 

を
示
す
も
の
で
あ
る

。
.
.

J

九

一

0

年
の
晴
會
選
擧 

策
を
.繰
返
し
た
が

前
ょ
り
も

笫

ニ

十

五

卷

(

一
八0
九)

3
が
禁
北
命
令

 ̂

て
極
力
共
和
黨 

賛
意

?:
表
す
る 

旅
手
で
あ
る

ビ 

働
者
は
政
黨

k 

の
如
く
し
て
總 

從
つ
た
。
之
に 

は
彼
等
の
候
補 

奪
は
れ
た
乙

W

 

の
差
を
以
て
タ 

五
十
一
パ
ー
.セ

反
對
の
故
を
以
て 

の
政
雜
ど
候
视
者 

の
^
同

1

.であ
る 

も

言
つ
た
が
、然か 

參
加
す
る

R

非
ず 

て
の
有
力
な
る
非 

.B
C
し

て

Ml
會
主
義 

者

デ

ブ

ス

：に

’行
く 

を

示

し

て

，ゐ
.る
。
 

フ
ト
の
勝
利
ブ
ラ 

ン
ト
六
^
對
す
る

民
主
黨
を
支
持
す
る
ょ 

v
j

を
攻
擊
し
た
。
ゴシ 

乙

ヾ

」

を
認
め
た

し
、ま

た
 

も

彼

は

政

黨

?:
支
持
す 

し
て
其
主
義
に
賛
成
す 

社
會
主
義
的
勞
働
組
合 

者
の
投
票
は
前
同
の

1: 

ベ

か

ぅ

し

少

.か
ら
ざ
る 

尙
ほ
序
乍
ら
此
選
擧
戰 

ィ
ア
ン
の
敗
北
^
歸
し 

四
十

' 六
ぐ
ー
セ

ゾ

ト

..の

.

割 た は 勞 九 の る る 彼 パ う  

合 ° 三 働 〇 幹 の S t 自 丨 に

k

於
て

『

ア
メ
リ

カ
勞
働
聯
合

』

は
味
方
を
助
け
敵
を
罰

す
る

政 

巧
妙
^
政
黨

k

參
*1
す
る
こ
ど

を

间

避

し

た

。

.多

數

の

進

步

的

丨
ロ
ツ
バ
職
爭
以
前
の
.ア
メ
リ
カ
勞
働
.組
合
運
動

 

铬
士
ー
，锶
 

八

五
•



论
二
,̂
九
#

C
T

八一

0〕

ョ
1
0少
。ハ
戰
爭
以
前
；の
ァ
メ 

9
.
力
勞
働
紐
合
.運
動
，
. 

第
卜
ニ
^
. 

V
I
、
.»

共
和
龜
員
は
民
主
黨
候
補

.者
ど
同
樣
に
强
い
支
持

?:
受
け
た

R

も
拘
ら
ず
議
會

R

於
て
民
主 

黨
が
多
數
を
占
め
た
亊
は

『

ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
聯
合

』

が
政
治
の

一

部
門

k

準

入

す

，
る

事?:
示

す 

も
の
で
あ
る
。
加

.之

.努
働
組
合
の
加
入
票

5:
有
す
る
十
五
人
の
者
が
議

.員
纪
選
擧
せ
ら
れ

1« 

へ『

合
同
觀
山
勞
働
者
組
合

』

の
前

#

記
ゥ
ィ

y

ァ
ム

•ビ
ー

•ゥ
ィ
，
ス
ン

(
W
i
l
l
i
a
m

 

B. 

W
i
l
s
o
n
)

ょ
 

T

院
の
勞
働
委
員
會
の
議
長
に
選

.

.擧
せ
ら
れ
た
。

大
統
領
タ
フ
ト
の
下
に
於
け
，る

議
會
は

『

ァ

メ

ソ

力
勞
働
：聯

合

』

’
か

十
五
.年

來

主

張
し
た
る 

立
法
の
大
部
分
を
通
過

さ

せ

た。
此

間

k

は
官
業
請
負
業
：

對
す
る

八
時
.
間

法
及
び
海
員
に 

契
約
の

自
由

t

與
へ
る

海
員
法
'が
あ
つ

た
。

又
鑛
山
周

(B
u
re
a
n

 

o
f M

in
e
s
)

が
鑛

II
I

勞
锄
者
の 

;
恥
祉
の
爲
め

k

設
置
せ
ら
れ
、次

で

努

働

猶
(D
e
p
a
rtm

e
n
t 

o
f 

L
a
b
o
r)

が
設
置
せ
ら
れ
、又シ
ャ

?

マ
ン
ー
ラ
ス
ト
擎
业
法
及
び
其
他
の
聯
到
法
令
の
下

^

於
て
、勞働
組
合
を
腿
迫
す
る
爲

R

同
 

法
畨
を
し
て
資
金
を
使
用
せ
し
ひ
る
充
當
法
燊
の
附
帶
決
議

?:
攻
擊
し
た
。

加
之
、

電信電話 

t

#
際
商
業

®

M
會
の
監
督
の
下
に
置
さ
、正當
の
理
由
あ
ぅ
マ

」

認
め
た
る
時
は
州
際
布
業
‘委
 

員
會
が
鐡
道
蓮
賃
の
引
下

?:
命
じ
得
る

乙

ビ

ビ

し、又
高
等
法
院
は
ト
ラ
ス
ト
禁
止
の
方
汁
こ 

盡
い
て
ス
タ

.
ン
タ

4

ド
石
汕
會
社
ど
ァ
メ
リ
カ
煙
革
會
社
ど

^

解
散

t

命

f>
し
た
，。

而
し
て

一

九 

一
二
年
の
大
統
領
の
選
擧
戰

k
於
て
は
前
大
統
領

,
丨
ズ
べ
,
ト
ど
現
大
統 

領
タ
フ
ト
ど
の
問
ド
意
見
の
權
執
を
生
じ
共
和
«
の
指
名
大
會
が

タ
フ

卜

?:
指

名

し

た

る

爲
 

め
に
ダ
ー
ズ
べ

,
ト
一
派
は
進
步
黨
の
名
稱
を
有
す
る
新
政
黨
を
樹
立
し
た
。
之
^
對
し
て 

民
主
黨
は
二
ユ
！
ジャー
シ
ー
州
知
事
ウ
ッ
ド

口

ー
•ウィル

ス
ン

(woodron 

Wilson)

を
指
名
し
、此
 

處

k
三
者
鼎
立
戰

W

な
っ
た
が
、共
和
黨
の
分
裂
が
禍
因
を
な
し
ウ
ィ

,
ス
ン
の
大
勝
^
歸し
 

た。
其

得

M

はウィルスン四

W
三十五

M

k

對

し
^

I

ズ

ベ
ル
ト
八

十八

惡
、タ
フ
ト
八

M
 

で

.比
率はウィ

,
ス
ン四十

1
パ
ー
セ
シ

ト

八
，ル
!
ズ
ベ
ル
ト
ニ
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
四
、タフ 

ト
ニ
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
ニ
の
割
合
で
あ
っ
た
。
此
選
擧
戰
^
於
て
ゴ
シ
パ
ー
ス
は
民
主
黨
が 

提
案
せ
る
勞
働
者

^
有
矶
な
る
法
案
を
指
摘
し
、勞
働
者
を
.し
て
各
自
の
結
論
を
杣
出
せ
し
ひ 

る
事
ど
し
た
。

『

ァ
メ
リ
力
勞
働
聯
合

』

の
立
法
計
畫
の
重
要
な
る
も
の
で
あ
ふ
ト
ラ
ス
ト
禁
止 

法
案
を
努
働
組
合

^
適
用
せ
ざ
る

Z
ど
及
び

.禁
止
命
合
を
以
て
勞
働
骄
議

R
裁
判
所
が
干
涉 

せ
ざ
る

Z
ど
は
未
だ
實
現
せ

.ら
れ
な
か

o
た
0

而
し
て
ウ
ッ
ド
口
ー

•ウ
ィ

y
ス
ン
の
當
選

k 

ょ
り
て
民
主
黨
多
數
の

*
會
が
成
立
し
、ミ
れ

R
侬
6

て『

ァ
メ
リ
力
：勞
働
聯
合

』

の
政
友
が
政 

治
の
各
部
分

?:
支
配
す
る

Z

€■
ビ
な
办
、ウ

.ィ
リ

K

ム
•ビ
ー
•ウ

イ

,
ス
ン
は
勞

.1
大
臣

^

壬
命

第

二

十

五

卷C
1

八
.

一
1

)

ョ
ー
W
タ
パ
戰
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
組
合
運
動

. 

第
十
二
號
 

八
七



第
二
十
五
卷

C
1
A
I ニ

)

ョ
丨
ロ
ツ
。ハ
戰
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
妞
，合
運
動 

第
十

二

號

.

せ
ら
れ
、

其
後
七
年
間

.
は
勞
働
聯
合
は

.政
府
黨

ど
な

0

た
の
で
ぁ
る
。
斯
く
し
て
ー
九
〇
丄
ハ
年 

編
成
せ

る

政
治

的
綱
領
は

漸
く

結
實
す

る

様

k
見
え

た
。(

p
e

n

 p
p
.

VS
S
-4

; Co
m
m
o
n
s
,

 pp. 

3
S
3
3

 ; 

B
i
m
b
a
,

 
pp. 

2
2
S
-
2
2
9
; 

Schlesinger, 

A

 

Political 

s
d Social 

H
i
s
t
o
r
y

 

of the U
n
i
t
e
d

 States, pp. 

ム 61
4
6
6
;

 

w
o
k
n
a
p
p
p
.

 

6.3—6
^

六
急
進
的
勞
働
組
合
運
動

 

，

一
九
〇
四
牮
以
後
十
年
問
に
苴
つ
て

『

ア
メ
リ
カ
勞
働
聯
合

』

は

非
組
合

員
を
使
用
す
る

靡 

業
主
幷

k

裁
判
所
に
對
抗
し
て
防
禦
的
政
策
を
續
け
な
け
れ
ば
な
ら

' な
か
つ
た
。

之
は
.井
し 

乍
ら
總
て
の
組
合
の
態
度
で
は
な

‘く
急
進
的
纪
反
對
が
發
達
し
つ

.
、
ぁ
つ
た
。

其
一
つ
は

『

ア
 

メ
リ

力
勞
働
聯
合

』

內
部

k

於
け
る

社
會
主
義

的
知
識
階
級
の

主
張
す

る

社
會
主
義
的

政

綱

 

を
有
す
る
政
黨
を
主
張
し
、彼
等
は
同
時
に
職
業
別
組
合
の
代
り
^
產
業
別
組
合
主
義

?:
採
ら 

ん
ど
し
た
。
而
し
て

『

ア
メ

リ
カ
勞
働
聯
合

』

外
部

^

於
て
は
、社
會
主
義
者
の
指
鷄
の
下
紀
成 

3

し

^

も
な
く
サ
ン
テ
ィ
カ
リ
ス
ト
の
手
妃
落
ち
た
る

『

世
界
產
業
勞
働
者
組
合

』
(

J

&

g
p̂-
J 

W
o
r
k
e
r
s

 

of the 

w
o
r
l
d
)

の
旗
幟
の
下

^

進
軍
し
た
。
併
し

一
九
〇

.五
年
以
後
の
勞
働
聯
合

?>

保
守
主
義
者
ど
急
進
主
義
者
の
間
の
問
題
を
充
分
に
玴
解
す
る

^

は、页

R

之
ょ
ぅ
も
避
っ
て 

根
本
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
社
會
主
義
運
動
は
ス
ト
レ
ッ
テ
ー
及
び
ゴ
ン
パ
ー
ス
の
日 

和
見
的
勞
働
組
合
運
動
の
發
生
し
た
る
後
に
於
て
も
全
然
解
消
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
、

一

少
數
の
知
識
階
級
及
び
知
識
的
勞
働
者

^

傅
へ
ら
れ
た
.の
み
で
あ
っ 

た
め

^『

ナ
ィ
ッ
，ォブ

♦
レ
I

、
パ
ー

』

及
び

『

ァ
メ
リ
力
勞
働
聯
合

』

ど
賃 

碼
カ
す
る
態

.度
を
取
っ
た
0
旣
述
の
如
く
葉
卷
製
造

業
、家
具
製
造
業
、
 

ィ
ッ
人
の
從
事
す
る
職
業
に
於
け
る
組
合

^
は
多
數
の
社
會
主
義
者

ク、シ力
ゴ
、ク
リ

I
ブ
ラ

.V

ド
、
セ

ン
ト
;-
ィ
ス
、ミ

y
ゥ
ォ

ー

キ

I
其

1

の
都
市

^

於
.け
る

『

勞
働
組
合
聯
合

』

の
指
翦
者
の
內
化
も
社
會
主
義
者
が
あ
っ
た
。

1

八
八
六
年
に
於
け
る
こ
ュ
ー
•ョ
ー
ク
市
長
の

.選
擧

k
於
て
社
會
主
義
者
は
へ
ン
リ
ー
•ジョ
 

丨
ジ

(
H
enry 

G
e
c
r
g
e
)

及
び
勞
働
組
合
ど
協
力
し
、其
後
に
於
て
は
勞
働
組
合
員
の
內

R
好
意

を 

寄
せ
る

者
，
か
多
か
っ
た
が
、內
部
の
不
和
の
爲
め

U

其
多
く
は
走
ジ

て

終
っ
た
。
而
し
て

«:
# 

主
者
義
の
團
體
は

1

八
七
七

^
以
後

『

&
會
努
働
黨

』
(socialist Labor party )

の
名
を
以
て
存
續 

し、一

蔺
近
く
の
組
合
員

?:
有
し
た
が
其
活
動
は
政
治
的
で
は
次
か
っ
た
。
而
し
て
斯
の
如
き

第

二

十

五

卷(

一
八
.
.
1
三〕

ョ
ーn

ッX

職
爭
以
俞
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
紐
合
運
動 

笫
十
ニ
號 

八
九

八
八
〇
牟
代
を
通
じ
て

た
。
彼
等
は
其
主
義
の

銀
歸

^'
に
於
て

^

心

^

釀
造
業
及
び
此
外
の
ド 

力
あ

-

C
N

又

j| 

.ユ
I
•ヨ
ト



第
二
十
I
 

a

八一

四)

ョ
丨
口
ツ
バ
職
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
組
合
運
動 

第
？

號

九

0

狀
態
は
ダ

！

I 

H

ぐ
デ
レ
オ
ン
の
出
現
す
る
ま
で

*

V

た
。

タ

ニ
工
ぐ
デ
レ
オ
ン

(
D
a
n
i
e
l
D
e

 

L
e
o
n
〕

は
一
八
五
ニ
年
オ
ラ
ン
ダ

®

西
ィ
ン
ド
に
生

1
、一
 

八
七
ニ
年
一

一
ユ
ー

•
ョ
ー
ク

k

移
住
し
、

一

時
コ
口

.
ン
ビ
ア
大
學
の
語
學
の
敎
师
ど
な
つ
た
が

' 

八
八
六
年
の

ヘ
シ

リ
ー
•.
ジ
ョ
ー
ジ
の
市
長
選
擧
戰

k

關
聯
し
て
勞
働
運
動

^

入.CV、

一
八
九

n 

年

^

は
社
會
主
義
國
體
の
牛
耳
を
執
る

^

至
つ
た

M

ど
が
見
出

a
V

れ
る

o

彼
は
ア
メ
リ
力
の 

勞
働
述
動
も
他
の
諸
阈
の
勞
働
運
動
ど
同
樣
化
社
會
主
義
的
で
あ
る
ベ
さ

Z
ヾ

」

を
知

3
た

0 

而
し
て
.彼
は

『

ナ
ィ
ツ
•オ
ブ
•レ
丨

,

丨』

幷
R

『

アメ
 
.ソ
カ

勞
働
聯
合

』

の
中

k

祉
會

主
義
を

管 

現
せ
ん

v
j

努
力
し
た

が
•其

成
ら
ざ
る

?:
見
て
、別
の
斷

然

た
る
處
置

^

出
づ
る

.
k至
つ

こ。

h 

ち
一
八
九

^

年
ナ
ム
工

r

、コン
パ
ー
ス
を
勞
働
聯
合
の
會
長
の
選
擧
に
於
て
波
つ
た
が
、其

0 

年
彼
か
砰
選
せ
ら
れ
、社
會
主
義
を
拒
否
す
る

^

及
ん
で
、デ
レ
オ
ン
は
之
ど
分
離
し
、同
志
を

㈣ 

合
し
て

『

®
會
主
義
產
業
勞
働
同
盟

J
(
s
o
d
a
J
i
s
t

 

T
r
a
d
e

 

a
n
d

 

L
a
b
o
r

 

Alliance〕

を
組
哉
し

2
0

俠；る

^

こ
れ
は
其

5>
焖
點
ょ

<

極̂
め
て
不
，幸
な
る

#

足
を
な
し
た
。
蓋
し

ft
會
主
義
，者は 

こ
れ
を
！

n

し
て
勞
働
界

s

1

i

る
も
の
な

g

し、勞働
組
合

2

者
は

M

れ
を
許
し
雛 

&

罪
恶
次

6

ど
看
做
し
た
。
そ
れ
故
に
始
め
ょ
り
寧
ろ
失
敗
を

a

け
た
も
の

^

言
ふ
べ
き
で

•

社
會
主
義
的
思
想
を
有
す
る
勞
働
組
合
運
動
者
で
あ
つ
て
も
之
に
參
加
す
る

i

の
•は
多
く
な 

か
つ
た
。

加
之
、多
く
の
勞
働
組
合
の
指
導
者
，は
，ゴ
ン
ヾ
ィ
ー
ス
に
走
つ
た
。

而
し
て
最
後
^
デ 

レ
オ
ン
が
支
配
權

?:
攀
握
せ
る
當
初
ょ
り
反
對
を
續
け
た
る

『

社
俞
勞
働
黨

』

の
一
部
の
者
は
一 

八
九
八
年
反
旗
を

a

し

て
他
の
社
會
主
義
團
體

ビ

合
同
し

『

社
#

民：主

m

Socialist D
e
m
o
c
r
a
t
i
c

 
p
a
r
t
y
)

を
組
織
し
た
。

t

れ

■は

1

九

0

1

年
の
統
一
大

.會

R

於
て

『

ア
メ
ソ
力
社
會
黨

』
(socialist 

Party 

of A
m
e
r
i
c
a
)

ビ

な
つ
た
が

*

決

»

R
示
す
が
如
く

「

^
«
組
合
は
歷
史
的
必
然
性
に
ょ
り 

政
黨
參
加
の
問

.題
化
就
て

.は
中
立
の

M
步

R

立
ち
て
組
織
せ

' ら
る
ベ

5

も
の
な

6
^
c.云
ふ
が 

如
く

)ll
h

會
黨
ズ
は
區
别
す
べ
き
存
在
で
あ
つ
た

。
.

1

九
〇
四
年
秋

『

ア
メ
リ

.カ
勞
働
聯
合

』

を
除
名
せ
ら
れ
た
る
六
名
の
勞
働
者

が、
勞
働
組
合 

を
新
し
き
甚
礎
の
上

^

建
設
す
る

Z
ビ

の
必
要
を
主
張
し
其
實
行

R

着
，
し
た
。
そ
れ
は

『

大 

ブ

y

テ
ン
合
同
機
械
工
組
合

』

の
ア
メ
タ
カ
代
表
者
ア
ィ
ザ
ク

•
コ
I

ゥ
工
ン

(Isaac 

c
o
w
e
n
)
『

ア
 

メ
リ
カ
勞
働
勞

®
者
組
合

』

の

財
務

書
記
長
ク

レ
ア
レ
ゾ
ス
•ス
ミ
ス

(Clarence smith
)

前
記

組 

合
の
機
關
紙

『

勞
働
者
の
聲

』
(
v
o
i
c
e

 

of L
a
b
o
r
)

主
筆
ト
ー
マ
ス
'ジ

ェ
ィ
，

、
ノ

ッ
ガ

ー
テ
ィ

(
T
h
o
m
a
s

 

J. 

H
a
g
g
e
r
t
y
)
『

鐵
道
從
業
員
合
同
組
合

』

會
長
ジ

ョ
!

ジ•
ェ
ス
ッ

(

08
令

E
s
t
e
s
)

前
記

si
合
の

財

第
二
十
五
卷

(
I

八
-,-
-*五〕

ョ
ー
口
ク
バ
熾
爭
以
前
の
ア
メ
リ
カ
勞
働
齟
合
述
動

 

' 

笫
十
ニ
诚

’

九1



j: 

u
 

I 

f 

......

.............

.-.,
:Im
l_

I

-sâ
lww

f

十
s
 

(
一

八一

六)

ョ
"
ロ
ッ
X

I
以
前
の
ア
メ
リ
カ
I

f
運
動 

？

ニ

號

九

ニ

]|
記
長
.ダブ
ぐ
ユ

丨

♦エ
ぐ
ホ
丨

i
.

 

L

.

I及

I

同
釀

：造
勞

働

者

組
合

』

の『

I

新

H
.

』
(

出

言

N

i

g)

主
筆
ゥ
ィ
ソ
ア

A 

•イ

!

ト

ラ
☆

ト
マ
ン

(
w

n
f

 

w
. Tr

a
i
n
)

で
あ
つ
こ
が
、
 

丨疋
r

の
革
命
：

^
勞
儆
組
合
の
.指
導
者
は
保

守

的
勞
働
組
合
の

進
展

の
遲
々
た
，る

^
馓
ら
ず
し 

で

.九

0

五
年
ニ

 

S

日
に

5

て

愈
々

新
し

塞

働
圓
體
を
組
織
す
る

2

S

月
ニ
卜 

七
日

-シ
カ
ゴ

k

於
て
大
龠
を
開
催
す
べ
さ
宣
富
書
を
公

K
 

)

た
。 

- 

招
し
て
此
招
集

^

應
じ
て
當
日
參
集
し
た
る
代
表
漭
は
總
數
百
八
十
六
を
算
へ
、ナ
ー
一
日

M 

討
議

I

し
た
る
後

『

世
界
產
業

勞

働
者
組
合

』

f

 

I

一
 

f

民

$
 

f

 

S
 

(

ア
イ
.ダ 

ブレノユー，、
ダ
ブ

,

ユ
，
奮

，W.
)

が
成
立
し
た
。
大
會
^
代
表
せ
ら
れ
た
る
組
合
の
最
も
重 

要
な
る
も
の

k

は
ニ
？

千
の
加
入
者

I

す
る

『

西
部

.坑
夫
聯
合

』
(
w
e
s
t
e
r
n

 

F
e
d
e
r
a
t
i
o
n

 

o
f

M

f〕

5

七
千
名
|

す

る『

ア

メ

ジ
カ
勞
働
組
合

l

l

g

 

,

1
 

g

l
千

I

す 

る『

合
同
金
屬
勞
働
者
組
合

』
c

u
l

 

M
e
t
a
l

f

l

 二
千
名

I

す
る

『

.合
同
鐡
道
從
賞

組
合

』

f

 

B

i

r

d
 

o
f 

R
a
i
l

 

I

I

〕
1.

千
四
百
五
十
名
を
有
す
る

『

社
會
主
義 

職
業
勞
働
同
盟

』
(socialist 

T
r
a
d
e

 

a
n
d

 

L
a
b
o
r

 

Alliance)
が
ぁ
ぅ
、出
席
.せ
る
主
耍
人
物
中
に
ょ
ユ 

!

ジ
ン

•グ
ィ
二
ア
ブ
ス

、

(
E
u
g
e
n
e

 

V
.

 

D
e
b
s
)

ダ
ニ
エ
ル

•デ
レ
オ
ゾ

(Daniel

:u
e L

e
g
)

少
ィ

T
ム

t\
■
*

へ

ィ

ゥ

ッ

ド.(William 

D
.

 

H
a
y
w
o
o
d
)

等
が
あ
る
。

ル
新
し
さ
團
體

『

ア
ィ
，•ダ
ブ

V

ユ
I
 
♦ダ
ブ

,
ユ
ー

』

の
主
義

R
就
て
は
#
則
の
前
文
に
次
の

、述
ベ
七
あ
る
。

•
-
-
-

「

勞
働
階

a

ヒ
储
主
階
級

.ど
は
共
通
の
何
物
を
も
有
し
な
い
。
何
茁
ど
沄
ふ
勞
働
者
の 

問

^
.切
餓
ど

©

乏
.

か̂
見

5
:
1
^
れ
側
主
階
級

2:
»

成
す

0
少
數
の
者
が
人
生
の
善
さ
も 

の
を
一
切
所
有
す
る
限

{
、平
和
は
存
在
し
な

.

S

。

.

「

避
等
雨
階
級
の

IB
J

R
於
け
る
，闘
爭
は
、總
て
の
勞
作
者
が
產
業
界
丼
に
政
治
界
に
於
て 

團
結
し

^

れ
の
政
黨
に
も
加
盟
す
る

乙

ビ

な
く

し
て
、勞
；働
階
級
の
經
濟
钳
織
に
ょ
つ
て
，
 

勞
働
の
所
產
を
段
己
の
所
布

^

す
る
，
爻
で
、繼

_續
せ
ざ
る

?:
得
な
い
。

「

，
次

';
I
iハ數
を
減
ず

.る
少
數
者
の
手
中

.に、富
が
急

速

R
獲
得
せ
ら
れ
產
業
練
制
が
集
中 

せ
ら
れ

■る

爲

め
に

#
働
組
合
を
し
て
傭
主
階
級
の
膨
脹
し
て
此
ま
ざ
る
權
カ
に
對
抗
す 

'5
乙
ビ
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
。
蓋
し
職
業
別
勞
働
組
合
は
同
一
摩
寒
^
於
べ
け
る
一
團 

の
勞
働
者
を
し
て
他

0

1

圃

.の
勞

.働
著

k
對
抗
ぜ
し
む
る
^
至
ら
し
め
る
事
物
の
狀
態 

を
贿
成
せ
し
む
る
か
ら
で
あ
る
。
職
業
別
勞

«
組
合
は
勞
働
者
が
傭
主
ど
共
通
の
利

®

笫
ニ
十
：■-
/
/
:
卷

C

八
一
七)

ョ— 2

ッ
バ
熾
^
以
前
の
ア
メ
リ
ヵ
癆
侧
紐
合
運
動

 

笫
十
ニ
號
 

九」

一



第
i
.

卷

(

一八一八

)

：
？

ロ
ツ
バ
馨
以
前

.
の
ア
メ
リ

|

働
紐
合

|

 

.第
十
一
一
號
九
四

.關
係
を
有
す
る

 

<
信
ぜ
し
む
る
檨

k
傭
主

階

級

を

助

け

る

も
の
で
あ
る
。

「

是
等
の
、

む
べ
き
狀
態
が
改
善
せ
ら
れ
勞
働
階
級
の
利
益
が
伸
張
せ
ら
る
、
の

f

、 

何

れ

の
I

產
業
又
は
鸫
て
の
產
業

.k
於
て
も
、其
の
總
て
の
關
係
者
-が
其
一
部
門
に
ヰ
、
て 

ス
ト

ラ
ィ
キ
又
は
ロ
ッ
ク
ァ
ゥ
ト
が
行
は
れ
た
る
時
、若
し
必
要
な
れ
ば
作
業
を
停
止
し
、
 

之

^

依
み
て
一
人
^
對
す
る
侵
害
は
總

て

I

す
る
侵

.
f

す

.る
が
如

I

法
^

於

て

 

團
體
を
組
織
，せし
む
る
方
法

.
k
よ
る
の
み
で
あ
る

。」

.

S

し
き

M

f

非

常

k

雜

多

？

要

素

よ

孟

I

會

主

義

者

デ

ゾ

デ

yy
.

y

ス
ト

、t

府
主
義
雰

S

合
主

S

蓄

含

名

故

R 
M 

s

 

Wも
無
 

< 內

部

S

紛

f

 #

礫

>
j

が

生
じ
た
。

1

九
〇

J

シ

^
ゴ
5

け
る
第

1

5
大
會
は
六
萬

I

働
？

代
表
す
る

九
十 

三
名
の
代
表
者
が
出
席
し
た
が
彼
等
は
ニ

派
..

に
分
れ
て
對
立
し
た
。

一
は
ビ

ン
セ
ン
ト
•セ

ン
 

I

ョ
ン

c
v
f
t

 S
M

I

が
指

f

る『

ァ
ィ
•
ダ
.フ

,

ユ
！

ダ
ブ

ル
ユ
丨

』

の
本
部
の
代
表
者 

で
あ
つ
た
が

*
も
重
要
な
る
圓
體
た
る

『

西
部
坑
夫
組
合

』

は
遂
に
脫
退
し

ft
運
動
を
非
常

k 

办
め
た
。
倚
ほ
又
間
も
無
く
政
治
派
£

業
派

I

間

S

櫟
が

生

じ

於
。
而
し
て

S

よ 

-

組
合
の
加
入
者
は
漸
次
減
少
し
有
效
會

2

僅
か
五
千
名

I

つ

た

。

一
九

◦

八
t

於

げ
る
第
四
岡
大
會
は
紙
合
を
ニ
分
せ
し
め
る
犬
な
る
欽
爭

•か
生
じ

^

^
其
一
，
は

、、、
シ

ダ

ン

0 

デ
ト
口
ィ
ト

^

本
部
を
有
し
、他は
シ
力
ゴ
に
本
部
を
有
す
る
も
の
で
前
者
は
遂

R

分
立
す
る 

R

至
ぅ
後
考
が

『

ァ
づ
ダ

ブ

ル

ユ

ー

♦ダ

ブ
ル

ユ

ー

』

S
し
て

存
續

し
た
。

然
か
も
彼
等
は
一
九 

〇
五

年
に
採
擇
せ
ら
れ
た
る
主
義
を
捨
て
，政
治
運
動

^

關
す
る
文
言
を
削
除
し
、前
文
の

第

二

 

節
を
次
の
如
く
改
め
、

51
に
新
し
き
ニ
節
を
附
け
加
へ
た
。

「

遥
等
兩
階
級
の
間
に
於
け
る
鬪
爭
は

’世
界
の
勞
働
者
が

一

階
級

w

し
て
組
織
せ
ち
れ 

土
地
及
び
生
產
機
關
を

^

有
し
賃

«

制
度
を
撤
廢
す
る
ま
で
存
續
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

「

保
守
的

箴
言

「

公

IE
な
る
一
日
の

勞
働

k

對

す
る
公
正
な
る
日

給」

^
代

る

に
^

々
の

旗 

k

我
々

の

革
命
的
標

語
*
鈒
制
度
を

廢

北
せ
ょ

」

ど
記

3
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

•

「

資
本
主
義

a-
. く

.し
て
や
つ
て
行
く
事
ば
勞
働
階
級
の
歷
史
的
使
命
で
あ
る
。
生
產
の 

軍
隊
は
組
織
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

.
單

R

資
本
主
義
ど
の
日
常
の
鬪
爭
の
爲
の
み
な
ら 

ず
資
本
主
義
が
顚
覆
し
た
る
時
生
產
を
實
行
す
る
爲
に
も
。

■

「

產
業
別

k
組

織
す

る
事

^

ょ
々
て
我
々
は
古

い
殼
の
內
に
新
ら
し

さ
社
會
を

建
設
し 

つ
、あ

る
JO

笫
ニ
十
芄
卷

C
1

八一九

〕

.ョ
ー
ロ
ッ
パ
戰
爭
以
前
の
ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
組
合
蓮
姻

. 

第
十
二
號

.

九
五



第
二
十
五
卷

(
1

八
ニ
〇

〕

ョ
ー
ロ
ク
パ
戰.哦以
前
の
ア
メ
リ
ヵ
#
働
紐
合
述
動 

笫

十

ニ

號

九

六

^

く
の
女
さ
行
歡

^

ょ

6

て『

ア
ィ
\タ
フ
ル

ユ
ー

•
タ

フ

,

ユ
I』

は
純
然
た
る
產
業
上
の
圆 

體

ビ

な

6

明̂

R

^
働
者
の
政
黨
を
必
要
ど
す
る
者
を
も
排
斥
し
々

。
.

『

ァ
ィ
•タ
ブ

,

ユ
ー
，ダ
ブ

 
>
 
ユ
.
丨』

の
組
織

^

就
て
は

『

ァ
ノ
リ
ヵ
勞
働
聯
合

』

の
缺
點

k

鑑
み 

た。
地
方
產
業
別
組
合
は
地
方
同
業
勞
働
組
合

k

相
當
す
る
も
の
で
あ
る
が
後
者
ょ

6

多
く 

の
權
能
有
し

一
M

方

k

於
け
る
一
産
業
ド
從
事
す
る
澇
働
者
を
盡
く
其
加
入
者
ど
し
た
。

次

^
全
國
產
業
別
組
合
は

.娜
方
產
業
別
組
合
の
特
定
數
が
成
立
せ
る
產
業

k
於
て
組
織
せ
ら 

れ
其
代
表
す
る
產
業
化
於
け
る
勞
働
者

.の
共
通

0
利
益
.の
た
め
に
地
方
組
合
を
統
制
す
る
も 

の
で
あ
つ
た
。
疴

『

ァ
ィ

•ダ
ブ

,
ユ
丨
。ダ
ブ
ル
ユ
ー

』

は
類
似
產
業
の
.總
て
の
全
國
產
業
別
組 

合
が
參

.*
す
る
靡
業
部
門

(industrill 
department)

を
包
括
す
る
。
而
し
て
そ
れ
ょ
二

 )

£ぶ

I
 
土 

:地、激
業

•水
産
業
、

(

一I)

鑛
業

(

三)

運
輸
通
信
業
題
製

造
工
業
及
び
各
種
生
產
霊

)

連
築
業

(

六)

公
共
事 

C.
の
六
剖

i
z
k

分
た
れ
る
の
で
あ
る
。
次
^
ァ
メ

 

y

ヵ
勞
働
聯
合
の
都
市
中
央
、組
合
^
相
當 

す
る
產
業
別

•地
方
協
議
僉
は
地
方
產
業
別
組
.合
が
必
ず
參
加
す
べ
さ
も
の
で
あ
久
前
荠
の
玉 

意
に
參
加
せ
し
む

5
ど
異
な
み
其
地
位
も
比
較
的
重
要
で
あ
つ
た
。

居

_

產
業
別
猶
合
、地
方
協
議
會
及
ぶ
總
漱
听
委
員
會
の
何
れ

:R
權
カ
を
有
せ
し
む
べ

S

い

即
ち
中
央
集
權
た
る
べ
さ
か
、若
し
く
は
，地方
分
權
だ
る
べ

&

か
は
，

『

ァ
ィ

•
ダ
ブ

V

ユ

ー

•
ダ

ブ 

ル
ユ
！

』

の
一
指
導
若
の
大

k

頭
を
勞
し
た
る
問
題
で
あ
る
。
之
に
就
て
は
第
二
囘
大
會

R
.於
 

て
'；r

代
：表者
は
米
國
の
政
治
紙
織
の
弊
齊
を
説
さ
全
國
組
合
の
權
カ
を
制
限
し
全
體
ど
し
.て
 

の

«

織
に
總
執
行
委
員

#:
^

こ
士
を
虫
張
し
之
を
承
認
せ
し
め 

た
？

前
し
て
其
後
に
於

•て
，總
執

.行

®
.員
俞
の
權
限

.は
堦

.々

»

張
せ
も
れ
た
が
、一
九
一
三
年

 ̂

率
々
て
斯
く
の
如
ぎ
集
中
的

,
.
_

k對
す
る
反
對
が
勢
カ
を
占
め
、同
尔
の
，大
會
に
於
て
其
.自 

的
を

一

部
分
成
就
し
た
。ノ

次

^『

.ァ

.ィ•タ
フ

ハ

ユ
！
ダ

ブ

ぐ
ユ

I』

の
手
段

R

就

て

ビ
ン

セ
ン

ト
.セ

ン
ト
•ジョン

(
V
i
n
c
e
n
t

 

St. 

J
o
h
n
)
：

は
次
の
如
く
述
べ
て
ゐ
る

-:
0

-

'「

苹
命
的

II
I
.體

ビ

し

：
て『

世

，
界

：
產
'業

勞
«

者

組

：命』

は

時

，間
<
犄
カ
を
ホ
ふ
る
事
最
も
、少

.'な

く

し

て

收

獲

t
得

^
如

..何

.：な
'る
.又

.

j.

.切
'の
.手
'.段ノ
2:
も

用

^
'る

事

?:
辭

し

な

い

.

.

.

傭
货

.ど
：
結

び

た

る

如

何

.へ
夺

 

0
で
は
な

.S
。

賃
銀
：制
度
が
存
續
す
る 

限

.
C
V
.
M
て
.の
；平

*

は
武
裝
的
休
戰
で
あ

：

.る

•
•
•
：

•

『

ァ：ィ

V
V
,

ブ
ル

r
f.
i
ダ：ブ
ル

ユ
ー

』

は
長
期
の
ス
ト
ラ
ィ
キ
の
成
功
す
る
時
代
の
過
ぎ

第

二

十

五

卷CI

八
一1

1
)

-ョ
丨
”ロ
ク
パ
'戰
氓
.以
前
^K

 
メ
リ
.力
'#
働
組
：合
運
動
 

第
十
I
s 

九
七



第

二

十

五

卷a

八
ム
ニ
 d

 

-丨
ロ
$
 

第
卜
ニ
猇'

九
、
-
 

a

>
9/2
る

Z
^

る

• 
• 
• 
• 
o 
•

『

ァ
イ

•ダ
ブ

^
ユ'

!
ダ
：ブ
：べ
ユ
ー』

.は
_

々
の
團
體
の
勢
カ
^
よ
み
て
奪
取
し
保
持
す 

る
力
を
有
す
る
も
の
以
外

■
主
：.は
.何
*:ち
 

い
こ
ど
を
主
：張す
る
。
夫
故

こ 

我
々
は
傭
主

W

如
何
な
る
協
定
を
も
な

^
ぅ
ど
試

.

.みよ
ぃ
。

.

「

ス

ト

ラ
イ
キ

k

よ
つ

て.傭
主

か
ら
妥
勝
せ
し
む
る

こ

ビ

•か

出

來

な
け
れ
ば
作
業
は

W
 

び
繼
續

.せ，ら
れ
傭
主
を
し
て
勞
働
者
の
要
求
^
讓
步
せ
し
む
る
た
め
に
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ 

•か

用

ひ

ら
れ
る

」

。

r

の
如
く
し
て

『

ァ
イ

•ダ
ブ
ル
ュ
！
ダ
ブ
ュ
ル
丨

』

は
傭
主

ど

の
關
係
化
於
て
は
革
命
的
手 

段
を
，採
用
し
た
。

彼
等
は
勞
働
階
級
の
た

め
k

密_

し
沒
頭

し
、勞
働
階
級
の
大
部
分
の

注

®
 

を
f

た
る
少
數
の
ス
ト
ラ
ィ

J

行
っ
た
。

從
つ

I

本
家
は
忽
ち
此
新

ら

し

含
圆
體
を 

非
雛
し
之
を
粉
碎
す
る
爲
め
に
、時
を
移

^

ず
熱
心

^
努
カ
し
た

0

併
し
乍
ら
ー
時
成
功
し
た
る

^

も
拘
ら
ず

『
ァ
イ

•ダ
ブ
ル
ユ
ー

•ダ
ブ

,

ユ
ー

』

は
共
創
立
者 

が

0

論
昆
た
る
終
局
の
目
的

^

到
達
し

_な
か

.つ
た
。
各
れ
は
大
多
數
，の
勞
働
者
を
團
結
せ
し 

め
た
る

こ

S

 
く
、其
最

i

大

f

し
時

k

於
て

1

ハ
5

幸

加

S

I

し
次
か
つ

然
る
に
此
當
盼
に
於
け
る

0
守
的
舊
式
の
勢
儆
紙
合
は
、此.革命
的
園
體
ょ
み
も
非
常
に
迅
速 

R

發
展
し
つ
つ
あ
つ
た
。
唯
一
の
成
功

^

も
見
ら
る
ベ
さ
こ
ど
は
，多年
茶
命
的
勞
働
龃
合
述 

®/
者

の

隱

象

を

提

供

し

た

こ

ビ

で
あ
る
。
例
へ
ば

『

西
部
坑
夫
聯
合

』

Q
Y
g
g
r̂
3
 F

ederation 
of 

M
i
n
e
r
s
)

が
乙
れ
で
あ
る
。

1I
I
_

『

E*
立
”
i/
夫
‘聯
合

』

は
ジ

ョ
ー

ジ
•ベ

夕

ィ
ボ
I

ン(G
e
o
rg
e

 

F
e
ttib

o
n
e
)

が

一
八
九
ニ
年
ア
イ
ダ 

ホ
州
ク

I

ぐ
ダ
レ
ー
ン

k

於
て
ス
ト
ラ
イ
キ

^

行
ひ
た
る
後

.獄
中
に
於
て
計
*
し
翌
年
成
立 

し
た
，る
各
種

.の
金
属
坑
夫
の
總
括
的
勞
働
組
合
で
あ
つ
た

0

此
駔
合
は
录
初
三
年
^
獨
耷
の 

も
の
で
あ
つ

.
た
が

.其
後

『

アメ
 

y

カ
勞
儆
聯
合

』

，.に
加
入
し
た
？

併
し
乍
ら
內
部

k

於

C

連
帶 

觀
念
が
缺
乏
せ
る
こ
ど

^

對

し

不

滿

，を

懷

き

、倚

他

、
の

.產
業
の
職

H

 

V
J

密
接
な
る
結
合
を
な

さ 

ん
が
ナ
め

^

僅
ヵ
^
ニ
今
に
し
て
腺
退
し

 

一
A

九
八
年

『

西
.ft
!

努
働
者
組
合

』
(W
e
ste
rn

 

L
a
b
o
r 

u
n
io
n
)

を
組
織
し
た
。
此
餌
合
は
各
種
の
職
業

k
.從
事
す

■る
.勞
働
者
を
包
括
し
、|
九
〇
一
一
年 

『

ア
リ

力
勞
働
者

組
合

』
(A
m
e
ric
a
n

 

L
a
b
o
r 

u
n
io
n
v

J

改
め

本

部

を

ビ
ユ
ー

ト
か

ら

シ
カ
ゴ
に
移 

し
た
が
更

^

發
屁
し
な
か
つ

た
。

『

砰
部
.坑
夫

»

合

』

は『

ア
イ

•ダ
ブ
ル

ユ

t

ダ
ブ
ル
ユ
ー

』

の
 

組
織
ド
對
し
て
好
意

を
'有
し
之

k

參
加

す
る

i

ど
：は
何
等
從
來
の

S

及
び
政
策
の

.：變

f

 

第
二
十
五

^

2

A

-

5ョ—

5

パ
“
職

繁

前

穸

メ

 

I
:勞
歓
組

〕

合

運

酃̂ 

第
十
二
號
九
ん



;.
笫
11十
，艽

卷-ci

八
ニ
四)

ョ
ー
甿
ッ
ペ
靖
帶
以
俞
め
、ァ
.メ

 

力
务
歡
組
，合
：運
：動
' 

:第
十
！―-號

1
00

必

.要
ビ
し

.な

.ど
#

張
し
ヤ
斷
然
之
化
：參加
じ
た
が
、

'

」

九

.0'
'八
：年此

.組
'
:合
は
保
守
主
義
：へ方
向 

轉
換
を

.な
し
、同
年
の
大
會
に
於

.て
組

'合

®
、モ：丨

,.
ャ
ー

(
M
o
y
e
r
)

は「

吾
人
は
處

I業
別
勞
働

.組
'合
が 

枭

望

V
J有
せ
ざ
る

.
'.
こS

レ
t

信
"ず
る
も
の
で
あ
る

j V
J

，言

U
'又
資
本
主
義
制
度

t

撤
廢
せ

し

むベ 

さ
政
治
的

.活
動

?:
な

^

し

^

る
運

.動
を
繼

.續
ず
る
げ
れ

V
j

も『

西
部
坑

.夫
聯
合

』

は
®
在
の
制 

度

..の
下

k

於

.て
鑛
業

k

從
事
す
る
勞

«

者
.の
勝
態
を
改
善

'す
る

」

第一，義

;的
' 目
的

k 
'注意
を
集 

中

.す
べ

_

で
あ
る
ど
主
張
し
：た？

ハ

'
.
'
て
'

。
.

■
•

『

r

部
坑
夫

®

合

』

は『

合
同
鑛
山
勞
働
者
組
合

』

_ (
u
n
i
t
e
d

 

M
ine, 

w
o
r
k
e
r
s
)

 

V
J

親
密
な
る
關
係

を
維
持
せ

/i
w

欲
し
た

.が、此

.のへ希窣は

.容

.易

k

實
現
せ
ら
れ
ず
相
抗
爭
す
る

M Z
ビ

も
少
な
く

な

か

ク

た
。
次
で

『

西
部
坑

「：

夫

#

合』
は
一
九
〇
九
牟
腿
倒
，的
秦
麵
の
贊
成
を

.得〔

て

«

び『

ァ
メ

リ

力
勞
働

W

合

』

に
加
踢
す
る

乙

€

ど
し
た
。

.斯
の

.如
く
，し

て

I::

時

H

的
若
し
•く
は
急
進
的

.勞
備
組
合

な

々

し

此
，組合
は
保
守
的
反
動
的
勞
働
組
合
變

化

し

た

。

(
B
i
m
b
a
,
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of 

the 

w
o
r
l
d
.

 

W
h
a
t

 

i
s
H
h
e

 

I. 

W
.
W
.
?

 

Justus 
Ebert, 

T
h
e

 

L

 

w
，
W
.

 

i
p
: 

T
h
s
r
y

 

a
n
d

•?p

.ac
e
;
5
r
i
s
s
s
d
e
n
_
.

 

T
h
e

 

L

 

w
'
w
.
,

 

A

 

S
t
u
d
y

 

o
f 

A
s
e
r
i
c
s

 
S
y
n
d
i
c
a
l
i
s
m

 

p

v

57
-5

3,

之
ビ
全
く
興

•る
事
情

k

あ
つ
た
の
は

『

合
同
ア
メ

1

被

®

勞
働
者
組
合

.
：

』
(
A
t
n
a
l
g
l
e
d

 

C
lothing 

w
o
r
k
s

 

of 

>
1
!
^
1
^

)

で
あ
つ
气

.男
子
被
服
業

^
:於
て
は
一
八

.

.九
一
年
以
來

『

ア
メ
リ 

力
合
同
被
服
勞
働
者
組
合

』
(
u
n
i
t
e
d

 

存
在
し
た
が
：之
.は
名
義 

上
勞
働
組
合
た
る
に
過
ぎ
ず
、一九

.1

ニ
年

^

於
て
僅

R

五
千
の

'組
合
員
を
有
す
る
^
過
ぎ
な 

か
つ
た

o

而
.し

て

現
在
は

『

ア
メ
リ
カ
勞
働
聯
合

』

に
馬
し

て

.，

ゐ
る

:0

一
 

九
一
一
一
年

此
團
體

の
 

二
ユ

1
.
3 

I
.
ク
の
組
合

.員
は

.此
產
業

.
k
於
け
る
許
し
雛
会

.狀
態
の
爲
め

k

ス

ト

ラ

イ

キ

?:
な 

す
決
心
を
し
た
。
彼
等
の
伸
間
は
數

R

於
て
は
微
弱
で
，あ

.つ
，た
が
®
く
共
五
翦
の
勞
働
者
が 

參
加
し
た
。
.此
事
實
は

多

く
の
努
力
を
一
柳

■は
ず
し

.て
被
服

.勞
働
者
を
；國
結
せ

.し
め

#

る

Z

ヾ

」 

?:
示
す
も
の
で
あ
る
が
、勞働
組
合
の

.指
導

'者
は
：此

'
.
_

R注
意
を
拂
は
な

.か

0

た
’。
遮
莫
、スト 

ラ
ィ

-̂
.

^

K
て
は
彼
等

.は
要
求
の
承

ng
せ
ら
れ
る
ま
で
闘

•ふ
堅
き
決
心

5:
:s
し
た
が
.、組
合
の 

會

長

は

何

等

®
.備

的

協

，
議?:
な

^
ず
し
，
て
'伸

裁

を
受

容

れ、勞
働
者
の
復
歸
を
命
じ
た
。
或
者 

は
此
命
令
に
服

.從
し
な
か
：つ

^

が
、此
，指
導
者
の

' 命
令
は
ス
ト

'
ラ
ィ
キ
の
氣
勢

を

殺
ぎ
た
る
の 

み
な

.ら

.ず、組
合
員
の
失

«

5:
招
.さ
’、急

1進
的
勞
働
者

'は
會
長
其
他
の

.役

.員
の
斯
か
る
友
‘を
賣
る 

が
如
き
行
爲
を
非
難
し
、秘

k

同
志
の
園
結
を
堅
‘くし
介
ノ

第ニ十五

‘卷

(
一

八
.

1
1

5

ョ
ー
ロ
ツ
バ
戰
荦
以
爾
の
ア
メ
リ
カ
勞
拗
.組(

合
：運
動
. 

第
十
二
號
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1
0
1



璧

十

‘毒 

- 

A 

5
 

3 

1 

« 

^

，第

十

二

號

一

〇

ニ

1
.

九
：I

凼
年
、十
月
十

y

日
以

'來
，
グ
ネ
シ
ー
州
ナ
ッ
シ

A
ビ
ル
へ
の
市
廳
舍

k

開
焐
せ
ら

[1
た
 

る
大

.會

k

於
て
は
、資
格
審
査

®

員
會
：が
大
會
の
急
進
論
者

'の
:年

^

落

ち

る

乙

：ど

を

防

.
ぐ

爲

め 

.に
、大

郁

市
:0
代
表
者
の
大
部
分
の
信
任
狀
を
否
決
し
た
。
併
し
：乍
ら
承
認
せ
ら
れ
た
る

e

表 

.者
の
中

^

も
龃
合
の
政
策
ヒ
幹
部

^

反
對

.の
者
が
あ

>

、シ，ヵ
ゴ

.の
代
表
者
フ
ラ
シ
ク
，ロ
ー
ゼ 

シ
ブ
ラ
ム

(
F
r
a
n
k

 R
o
s
e
n
b
l
u
m
〕

は
資
格
審
衰
委
員
會

k

於
て

.否
決
せ
ら
れ
た
る
代
表
者
を

& 

a 

故
せ
し
ひ
べ
さ

Z

ど
を
要
求
し
た
が
、議
長
は
此
動
議
を
採
決
す
る
こ
ど
を
拒

M

し
た
。
其

g 

で

一

味

の

代

表

者

は

大

會

ょ

々

脱

、退

し

、資

格.を
否
認
せ
ら
れ
た
る
者
^
合
同
し
て
他
の
會
場 

ダ
ン
ヵ
ン

.
ホ
，グル
を
借
入
れ
、自
ら

『

ア
メ
ソ
力
合
同
被
服
勞
働
者
組
合

』

の
代
表
渚
な
ぅ
ど
宣 

言
す
る
に

0
つ
た
。
此
一
派
の
代
表
者
の
數
は
、殘
留
し
た

.る
代
表
者
百
六
十
五

^

對
し

W

十
- 

k

過
き
ず
從
つ
て
過
半
數

R
_達
し
な
か
つ
た
が
®
等
の
者
は
大
都
市
を
代
表
し
全
體
の
七
卜 

，五

.、ノ

ン
セ
ン
ト

k

達
す
る
組
合
員
を
代
表
せ

る

^
の
で
あ
つ
た
。

脫
退
せ

.る

一

派
は
向
年
十

一

，月
の

『

ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
聯
合
，

』

の
年
次
大
會

k

代
表
者
を
派
遺 

し
.彼
等
を

『

合
同
被
服

#

働
組
合

』

の
代
表
者
 

'
し
て
承
認
せ
ん

M

 

V
J

を
求
め
た
。

—

併
し
乍
ら 

ゴ
ン
パ
ー
ス
は
彼
等
に
對
し
て
傍
聽
者
ど
し
て
も
門
戶
を
開
放
せ
ず

「

不
法
渚

」V
J

よ
何
等
の
交

涉
を
な

5

ざ

る

Z
ど

を
街

げ

た

。

次
で
此
紛
爭
は
法
廷

^

ま
で
持
出

3

れ

r2
が、勿論
脫
退
者 

の
敗

^

ご
な
つ
た
。
彼
等
は

一

九

一

四
年
十
ニ
月
ニ
十
五

2
2か
ら
ニ
ュ
ー

•
ョ
ー
ク

^

大
會

?: 

他
し
新
し

9

組
合
の
政
策
を
定
め
，組合
の
名
稱
を

『

ァメ
 

y

力
合
同
被
服
勞
働
者
組
合

』
(
A
m
a

丨
 

I
g
a
m
a
t
e
d

 

Q
o
t
h
i
n
g

 

W
o
r
k
e
r
s

 

of A
m
e
r
i
c
a
)

 

V
J

定
め
た
。
此
組
合
は
進
步
的
產
業
別
勞
働
組
合
で 

あ
ぅ
、规
約
の
前

文

に

於

て
其
主
義
を
次
の
如
く
述
ベ
て

®

る

。

「

勞
働
者
の
經
濟
上
の
團
體
は
資
本
家
的
生
產
制
度
に
ょ
つ
て
存
在
す
る
こ

VJ.

、
なつ 

た。
而
し
て
此
制
度
の
下

^

於
け
る
支
配
階
級
被
：支
配
階
級
ど
の
區
別
は
、生產
手
段 

の
所
苻

k

邾
礎
を
置
い
て
ゐ
る
。
是
等
の
手
段
を
所
有
す
る

.'階
級
が
支
酡
階
級
で
あ
ぅ
、
 

市
場

K

於

：て

常
に
商
品

V
J

せ
ら
れ
る
勞
働
の
外
，何
物
を

7
P

有
せ
ざ
る
階
級
は
被
支
配
階 

級

ビ

な

る

の

で

あ
る
。

「

不
斷
の

闘

_

が
是

等 
一
一
®

級
の
間

^

行
は
れ
て
ゐ
る
。

.
「

此
闘
爭

k

於
て
勞
働
者
の
經
濟
上
の
團
體
即
ち
勞
働
組
合
は
•勞働
階
級
の
所
有
す
る 

攻
.防
兩
方
丽
の
：當
然
の
武
器
で
あ
る
。

-
.

「

然
れ

yi. 7
^

勞

«

組
合
ヵ

^

能

^

し
て
其

.目

的
を
充
分
に
果
す
爲
め

^

は、現在
の
產
業

.第
二
：十

五

卷.

(
一

八
±
七〕

ョ
丨
ロ
ッパ
戰
讲
以
前
の
ア
メ
リヵ
勞
：働

組

合

連

.
動

 

第

士
一
 
號 

一：o
三



第
二
十
I
 

(
r

八
二
八〉

ョ
1
Uッ
パ
戰
赏
前
の
ア
メ
リ
々
勞
働
組
合
運
動 

策

十

二

號

5
四

組
織
：の
形

態
.
k
相

當

，す

る

機

辨

を

'有
し
な
く
て
は
な
ら
。̂

ー̂

顿
階

’級
.は
.產
樂

另
.勢
.働
組
合
主

義

5:
承
聲
し
な
く

て
は
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ

'a
v^
萎 

微
す
る

の
外
は
.な

v>
。：

.

,
 

、

「SN 

S
な

る

，火

識

ど

階&

ft
識
の
堅
固

.な
る
礎
石

■の
' 上

k

難
設
せ
ら
れ
た
る
產
業
別
又 

は
産
業
間
の
興
體

.は、組
織
せ
ら
れ
た
る
勞
働
階
級
を
し
て
生
産
組
織
の
實
際
支
配
？
 

«

ら
し
め
、勞働
階
級
は
こ
れ
が
焉
め

k
:用
意
す

る
：：

で
あ
ら
ぅ

」

此
新

圃
‘體

は
未
組
織
：勞
働
者
を
團
結
せ
し
：认

る

乙

I

熱

心

R
、努
力
し
、時
勢
が
適
當
で
あ 

つ
た
の
で
多
大
の
成
功
を

收

め

-殊
k

ョ
I
 

ロ
ッ

パ

大

戰
の
#

發
以
來
新
し

^

『

合
.同
被
腺
勞
働 

者
組
合

』
C
A
m
a
l
g
a
m
a
t
e
d
Q
o
t
h
u
n
g

 

.ミ。み

S
)

は
全

^

子
被
服
業
を
.通

じ

て
其
勢

.力

.を
擗

II
し
、一
 

九

-

〇
年
に
は
ニ
十

^

の
加
入
者
が
あ
つ
た
。

.そ
れ
ど
同
：時
に
舊
い

『

合
同
被
服
勞
働
漭
組
合

』 

(
u
n
i
t
e
d

 

G
a
r
m
e
n
t

 

w
o
r
k
e
r
s
)

は
：
7 
メ 
y

力
勞
働
聯
合

』

か
ら
好

.意
を
.受
け
て
は
ゐ

た
が
、
被
服
業 

k
.勢
力
を
有
せ
'ざ
る

小

組
合
ビ

し

て
存

_

し
て
ゐ
た
。
そ
れ

R

も
拘
ら
ず
新
し
い

『

合
喊
被
服 

勢
«

者
狃
会

』

は
ニ

15
:
の
組
合
ど
は
考
へ
ら

れ

な

か

つ

た
。

そ

れ

は
ニ
重
の
勞
働
組
合
の

方

法
 

k

よ

つ
て
設
立
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
舊
い

『

合
同
被
服
勞
働
者
組
合

』

の
內
部

k
於

け
る
小
數
團
體
の
仕
摩
か
ら
發
展
し
た
。
二
重
の
勞
働
組
合
主
義
の
傳
統
盼
方
法
ど
其
舞
紙 

の
眞
髓
は
、戰
闘
的
分
子
を
し
て
现
想
的
組
合
を
組
檝
せ
し
む
る
事

^

莽
す
る
。
其
組
合
は
舊 

き
勞
働
組
合
く
競
爭
的

^

設
立
せ
ら
れ
、產
業
統
制
，の
爲
め

R
へ
公
然
た
る
圆
#
を
な
す
の
で
あ 

る
'。
然
る
に
舊
き

『

合
同
被
服
勞
働
者
組
合

』

の
戰

_
.的
分
子
は
、斯

0

如
会
方
法
^
用
ひ
な
か 

つ
た
。
彼
等
は

.組
合
の
內
部

R

あ
み

て
多
數

t

獲
得

す

る

Z
ヾ

」

k
成
功
し
た
。
併
し
乍
ら
ゴ 

ン
パ
ー
ス
ヾ

」

法
娃
の

.助
力

^
,に
ょ
り
て
、彼
等
は
舊
き
名
稱
を
使
用
す

る

こ

V
J

が
禁
ぜ

ら

れ
、
彼 

等
は
組
合

^

新
ら
し
き
名
稱

5:
付
す
る
乙

$
5:
-
.强
.制
せ

'ら
'れ
た
。

.

此
組
合
は

.多
く
.の入
會
金

.

■徵
收

'せ
.す
最

.高
' 十
ド

.

.

.
^
以，
■下
な

.る

、
へ
.
.
き
乙

ど
を
規
{疋し
て

ゐ
，
 

る
。
而
し
て
此
組
合
を

»

成
す
る
も
の
は
趣
々
異
な
り
職
業
別
：勞

«

組
合
な

.

.る

揚

合

が

，あ

 々

又
は
國
籍
及
び
職
業

^

關

«

な
く
總
て
の
被
服

^

關
係
せ
る

#

働
者
を
含
む
場
合
も
あ
る
。
 

尙

ほ
此
合
同
被
服
勞
働
考
組
合
は
其
民

.主
阶
精
神

R

S
 く
組
織
を

#

徵

>
/

」

し
て
ゐ
る
。
而
し 

て
其

由
來
す
る

ビ

ビ

ろ
は
組
合
の
指

導

精
.神
に
依
る

'
の
で
あ
る

0

平
組
合
員
が
組
合
.の敗
策 

を

決

定
し
、

共

處

R

は
權
カ
的

支

配

.階

.級

が
認
め
ら
れ
な
い

0.
組
合
の
中
心
人
物
は
，精
神
的
指 

雞

者
た
る

k

止

ま

る
o

,

荷

ほ

此

組

合

は

『

ァ
ィ
•ダ

ブ

ル
.ユ
ー
•ダ
ブ
ン
ユ

I

』

ど
異

^V

事
業
主

€

第

二

十

五

卷(
一

八
ニ
九〕

m

丨b

ッ
パ
戰
爭
以
前
の
ァ
メ
リ
力
勞
働
紐
合
^
_
; 

笫
十 
一-—
.
㈱
.
一
0
五
，



第U

十
五
卷

Q

八11 :〇
〕

ョー 

ロ
ッ
パ
戰
爭
以
前
の

K

 
メリ'力
勞
働
組
合
運
動

 

馆卜！

一

號

.

1
3.ぐ

の
圓
體
協
約
の
價

ft
s:
信
じ

#

議
の
原
因
た
る
ベ
さ
事
項
を
平
和
の
裡

k

猝
決
す
る
一
大

« 

關
を
發
達
せ
し
め
た
。
而
し
て
被
服
業

^

於
け
る
最
初
の
協
筮
は
、

|

九
一
一
尔
シ
力
ゴ

R

於 

け
る
；
丨
ト
：ゾ
ャ
フ
ナ
ー

•
マ
ル
ク
ス
エ
場

.

於̂
て
成
立
し
，

『

合
同

.被
服

.勞
爾
考
組
合

』

の
組
織 

せ
ら
れ
た
る
後
は
此
組
合
が
多
少
の
修
正
を
加
へ
て
之
を

®

本

^

な
し
た
の
で
あ
る

。

_l
f
e 

-
kyx
て
は
被
服
業
の
中
，心
地
た
る
シ
ヵ
ゴ

1ニュ
.
！
ョ
ー
ク
：ホ
ス
ト
ン
、口
チ
ニ
ス
タ
ー
其
乜
の 

諸
教
ガ

k

於
て
多
數
の
像
延
が
成
立
し
て
ゐ
る
，か、其
根
本
は
擎
働
組
合
及
び
傭
主
組
合
の
同 

數
の
代
表
者
が
組
織
し
、此
兩
圆
體
が

#

給
を
：支
拂
ふ
中
立
の
議
長
が
主
催
者
ど
な
る
職
業

#
 

.議
を
決
定
す
る
。
若
し
工
場

®

員
長
又
は
其
他
の
勞
働
組
合
の
代
表
者
が
、會
社
の
監
督
又
は 

务

#

係

^
協
議
し
て
現
行
協
約
の
下

^

於
て
紛

#

を
解
決
す
る

乙

ど
が
出
來
な
い
場
合

^

ょ
、
 

此
解
決
は
右
の
職
業
會
議

k

提
出
せ
ら
れ
、其
際
中
立
議
長
は
兩
苕
の
融
邳
解
決
^
努
カ
す
る 

の
で
あ
る

0
或
場
合
に
は
仲
裁
委
貝
會
が
設
立
せ
ら
れ

-勞
資
兩
者
か
ら

」

名
宛
.の代
表
者
が 

選
ば
れ
、之
に
中
立
の

«

長
を
加
べ
た
る
も
の
を
以
て
す
る
場
合
が
あ
る
。

(

S
ョ
f
 pp. 

2
3

ヤ235 ; 

S
a
v
a
g
e
,

 

pp. 

2
0
5
-
2
1
9

 ; 

P
e
r
l
m
a
n
,

 

pp. 

2
2
0
-
2
2
1

 ; 

A
m
a
l
g
a
m
a
t
e
d

 
Q
o
t
h
i
n
g

 

W
o
r
k
e
r
s

 

of 

A
m
e
r
i
c
。

T
h
e

 

c
i
o
t
h
b
g

 

W
o
r
k
e
r
s

 

of Chicago, 

pp. 

49-71, 7
2
-
8
0
〕

七
政
治
運
勤
と
ス
ト
ラ
ィ
キ
戰
術
：

一
八
九
八
年
以
後
十
數
年
間
に
於
て
、勞働
者
の
政
治
.的活
動
は
多
大
の
成
功
を
收
め
な
か 

つ
.た。

一

八
九
五
年

『

社
會
勞
働

»

K

5

G2.
&
s
t La
b
o
r

 p
a
r
t
y
)

は
勞
働
組
合

しヾ
の
提
携
を
失

ひ
、
^
 

衆
ビ
增
々
離
れ
る

^

至
つ
た
。
デ
レ
ォ
ン
が
指
翦
者
ど
な
ぅ
て
も
時
代
の
變
化
を
砘
解
せ
ず
、
 

其
政
策

t

變

31
し
大
衆
を
引
入
れ
る

乙

ヾ

」

5:
し
な
か
つ
た
。
而
し
て
政
黨
の
斯
の
如
き
態
度 

k

不
滿
を
有
す
る
者
は
其
數
漸
次
增
加
し
、勞
働
組
合

紀

對
す

る

政
黨
の

@:
策
の
變
化

t

要
求 

し、此
た
め
に

.八
九
九
年
行
は
れ
た
る

.全

.國

.執
行
委
員
の
改
選

k

於
て
は
反
對
派
が
勝
利
を 

占
め
、舊役
員
の
退
任
を
決
定
し
た
が
、後
者
が
之

?:
拒
絕
し
，此
處

R『

.社

#

勞
働
黨

』

ヾ

」

稱
す
る

. 

ニ
つ
の
團
體
が
生
ず
る

^

至
つ
れ
。
次
で

'.1

ュ！
ョ

ー

ク
州
口
チ

'

ス
タ

I

に
開
か
れ
た
る 

反
對
派
の
大

#

ic
於

て
は

2£
十
九
名
の
代
表
者
が
出
席

し
、
黨
の
過
半
擻
を
代
表
す
る

Z
ど
が 

明
か

^

な

つ

た

の

，で
、彼

等

ば
、產
業
方

©

k
於

け
る
政
策
を
完
全

^

ー
變
し
た
。
此
大
會
は
ユ 

!

ジ
ン

•ブ
ィ

•
デ
ブ
ス

(
E
u
g
e
n
e

 

V
.

 

D
e
b
s
〕

?:
會
挺
 

VJ 

す
る

『

：»1
:
俞
民
主

.
*』

(social 

D
e
m
o
c
r
a
t
i
c

 

p
a
r
t
y
)

の
參
加
を
求
め
て
招
待
し
た
。此
政
黨
は
一
八
九
八
年
セ
月
シ
ヵ
ゴ

k

於
て
組
織
せ
ら

.第
二

十

艽

卷a

八
：

1

二〕 

n ；

丨
ロ
ッ
パ
戰
啡
以
前
の
ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
組
合
運
娀 

浓
十
二
號 

一
0
七



.

.

.

.
fv
二

十

五

卷C.1

八
！

1
;

5

ョ
丨
：ヤ
ツ
パ
職
爭
以
前
の
ア
メ
リ
參
俲
組
合
_
 

飲
十
ニ
雜
.

5」
れ
た
も
の
で
、

1
九

0
〇
年
：

^
は
大
：凡
五

^
の
加
入
者

5:
有
し
た
。

此
兩
靠
派
の
統

1

5:
'
圖
る
爲
：め

^

特
別

.の
委
賈

#
.
が
組
織

.：背
ら
れ

-た
が
、

|
九
〇

| 

S

月 

^

至
.
6
て
代
表
者
瓦

1
1十
四
名
を
以
て
漸
く
ィ
：シ
デ
ィ
て
ナ
ポ
リ
ス

k

統
'
一

大

會

を

開

催

す

る
運

ビ

な

4

合
衆
國
社
會
寧

』
(
s
o
d
l

 

F

翁

o
f皆

u

l

^
 

こ
ど
こ
成 

功
し
た

0

此
新
政
黨
は
急
激

^

發
展
し
、僅
か

k

三
.年
內

^

其
加
入
者
を
倍
加
し
た
.。

而
し
て 

»
 
ニ
囘
大
會
は

J

九
〇
四
尔
開
他
せ
ら
れ
、百八
十
四
名
の
代
表
者
が

.出
席
し
た

.。.
此
時

S

、
 

て
は
從
來
ょ
り
も
敷
に
於
て
も

^
.の
大
衆
に
對
す
る
勢
カ

^

於
て

も

著
る
し
く
强
さ
も
の

ビ 

な
つ
た

o

fc
社
會
潆
は
古
，

&

勞
働
組
合
の
內
部

K

於
て
活
動
し

『

ァ
メ
リ
カ
：へ
勞
働

«

合

』

化
於 

て
も
社
會
主
義
者
の
勢
力
は
急
激

^

增
加
し
、保
守
的
指
導
者

5;
獠
か
す

R

至

P

た。
例
へ
ば 

一
九

C 
ニ
年
十
一
月

 

一

I

ュ！
ォ
ル
リ

!

ゾ

ス
k

於
け
：
.る『

ア

メ

リ
力
努
働
聯
合

』

の
大
會

k

於 

て、勞働
漭
が
勞
働
の
結

*

2:
:

盡
く

.收
得
し

«

鈒
制
度
を
撤
廢
す
る
な
め
^
國
結
す
べ
さ
乙
ど 

を
勸
带
す
る
決
議
案
を
社
會
主
遜
者
が
提
出
し
、熱烈
な
る
討

*

が
行
は
れ

^

る
後
、三千
七
瓦 

四
十
四
黑
對
三
千
三
诃
四
十
四

M

の
.少
數
の
差
を
以
て
否
決
せ
ら
れ
た
る
が
如

3

は、勞働
者 

の
間
に
社
會
主
義
者
の
勢
カ
が
如
何

^

擗
張
せ
ら
れ
た
る
か
を
示
す
も
の
で
ぁ
る
。尙
ほ

『

社

會
黨

.

』

の
加
入
者
は
上
九
〇
九
年
五
离
、

1
.九
ー

0

年

2£
萬

.八
千
、ー
九
ー
一
年
八
萬
五
，千、一九 

1

ニ
年
十

I 

S
T

八
千
，

一

九
一
三
年
九
萬
六
千
、一
九
一
四
年
九
黹
四
千
で
あ
っ
た

0

_

.,
然

る

^

時
の
經
過

$

共
纪

0
.會
：黨に
於
て
も
勞
働
組
合
ど
關
係
を
絕
づ
ベ
_
政
策
が
盛
ん 

ど
な
っ
た
。
初
め
社
會
黨
は
舊
会
勞
働
組
合
^
同
情
を
有
す
る
乙
ど
を
明
言
し

た
.る

R

も
拘 

ら
ず
滅
内

の
左
冀

は
こ

重
勞
働

»

合
政
策
を
推
獎
し
始
め
，之

R

對
し
て

右
翼
は

舊
き
勞
働

組 

合
办
部
に
於
て
活
動
す
る
こ

V
J
R賛
成
し
た

。
.
彼
等
は

勞

.働
組
合
を
傭
主

v
j

鬪
華
す
る
爲
め 

.の
有
力
な

.る
機

_

、匕な
す

乙.VJ

?:
.主
張
せ
ず
、

®

會
の
選
擧

R

於
け
る
則
政
的
支
持
ど
投
票

5: 

確
保
す
る

乙

v

の
み
を
勞
働
組
合

k

求
め
た
。
此
政
黨
內
の

左
右
兩
翼

の

は
、一 .

九 

一
ニ
 

年

の

大

#

k
於
て
勞
働

組
合

問
題

R

關
し
て

『

社
會

«

』

の

中

立
を
言
明
せ
し
む
る

^

至
っ
た
。
 

即
ち
大
會
ば
產
業
別
勞
働
駔
合
に
好
意
を
有
し
た

が

其
實

行
方

法
を
述
ベ

ず
、
希
望
す

る

結
果 

を
击
き
職
業
別
勞
働
組
合
の
合
同

K 

I 

>
9
て

得
ん
ど
す

る

か、又
は
舊
さ
組
合
^
反
對
し
て
新 

ら
し
'き
組
合
を
設
立

す
る

こ

ど

^
.
ょ

6

て
得
ん
ど
す

る
か
^

は

觸

れ

な

か

り
た
。

此

:

間

の

事

情

に

關
し

て
，指

«
者
の
.一人
で
あ
る
ジ
ョ

)

ジ
♦デ

ィ

•
へ

I 
ロ
ゾ

(
G
e
o
r
g
e

 

D.

3

5
は

次

、
の.
.如
く 
_

べ
て
々
る

^
^

德

ニ

十

五

卷
0
1八
三
三
；
}

,ョ
ー
ロ
.、ソ.パ
.戰
讓
以
前
の
ァ
メ
リ
，ヵ
.勞
働
紐
合
連
她

 

策
十
二
魏
：
 

一Q

九



d

'

卷

(
一

八

言

r

ロ
ッ
。ハ
戰
爭
以
前
の
ァ
メ
，リ
ガ

f

紐合

■露

族

十

二

號

ニ

0

:
勞
働

S

經
濟
的
解
放

®

爲
乏
政
治
的
活

?

し
て
の
社
會
主
惹

f

、資本
主 

義

I

の
.下

k

於
け

る

經

.濟

的

防

集ど
し

て
の

勞

働
組
合
の
發
展

ど

は
、全

く

別

s

 

S 

で
あ
る
务

®

組
合
內
お

Q

問
題

k

我
々
を
干
渉
甘

し
：；

§
、或
は
勞
働

0

合
を
純
然
た
る 

政
治
國
體
た
ら
し
め
て
は
な
ら

2
。

そ
れ
は
純
然
た

る
政
治

圓

體

I

食
.學

校
、法

雜

m
 

務
所

V
J5:
混
同
す
る
乙

^

を
許

^

g. 

V」

同

,

で
あ
る
。

.

.

S

I

部

£

け
.二
重
勞
働
組
合
運
動
の
代
表
者
は
デ
ブ
ス
で
あ
つ
て
、彼は
熱
心
な
る 

•
: ?

5
ィ

タ

y
ル
ユ
，

.
タ
フ
ぐ
ユ
，

』

の
支
持
者
で
あ
へ
舊

.墓

働

f

を
擊
破
す
る
の
み
な
ら 

ず
階
級

_

侨
の
原
理

U

る
總

て

の
組
合

I

破
す
る
.政
策
を
採
つ

て
®

た
。

彼
は
一 

ブ
〇
四

<H
十

I

月」
1

十
三
日
の
演
說

u
於
て

『

合
同

•炭
坑
勞
働
者
組
合

j

を
批
評
し
て
次
の
如

即

為

？

？

組

5

ら
れ
て
管
。
彼

5

多

5

1

。
彼
等
は
晋

I

的
I

I

す
べ

4

で
あ
る
。
併
し
乍
ら
彼
等
は

f

有
し
な
い
。
何
故
で
あ
る
か
。
 

§

ff
i

は
简
單
で
あ
る

.0
彼
I

階
級
闘
爭
の

.
華
礎
.の
上

k

組
.織
せ
ら
れ
ざ

る

が

5

で
あ 

"

彼
等
の
主
義

は

正.
し
く

な

ぃ
o

そ
れ
が
た
め

k

彼
等
の

m

織

は
全
阈
の
炭
坑

勞

働
者
の 

S

、も
の
支

f

受
け
な
い

」

，
言
っ
た
。
又

「

諸

昼

働

者

で

ぁ

，|

 

J

資
本
？

共
.通の

經
濟
盼
利

#

を
有
す
み
？
信
ず
る
な
ら
ば
古
さ
勞
働
組
合

^

止
ま
る
が
ょ
い
。
諸
恝
の
現
狀 

が

^

れ
で
あ
る
。
諸
君
の
確
信
が
を
れ
で
あ
る
な
ら
我
々
ば

『

ァ
づ

ダ
ブ
ル
ユ
ー
♦ダ
ブ
ル
ユ 

丨

』

K
諸
岩
の
參
加
を
求
め
な

S

。併
し
乍
ら
若
し
資
本
家
階

級
，の
經
濟
的
利
窖

k

分
離
衝
突 

す
る
經
濟
的
利
德
を
勞
働
階
級
が
有
ず
る
乙

^
を

諸

思

が

信^.
る

な
ら

ば

«

P
勞
'働
組
合
ヾ

」
 

の
關
係
を
絕

ち、
階
級
鬪
爭
の
茈
礎
に
立
つ
唯

1

の
組
合
で
あ
る

『

ァ
ィ

•ダ
ブ

,

ユ—

•ダ
ブ
,
ユ
 

丨』

に
參

*
す
ベ

&

で
あ

-CV、

又
遠
か
ら
ず
之

R
參
加
す
る

t.
c
至

る
で
あ

■£
>
う」

ど
' 述

ベ

て
居

る。

『

社
會
黨

』

の
.地
へ
位

は
時
の
經
過

ビ
共

に
勞

' 働
組
合
：铿
動
に
關
し
て
は
二
重
組
合
主
義
を
，採
 

う
其
結
果
組
合
勞
働
者
の
間

.̂
於
け
る
社
.
,
主

«
的
麵
カ
味
.薄

弱

1

0
た
。
此
他
赏
時
の 

『

社
會
黨

』

が
執
彡
た
る
重
要
な

る

手
段
は
、純
然
た

る

日

-和

見

主
義
^
な

 

'う、階
級

g

^'
、王

義

を
 

捨
て
た
る
乙

V

で
あ
る
。

一
九

「

一
一
年
五
月
ィ
ン
.デ
ィ
ァ
ナ
ボ

ソ

ス
^

^
け
る
大
會

k

は
ニ 

百

七
十
七

名
の
代
奉
者
が
出
席
し
た
が
其
雄
て
が
右
翼

^

輝
し
規
約
を
改
正
し
、一
切
の
革
命 

的
行
動
を
排
斥
し
其

m

一
 

の
仕
事
は
選

.擧
で
あ
々
、政
治

g

s
io
は
，斡

部

が

政

府

の

官

職

?:
得 

る
た
め
の
選
擧
戰

R

參
加
す
る

M

 

限
ら
れ
た
。

(
B
i
m
b
a
;

 pp. 

2
200
-
2
3
P

2
3
5
1
2
3

00)

以
上
は

ic
ぬ
.方
®

に
於
け
る

勞
働
階
級
の

活

動

で
あ
る
，か
、次

k

此
間

S

け
る
：經濟
的
活

第

二

十

五

卷

2
八
！一！
五

〕

ョ
ー
ロ
ッ
パ.戰
爭
以
前
の
ァ
メ
リ
ヵ
勞
働
組
合
運
：動 

笫

十

ニ

破

1
1
1



第

二

十

着

C
1

八
三
六)

ョ
丨
ロ
ッ
パ
..檝#
以
前
のK

 
メ 

I
勞
働
粗
合
謙 

扣

卜

ニ

號

ニ

ニ

0
.特
.
.
^
.

勞

.働

.

.
€議
'
 

の

£

な：
.るもべの

.を
'觀

.：察

し

：
て

，本..稿
.
.
.
を
.終

る̂
.
.
.
で
.あ
.
.ら

ぅ

。
，，

1
九

9

0
年
以
後

.
^
:於
.け

る

：勞
'俯
紙

.合
蓮

(

動
：の
梢
導
：者
；は
、公
然
せ
彼
等
の
最
高
の
目
的
は 

へ
事
敷
主
：ど

•闘
爭

.す
る

^

非
ず
一
し
て

'商

#

?:
避
：け

.る
：.ミ
：く

.に
全
力
'を
傾
珠
ず
る

K

る
乙
ビ
ご 

'述
べ
.
た
。
.«

寧

^

入
：る
を
注
意
ぜ
ょ

」

が
檩
：語
芩
な

.つ
た
。

ゴ

V

パ
ー
ス
：の
如
さ
一
,九
〇
四
年 

下

院

に

於

け

る

. 0
働
委

M

會
の
席
に
於
て
、賢
：明
な
る
勞

#

組
合
の
指

«

者
：は
其

«

能
^
屬
す 

-る
.I 

.切

の

手

段
?:利

..

用
じ
て
ス
ト
ラ
.ィ
今
其
他
の
衝
突
の
起
る

.M
. 

防
止
ず

る
で

あ
ら
ぅ 

ビ

主
.張
し
：た
。

r

の
*
さ
政
策
，の

.

.結

.果

.
第

ー

ー

十世
，紀

の

當

.初
ょ
々
ョ

•
丨
ロ
ッ
パ
大
戰

lu
ま

で
 

の
®

間

に
於
て

は
餅
盹
代

.
に

於
け
る
•か

如
さ

大
規
模

.
の
激
烈
女

’る

好

戰
的
ス
、十

.ラ
ィ
キ
を
見 

る
事
は
出
來
な

S

そ
れ
は
觅

k
.角

VJ:

し
.て

，一

九

〇
Q

年
九
月
無
煙
炭
坑
^
於
て
賃
銀
値
上 

の
要
求
ょ
ダ
ス
ト
ラ

.
ィ

キ

が

あ
多
、
十
パ

r

セ
ン

ト
値
上
を
以
て
解
决
し
た
が
二

九

〇

ニ
年

こ
 

は
時
間
短
縮

ど

組
合

.承

.認
ど
を
要
求
し
て
ス
ト
ラ
ィ
キ
が
行
は
れ
、大
規
模
の
ゼ
‘ネラ
ぐ
ス
ト 

ラ
ィ
キ

>

な
つ

.
た
。
尙
ほ

1
'九

〇

へ

四

年

ド

於

て

は

賃

銀

の

.値
下
：の
：反
_對
の
た
め
に
ス
ト
ラ
ィ 

キ
が
行
は
れ
た
。

是
等

^
翁
て
は
旣

に

述

ベ

^

所
で

li
b

處

R

W
び
繰
返
す
心
荽
は
あ
る
ま
い
。
 

.

『
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ダ
ブ
ぐ
ュ
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ダ
ブ
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ュ
ー

』

り
活
動
の

‘

1
漱
社
會
の
驻
意

? :-
惹
さ
允
る

4

の
は
、『

西

部
坑
夫
組
合
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』

の
指
鐵
者
な
る
モ
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ィ
ボ
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の
殺

A

_

a
*

#

R

關

聯
.せ
る

行
動

で
あ

る
。

此

三
名
の

者 

は

一
九

〇

六
，
年

一
一
月
コ
ロ
ラ
ド
州

デ

ン

バ
ー

R

於
て
前
知

0
を

殺
害
し
た

る
廉
を
以
て
捕
縳 

せ
ら
.れ

ア
イ

ダ

ホ
ー

に
連

.
行
せ
ら
れ
た

°

之

^

對
し
て

『

ア
イ
'ダ
ブ

ル
ユ

!
ダ

ブ
グ
ユ

I』

は
直 

に

彼
等

の
.釋
放
.運
動
を
開
始

し、資
金
を

集
め

遂

R
目
的
を
達

し
た
。

『

ア
イ

.ダ
ブ
ダ
ユ
丨
，ダ
ブ 

y
ユ
ー

』

が
指
導
し
た
る
ス
ト
ラ
イ
キ

R

は
.
一
 

九
〇
七
年
十
一

.月
の
ネ

パ
ダ
州
ゴ

I

X
ドフィ 

F \

ド
' 
の
ス
ト
ラ
イ
キ
も
あ

S

が、
®

も
重
要
な
る

も

の
は
一
九

 

一
■一 

年
三
月
の
マ
ナ
チ

,

1
 

セ；，ッ
ッ
州
ロ
ー
レ

ゾ

ヌ
^

於
け
る
纖
維
工
業
の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ

.る。
之
は
賃
銀
値
下
反
對 

の
た
め

^

行
は
れ
：
た
ニ
ゃ
.：飞

'の：：：で
、參
、加
サ
る
勞
働
者
は
初
め
一
萬
四
千
で
あ
っ
た
が
、ニ
萬
三
千 

穴
增
加
し
團
赫
が
强
固

V
J

な
つ

.
たので、

一

餍氣
聲を
バ擧
げ̂

ント乃至
ニ十五セ
ン
 

ト
の
賃
銀
の
値

.
上

V
J

時
間

’.外
勞
働

^
0

す
：：

る
；賃

銀

の

：增
：加
：を

#:て
：：

結

末

を

，
告

げ

た
.0
'
:
之

は

不
 

熟
練
の
：非
組

a
勞
働
者
を
傭
主
に
對
抗
せ
し

.
め
て
.
成
功
；

し

#
：る

乙

ビ

S:
實
際
墓
明
し
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で
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：っ
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。：.

併
し
事

.業
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主

ヾ
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讓

步
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し

て

勞

輪

考̂

^
產

の
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五
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割
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增
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を
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す

る
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年
の
：無
煙
炭
坑
^
於
け
る
ス
ト
ラ
ィ
キ
も
：文

.注
意

k

値
す
る
ノ
同
年
四 

の
値
上

‘勞
働
組
合
の
完
全

.な
る
承
認
、組
合
費
の
天
引
、協
定
の
每
年
軍
改
、勞
働

f

議
解
決
方
法 

'の改
善
等
を
要
求
し
た
る
ス

ト

ラ
ィ
キ
が
あ
り
た
が
、僅

k

十
パ
丨
セ
ン
ト
の
値
上
?
#
裁
姿 

員
の
變

.Hi
を
得
た
る
の
み
で
組
合
の
承
認
夂
び
組
八
ロ

®

の
天
引
制
度
の
要
求
は
拒
絕
せ
ら
れ
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協
約
の
存
續
期
間
は
四
ヶ
年
に
延
長
せ
ら
れ
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却
つ
て
惡
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し
た
。
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織
せ
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揭
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九
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探
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萬
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萬
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憲
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追
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滕
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華
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負
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^

作
業
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し
あ
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部
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場
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作

業

發
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め

且

つ
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を
切
下
げ

i

し

た
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然
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勞

働

者

の
 

間
は
は
之

^
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抗
す
べ
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勢
働
組
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せ
ざ
る
の
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移

§
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ど
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る
ヵ
故
に
其
紐
慘

.な
る
狀
：態
は
增
々
惡
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
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彼
等
は
賃
銀
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切
下
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勞
儆
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間
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延
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な
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狀
態

^
惱
ま
さ
れ
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の
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揚
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勃
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し
た
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此
行
動
は
間
も
無
く
他
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エ
場
化
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播
し
て
次
々
に
移
ら
、彐週
問
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&

さ
る

k

全
市
四
蔚
の
勞
働
者
が
同
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.の
行
動
を
執
つ
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彼
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業
條
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を
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す
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で
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つ
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。
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九
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ド
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ラ

イ

キ
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發
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九
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四
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十
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至
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で
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績
し
た
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組
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承
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組
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す
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す
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す
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は
限
界
效
用
理
論
の
一
貢
献
で
あ
る
。

」
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裳
に
歷
史
學
派
が
尨
大
な
.る
事

實
の
集
積
の
下
.に
_
吟
し

っ

、
あ
6
し
際
に
、
限 

界
效
用
理
論
を
提
唱
し
て
立
っ
た
塊
太
利
學
派
に
ょ
っ
て
、
理
論
經
濟
學
f
t新
しS

發
展
途
上
に
置
か
れ
た
ノ
そ
れ
：
 

以
後
の
理
論
經
濟
學
は
、
を
の
叙
述
に
於
て
、
必
ず
多
少

VJ.

も
限
界
效
用
學
說
に
關
說
し
な
け
れ
.ば
な
ら
な
か
っ
た
0 

.即
ち
該
學
說
は
優
勢
な
る「

社
會
的
輿
論」

の
內
に
充
分
な
_る
.支
柱
を
見
出
し
、
忽

ち

に「

學
界
の
.輿
論

」

ど
な
っ 

て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

併
し
乍
ら
、
何
れ
の
理
論
に
於
て
も
.然
ぅ
で
あ
る
«
に
、
.:
限

界

效

用

理

論

：
も

，
既

に

.そ
の
發
展
途
上
に
立
：っ
.ゃ
否
や
、
 

方
.法
論
的
亿
或
は
そ
の
理
論
內
容
に
咖
し
\し
、
超
越
的
な
或
は
內
在
的
な
批
判
紅
受
：け
て
來
た
>

然
か
も
燠
太
利
學 

派
の
發
_展
は
該
學
派
.の
內
部
に
於
て
名
種
々
な
'る
意
見
の
不一

致
を
暴
露
す
る
祀
至
っ
た
。
：，
;
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